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繋
威
三
年
廉
週
蟠
関
係
予
算
概
算
襲
求
⑭
榊
襲

踰

樺
島

徹

す
と
の
考
え
方
に
立
っ
て
編
成
し
た
前
年
度
当
初
予
算

と
同
額
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
原
則
基
準
の
範
囲
内
で
、

配
分
重
点
化
枠
を
設
定
す
る
。

②

公
共
事
業
以
外
に
つ
い
て
も
、
人
件
費
等
を
除
き
、

公
共
事
業
と
同
様
、
前
年
度
当
初
予
算
と
同
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
二
一
世
紀
に
向
け
、
我
が
国
経
済
を
新
生
さ

せ
る
た
め
、
こ
の
原
則
基
準
に
上
乗
せ
す
る
形
で
特
別

枠
を
設
定
す
る
。

③

社
会
保
障
に
つ
い
て
は
、
当
然
増
を
見
込
み
、
適
切

な
伸
び
を
確
保
す
る
。
な
お
、
介
護
、
児
童
手
当
に
つ

い
て
は
予
算
編
成
過
程
で
検
討
す
る
。

と
の
基
本
的
な
方
針
に
沿
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
、

具
体
的
に
は
下
記
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、
平
成
一
一
年
度
予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
も
、

行
政
経
費
等
規
定
経
費
の
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
執
行
を

平
成
一
二
年
度
の
予
算
概
算
要
求
は
、
七
月
三
〇
日
の

｢平
成
一
二
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
当
た
っ
て
の
基
本

的
な
方
針
に
つ
い
て
｣
の
閣
議
了
解
を
受
け
、
建
設
省
で

は
省
内
の
事
業
別
調
整
等
を
経
て
、
八
月
三
一
日
に
大
蔵

省
に
概
算
要
求
書
を
提
出
し
た
。

こ
の
概
算
要
求
基
準
は
、
現
下
の
経
済
情
勢
か
ら
、
当

面
の
財
政
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
の
我
が
国
経
済
情

勢
の
動
向
等
を
十
分
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
公
共
事

業
等
予
備
費
の
活
用
、
一
五
か
月
予
算
と
い
う
考
え
方
に

立
っ
た
平
成
一
一
年
度
第
二
次
補
正
予
算
の
編
成
も
含
め
、

機
動
的
･
弾
力
的
な
対
応
を
行
う
も
の
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
歳
出
の
一
層
の
重
点
化
を
図
る
等
の
観
点
か
ら
、

｢物
流
効
率
化
、
環
境
･
情
報
通
信
･
街
づ
く
り
等
経
済

新
生
特
別
枠
｣、
｢生
活
関
連
等
公
共
事
業
重
点
化
枠
｣
が

設
け
ら
れ
、
さ
ら
に
、
公
共
事
業
関
係
費
を
除
く
経
費
に

つ
い
て
は
、
新
た
に

｢情
報
通
信
、
科
学
技
術
、
環
境
等

経
済
新
生
特
別
枠
｣
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

以
下
要
求
基
準
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
建
設
省
及
び
道

路
事
業
の
概
算
要
求
等
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

一

概
算
要
求
の
基
本
的
な
方
針

(平
成
三

年
七
月
三
〇
日
閣
議
了
解
)

当
面
の
財
政
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
の
我
が
国
経

済
の
動
向
等
を
十
分
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
公
共
事

業
等
予
備
費
の
活
用
、
一
五
か
月
予
算
と
い
う
考
え
方
に

立
っ
た
平
成
一
一
年
度
第
二
次
補
正
予
算
の
編
成
も
含
め
、

機
動
的
･
弾
力
的
な
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
基
本
的
考
え
方
を
踏
ま
え
た
上
で
、
平

成
一
二
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
当
た
っ
て
は
、

の

公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、
景
気
回
復
に
全
力
を
尽
く



留
保
す
る
も
の
と
す
る
。

コ■]
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各
省
庁
は
、
各
所
管
ご
と
に
、

の

公
共
事
業
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
当
初
予
算

に
お
け
る
額
か
ら
、
五
、
五
〇
〇
億
円
を
前
年
度
当
初

予
算
に
お
け
る
公
共
事
業
関
係
費
の
総
額
で
除
し
た
率

を
乗
じ
た
額
を
控
除
し
た
額
。

圏

地
域
戦
略
プ
ラ
ン
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
の
経
費
と
し
て
前

年
度
同
額
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
、
上
記
の
算
定
に
当
た
り
こ
れ

を
除
く
。

②

社
会
保
障
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
当
初
予
算

に
お
け
る
額
に
高
齢
化
等
に
伴
う
義
務
的
経
費
の
増
加

等

(各
所
管
計
五
、
○
○
0
億
円
)
を
加
算
し
た
額
。

な
お
、
介
護
制
度
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
の
対
策
に

要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
予
算
編
成
過
程
で
検
討
す

る
も
の
と
す
る
。
児
童
手
当
に
つ
い
て
は
、
税
制
上
の

扶
養
控
除
制
度
と
併
せ
て
、
予
算
編
成
過
程
で
検
討
す

る
も
の
と
す
る
。

③

そ
の
他
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
当
初
予
算
に

お
け
る
額

(た
だ
し
、
人
件
費
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に

係
る
義
務
的
経
費
の
増
を
加
算
す
る
も
の
と
す
る
)。

の
範
囲
内
に
お
い
て
、
適
正
に
積
算
を
行
い
、
要
求
す
る

も
の
と
ず
′る
。

圏

平
成
三
一年
度
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
必
要
な
経
費
の
増
、

平
成
三
一年
度
の
国
勢
調
査
の
実
施
に
必
要
な
経
費
の
増
、九
州
･

沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
の
開
催
に
必
要
な
経
費
の
増
等
に
つ
い
て
は
、
上

記
の
金
額
に
加
減
算
す
る
。

2

ま
た
、
各
省
庁
は
、
下
記
の
措
置
に
つ
い
て
、
所
要

の
要
望
を
行
う
も
の
と
す
る
。

○

い
わ
ゆ
る
ミ
レ
ニ
ア
ム
･
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
は
じ
め
、

二
一
世
紀
に
向
け
、
我
が
国
経
済
を
新
生
さ
せ
る
た
め

に
特
に
資
す
る
施
策
に
特
段
の
予
算
配
分
を
行
う
こ
と

と
し
、
公
共
事
業
関
係
費
を
除
く
経
費
に
つ
い
て
、
｢情

報
通
信
、
科
学
技
術
、
環
境
等
経
済
新
生
特
別
枠
｣
を

設
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
年
度

当
初
予
算
に
お
け
る
科
学
技
術
振
興
費
の
一
〇
〇
分
の

五
に
相
当
す
る
額
等
を
基
準
と
す
る
各
省
庁
の
要
望
を

踏
ま
え
、
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
、
総
額
二
、
五
〇

〇
億
円
の
範
囲
内
で
予
算
措
置
を
講
ず
る
。

な
お
、
要
望
に
際
し
て
は
、
例
え
ば
、
学
術
･
研
究

関
連
の
施
策
に
つ
い
て
、
研
究
成
果
の
相
互
利
用
や
研

究
の
重
複
の
調
整
･
排
除
を
推
進
し
た
内
容
と
す
る
等
、

各
省
庁
の
共
同
･
連
携
事
業
に
特
に
重
点
を
お
く
も
の

と
す
る
。

②

豊
か
で
活
力
あ
る
二
一
世
紀
の
経
済
社
会
の
構
築
に

向
け
て
、
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
を
含
め
、
公

共
投
資
の
一
層
の
重
点
化
を
図
る
た
め
、
公
共
事
業
関

係
費
に
つ
い
て
、
物
流
効
率
化
に
よ
る
経
済
構
造
改
革

を
引
き
続
き
推
進
す
る
観
点
、
環
境
･
情
報
通
信
･
街

づ
く
り
等
真
に
必
要
と
な
る
社
会
資
本
を
重
点
的
に
整

備
す
る
観
点
か
ら
、
配
分
重
点
化
枠
と
し
て

｢物
流
効

率
化
、
環
境
･
情
報
通
信
･
街
づ
く
り
等
経
済
新
生
特

別
枠
｣
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
生
活
関
連
社
会
資
本

の
整
備
･
地
域
の
振
興
･
安
全
な
地
域
づ
く
り
等
の
諸

課
題
に
適
切
に
応
え
る
観
点
か
ら
、
配
分
重
点
化
枠
と

し
て
｢生
活
関
連
等
公
共
事
業
重
点
化
枠
｣
を
設
定
す

る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
各
省
庁
の
要

望
を
踏
ま
え
、
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
、
｢物
流
効
率

化
、
環
境
･
情
報
通
信
･
街
づ
く
り
等
経
済
新
生
特
別

枠
｣
に
つ
い
て
は
総
額
二
、
五
〇
〇
億
円
の
範
囲
内
で
、

｢生
活
関
連
等
公
共
事
業
重
点
化
枠
｣
に
つ
い
て
は
総

額
三
、
0
0
0
億
円
の
範
囲
内
で
予
算
措
置
を
講
ず
る
。

な
お
、
公
共
投
資
全
般
に
つ
い
て
、
省
庁
間
の
枠
を

越
え
た
事
業
間
の
連
携
の
強
化
、
公
共
工
事
の
コ
ス
ト

縮
減
対
策
の
推
進
、
費
用
対
効
果
分
析
等
の
客
観
的
な

評
価
に
よ
る
採
択
の
必
要
性
の
検
証
、
再
評
価
シ
ス
テ

ム
の
適
用
に
よ
る
継
続
事
業
の
見
直
し
等
を
更
に
徹
底

す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
の
効
率
的
･
効
果
的
実
施
を

図
る
と
と
も
に
、
そ
の
透
明
性
を
十
分
確
保
す
る
こ
と

と
す
る
。
ま
た
、
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、
｢第
二
次
地

方
分
権
推
進
計
画
｣
(平
成
三

年
三
月
二
六
日
閣
議
決

定
)
等
に
基
づ
き
、
直
轄
事
業
等
及
び
補
助
事
業
の
見

直
し
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

3

上
記
に
よ
る
要
求
･
要
望
に
当
た
っ
て
は
、
財
源
を

最
大
限
有
効
に
活
用
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
所
管
の
予

算
全
体
を
根
底
か
ら
厳
し
く
洗
い
直
し
、
経
費
の
節
減

合
理
化
措
置
を
積
極
的
に
織
り
込
む
こ
と
と
す
る
。

こ
の
た
め
、

○

定
員
及
び
機
構
に
つ
い
て
は
、
時
代
の
要
請
に
即
応



し
て
行
政
の
役
割
を
見
直
す
と
と
も
に
、
簡
素
に
し
て

(平
成
八
年
三
一月
三
日
閣
議
決
定
)
に
基
づ
く
沖
縄

効
率
的
な
行
政
の
実
現
を
図
る
と
の
基
本
的
考
え
方
に

関
連
の
措
置
に
係
る
経
費
、
｢阪
神
･淡
路
地
域
の
復
興

立
ち
、
特
に
平
成
三
一年
度
に
つ
い
て
は
中
央
省
庁
等

改
革
を
実
現
す
る
こ
と
等
か
ら

｢国
の
行
政
組
織
等
の

減
量
、
効
率
化
等
に
関
す
る
基
本
的
計
画
｣
(平
成
=

年
四
月
二
七
日
閣
議
決
定
)
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
要
求

は
従
来
に
も
増
し
て
厳
し
い
も
の
と
す
る
。

②

補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
、

官
と
民
及
び
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
あ
り
方
等
の
観

点
か
ら
、
｢地
方
分
権
推
進
計
画
｣
(平
成
一
〇
年
五
月

二
九
日
閣
議
決
定
)、
｢中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
｣
平̂

成
一
〇
年
法
律
第
一
〇
三
号
)、
｢第
二
次
地
方
分
権
推

進
計
画
｣
(平
成
三

年
三
月
二
六
日
閣
議
決
定
)等
を

踏
ま
え
、
制
度
改
正
を
含
め
既
存
の
施
策
や
事
業
そ
の

も
の
を
見
直
す
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
聖
域
な
く
見

直
し
を
行
い
、
そ
の
整
理
合
理
化
を
積
極
的
に
推
進
す

る
%な

お
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
交
付
さ
れ
る
補
助
金

等
並
び
に
地
方
公
共
団
体
及
び
特
殊
法
人
等
以
外
の
者

に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
補
助
金
等
の
う
ち
、
制
度
等
の

見
直
し
を
行
う
こ
と
に
よ
り
削
減
又
は
合
理
化
を
図
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
以
外
の
も
の
(
い
わ
ゆ
る
｢
そ

の
他
補
助
金
等
｣)
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
各
省
庁

ご
と
に
そ
の
一
割
を
削
減
す
る
こ
と
と
す
る
。

4

な
お
、｢沖
縄
に
関
す
る
特
別
行
動
委
員
会
の
最
終
報

告
に
盛
り
込
ま
れ
た
措
置
の
実
施
の
促
進
に
つ
い
て
｣

関
連
の
措
置
に
係
る
経
費
、
｢阪
神
･淡
路
地
域
の
復
興

に
向
け
て
の
取
組
方
針
｣
(平
成
七
年
七
月
二
八
日
阪

神
･
淡
路
復
興
対
策
本
部
決
定
)
に
基
づ
く
復
興
特
別

事
業
に
係
る
経
費
、
｢平
成
一
○
年
度
に
お
け
る
財
政
運

営
の
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
｣

(平
成
一
〇
年
法
律
第
三
五
号
)
等
に
基
づ
く
厚
生
年

金
保
険
事
業
に
係
る
国
庫
負
担
等
、
｢肉
用
子
牛
生
産
安

定
等
特
別
措
置
法
｣
(昭
和
六
三
年
法
律
第
九
八
号
)
に

基
づ
く
交
付
金
等
、
｢ウ
ル
グ
ア
イ
･ラ
ウ
ン
ド
農
業
合

意
関
連
対
策
大
綱
｣
(平
成
六
年
一
〇
月
二
五
日
緊
急
農

業
農
村
対
策
本
部
決
定
)
に
基
づ
く
ウ
ル
グ
ア
イ
･
ラ

ウ
ン
ド
農
業
合
意
関
連
対
策
に
係
る
経
費
、
｢電
波
法
｣

(昭
和
二
五
年
法
律
第
一
三
一
号
)
に
基
づ
く
電
波
利

用
共
益
費
用
及
び

｢平
成
一
二
年
度
以
降
に
お
け
る
チ

ッ
ソ
株
式
会
社
に
対
す
る
支
援
措
置
｣
(平
成
三

年
六

月
九
日
水
俣
病
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
申
合
せ
)
に

基
づ
く
支
援
措
置
に
係
る
経
費
の
平
成
一
二
年
度
に
お

け
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て

検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

5

概
算
要
求
に
当
た
っ
て
は
、
積
算
を
適
正
に
行
う
と

と
も
に
、
八
月
末
日
の
期
限
を
厳
守
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
こ
の
期
限
後
に
追
加

要
求
を
提
出
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
上

記
に
従
っ
て
算
出
さ
れ
る
額
の
範
囲
内
と
す
る
。

二

建
設
省
関
係
概
算
要
求
の
概
要

1

概
算
要
求
の
概
要

=

基
本
的
な
考
え
方

o

我
が
国
経
済
を
新
生
し
、
自
立
的
な
成
長
軌
道
に
乗

せ
る
と
と
も
に
、
豊
か
で
活
力
あ
る
二
一
世
紀
の
経
済

社
会
を
構
築
す
る
た
め
に
、
真
に
必
要
な
分
野
に
戦
略

的
、
重
点
的
な
投
資
を
行
う
。

0

二
〇
〇
一
年
の
国
土
交
通
省
の
発
足
に
向
け
、
多
様

な
施
策
の
連
携
等
を
通
じ
た
よ
り
良
い
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
目
指
す
と
と
も
に
、
公
共
事
業
の
一
層
の
効

率
的
･
効
果
的
実
施
に
努
め
る
。

の

主
要
事
項

1

経
済
新
生
を
支
え
る
都
市
の
再
構
築
と
地
域
の
活
性

レ
･u

o

工
場
跡
地
等
を
活
用
し
つ
つ
国
際
競
争
力
を
備
え
た

都
市
へ
の
再
構
築
を
戦
略
的
に
推
進
す
る
た
め
の
都
市

再
生
推
進
事
業
の
創
設

o

地
域
の
創
意
工
夫
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
の
ま
ち
づ
く
り
総
合
支
援
事
業

(仮
称
)
の

創
設

等

2

連
携
･
交
流
を
支
え
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

o

高
規
格
幹
線
道
路
等
の
整
備
の
推
進

o

踏
切
道
等
総
合
対
策
事
業
、
交
通
結
節
点
改
善
事
業

の
創
設

o

光
フ
ァ
イ
バ
ー
収
容
空
間
の
整
備
、
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
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イ
の
展
開

等

3

本
格
的
な
少
子
･
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
備
え
、
生

涯
の
生
活
に
安
心
を
実
感
で
き
る
生
活
空
間
づ
く
り

o

高
齢
者
向
け
公
共
賃
貸
住
宅
の
整
備
、
歩
行
空
間
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
等
の
推
進

o

本
格
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
形
成
･
維
持
･
流
通
の
促
進

(住
宅
金
融
公
庫
融
資
制
度
の
改
善
、
総
合
マ
ン
シ
ョ

ン
対
策
の
推
進
)

等

4

環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
経
済
社
会
の
実
現

o

良
好
な
水
環
境
、
生
態
系
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の

河
川
･
下
水
道
事
業
の
推
進

o

沿
道
環
境
改
善
事
業
の
推
進

等

5

安
全
で
安
心
で
き
る
国
土
づ
く
り
･
地
域
づ
く
り
の

o

総
合
的
な
水
害
･
土
砂
災
害
対
策
の
推
進

0

地
下
空
間
･
床
上
浸
水
対
策
の
強
化

o

密
集
住
宅
市
街
地
の
整
備
の
推
進

等

③

公
共
事
業
の
効
率
的
･
効
果
的
実
施

o

公
共
事
業
予
算
の
効
率
的
･
効
果
的
執
行
と
透
明
性

の
向
上
を
図
る
た
め
、
コ
ス
ト
縮
減
、
事
業
間
の
連
携
、

事
業
の
事
後
評
価
の
試
行
を
含
む
事
業
評
価
を
実
施
す

推
5 O

進 安 沿
全 道
で 環
安 境
心 改
で 善
き事

o

地
方
分
権
の
推
進
の
た
め
、
各
事
業
分
野
ご
と
の
特

性
に
応
じ
て
国
が
関
与
し
て
整
備
す
る
範
囲
の
明
確
化

を
図
る
と
と
も
に
、
統
合
補
助
金
の
創
設
等
地
方
公
共

団
体
の
主
体
的
な
取
組
み
や
創
意
工
夫
を
活
か
し
た
事

る

表 1 平成12年度建設省関係予算概算要求総括表 (事業費 ･国費) (単位 :百万円)

事 項

事 業 費 国 費

12年度要求額

(A )

前年度予算額

(B )

倍 率

(A /B )

12 年 度 要 求 額

うち経済新生特別枠 うち生活関連

物流効率化に 環境 .情報通 等公共事

よる経済構造 信 .街づくり 業重点化

(C) 改革対応分 等対応分 枠

前年度予算額

(D )

倍 率

(C/D )

うち経済新生特別枠 うち生活関連
等公共事
業重点化
枠

物流効率化に
よる経済構造
改革対応分

環境 ･情報通
信 ･街づくり
等対応分

道 路 整 備
治 山 治 水

水
海 岸
急 傾 斜 地 等

都 市 計 画
公 園
下 水 道

住 宅 ･ 市 街 地
住 宅 対 策
宅 地 対 策
市 街 地 整 備

一 般 公 共 事 業 計

7,334,574
2,175,310
2,008,919

61,058
105,333

2,541,598
383,637

2,157,961
14,629,690
13,504,196

570,011
555,483

26,681,172
[11,748,299]

62,194
26,743,366

132,788
95,577

26,97上731

7,204,532
2,097,068
1,938,256

60,003
98,809

2,458,031
370,326

2,087,705
14 308,130
13,175,935

625,722
506,473

26,067,761
[11,317,468]

62,069
26,129,830

109,391
80,006

26,319,227

鰡
臥
期
期
期
期
臥
鵬
賜
泌
概
則
期一期一則
蛇
凱
迎
祕

2,693,066
1,316,717
1,226,044

37,449
53,224

1,347,467
169,333

1,178-134
1-293,212
1,176,417

0
116,795

6,650,462

227,974
0
0
0
0
0
0
0

2,988
0
0

2,988
230,962

0
230,962

0
0

230,062

42,245
23,303
22,722

351
230

39,349
3,232
36,117
34,230
27,784

0
6,446

139,127

0
139,127
4,141
8,863

152講31

96,912
83,862
77,683
2,227
3,952
71,764
8,676
63,088
57,186
56,434

0
752

309,724

0
309,724

0
0

309,724

2,583,122
1,262,962
1,1772 69

35,915
49,778

1,291,254
162,026

1,129,228
1,21墓586
1,128,340

0
83,246

6,348,924

48,588
6,397,512

24,059
79,256

6,500,827

螂
臥
螂
似
期
螂
礪
臥
期
耿
-

即“聖
職
肪
獺
切
鯲

[公庫 ･公団等除き]
災 害 関 係
公 共 事 業 関 係 計

44,560
6,695,022

57,901
94,824

6,847,747

官 庁 営 繕
建 設 行 政 経 費

合 計

備考
1. 本表には、北海道開発庁、沖縄開発庁、国土庁計上の建設省関係分を含む。
2. 12年度国費には、国土交通省関係予算として233,801百万円を含む。
3, 12年度国費には、
道路関係社会資本として

30,000百万円
62,000百万円
8,000百万円

治山治水
住宅対策
市街地整備

を含む。
4. 前年度国費には、
･物流効率化による経済構造改革特別枠 (115,481百万円)
･21世紀の経済発展基盤整備特別枠 (68,697百万円)
･生活関連等公共事業重点化枠 (164,709百万円)
を含む。

5. 本表には、 N T T‐A型は含まれていない。
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表 2 財政投融資計画等総括表 (単位 "百万円)

区 分

＼＼＼＼＼

資金内訳 財政投融資 自己資金等との合計

備 考12年度要求額
(A )

前年度
(B )

倍 率
(A /B )

12年度要求額
(C )

前年度
(D )

倍 率
(C/D )

住 宅 金 融 公 庫
都 市 基 盤 整 備 公 団

小 計
日 本 道 路 公 団
首 都 高 速 道 路 公 団
阪 神 高 速 道 路 公 団
本州 四国連 絡 橋 公 団

小 計
都市開発資金融通特別会計
日 本 下 水 道 事 業 団
民間都市開発推進機構

合 計

lo,514,700
1,067,300
11,582,000
2,100,000
375,600
328,800
147,800

2,952,200
45,100

4 400
1,500

14,585,200

10,117,600
971,400

11,089,000
2,106,300
341,400
310,000
135,400

2,893,100
46,700
6,300
1,600

l4,036,700

1.04
1･10
1,04
1･00
1･10
1.06
1.09
1,02
0.97
0･70
0.94
1.04

1L 059,200
2,998,372
14,057,572
5,420,654
761,225
636,595
455,568

7,274,042
65,500
24,546
6,497

21,428,157

10,987,000
2,955,341
13,942,341
5,365,700
719,307
624,644
423,857

7,133,508
65,250
27,878
6,941

21,175,918

L 01
1･01
1･01
1･01
1.06
1.02
1･07
1.02
1･00
0.88
0.94
1･01

1 . 都市基盤整備公団及び本州
四国連絡橋公団は、鉄道分を
除く。

2, 民間都市開発推進機構は、
港湾整備分を除く。

3 . N T T‐A型事業は含まない。

表 3 公共事業配分重点化枠
----- -.- ---- -------- -- ------ -- -- -------- ------ -------- ---- ------ -----｢ 点 2

概
算
要
求
額

建
設
省
関
係
予
算
の
概
算
要
求
額
は
、
特
別
枠
及
び
重

点
化
枠
を
含
め
国
費
六
兆
八
、
四
七
七
億
円

(対
前
年
度

　
; 1 , 物流効率化、 環境 ･情報通信 ･街づくり等経済新生特別枠信 ･街づくり等経済新生特別枠 l化

(物流効率化と遥 経済構造改革対応分) 聴
く国費合計 :2,310億円> ー含

空港 ･港湾等と物流拠点、 高速道路等を結ぶ道路整備 !め

中心市街地活性化のための再開発 ･区画整理等による

都市の再構築

中心市街地活性化のための道路の整備

2銘億円 l襄
　　　
　　

30億円 !八

業
を
展
開
す
る
。

o

二
〇
〇
一
年
の
国
土
交
通
省
の
発
足
に
向
け
、
国
民

に
と
っ
て
よ
り
良
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
、
北
海
道
開
発
庁
、
国
土
庁
、
運
輸
省
と

も
連
携
し
た
政
策
展
開
の
検
討
等
に
積
極
的
に
取
り
組

む も を に 業
0 連 日 と 二 を
携 指 っ ○ 展
し し て ○ 開
た て よ ー す

れ 物。 猟 ,環境‐情報.“‐“ め 等経済新“特別枠

143億円 !軍
　 　 　　　 　　

信 ･街づくり等対応分) !億
< 国費合計 :1,391億円> !円

水質改善、 沿道環境の改善等による良好な環境の実現

457億円

光ファイバー収容空間等情報通信基盤の整備、 I T S

の推進

300億円

少子 ･高齢化に対応した公営住宅建設等の施設整備、
再開発 ･区画整理、 スーパー堤防等民間投資の誘発効果

の高いまちづくり事業等の推進

3 . 生活関連等公共事業重点化枠 < 国費合計 :3,097億円>

雨水対策 ･生活用水確保、 交通安全対策等安全な生活環

境確保のための基盤整備

230億円

ふるさとの下水道の緊急整備、 安全でおいしい水確保、
電線類地中化等快適なくらしを支える基盤整備

975億円

踏切道の改良推進等の渋滞対策、 地域間の交流を促進す

るトンネル ･橋梁の整備等

587億円

住生活の質の向上のための良好な市街地 ･住宅の整備

282億円

○ 水害 ･土砂災害対策、 密集住宅市街地整備、 法面防災対

策、 老朽公営住宅建替、 防災公園の整備等の防災対策

1,023億円｣ ----------------------------- -------------------------------------------J----‐
'
----‐J

(環境 ･情報通信 ･街づくり等対応分)

比
÷
○
五
)、
財
政
投
融
資
資
金
一
四
兆
五
、
八
五
二
億

円

(対
前
年
度
比
一
･0
四
)、
事
業
費
は
二
六
兆
九
、
七

一
七
億
円

(対
前
年
度
比
一
･
0
二
)
を
要
求
し
て
い
る

こ
の
う
ち
災
害
関
係
を
除
く
一
般
公
共
事
業
に
つ
い
て
み

る
と
、
国
費
六
兆
六
、
五
〇
五
億
円

(対
前
年
度
比
一
･

○
五
)
事
業
費
二
六
兆
六
、
八
一
二
億
円

(対
前
年
度
比

一
･
0
二
)
で
あ
る

(表
1
･
2
)。

ま
た
、
公
共
事
業
関
係
の
重
点
化
枠
要
望
の
内
訳
は
表

3
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。
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(単位 :百万円)表 5

項 目
要 望 額

事業費 国 費

1, 経済新生特別枠(物流効率化による経済構造改革対応分) 342-992 227,974

(1) 高規格幹線道路等の整備による物流効率化の推進 315,036 213,702

① 国際交流インフラ推進事業 84,395 56,977

② 国内貨物の複合一貫輸送体系の構築 64,113 39,930

③ 空港及び臨空型の物流拠点の支援 142,294 98,978

④ 21世紀活力圏創造事業 24,234 17,817

(2) 経済 ･社会活動を支える中心市街地の整備 27,956 14,272

① 中心市街地活性化のための道路の整備 27,956 14,272

2 , 経済新生特別枠(環境 ･情報通信 ･街づくり等対応分) 65,151 42,245

(1) 良好な環境の実現 11,914 7,732

① 沿道環境改善事業の推進 は,914 7,732

(2) 高度情報通信社会の構築 34,206 22,159

① 情報ハイウェイの構築 22,508 16,133

② I T Sの推進 11,698 6,026

(3) 高齢者に配慮し消音づくり ･地域づくり 19,031 12,354

① 歩行空間のバリアフリー化の推進 19,031 l2,354

3 , 生活関連等公共事業重点化枠 178,217 96,912

(1) 渋滞対策、地域間の交流を促進 107,364 58,716

① 都市圏交通円滑化総合対策事業 24,096 13,816

② 環状道路の整備 23,828 13,444

③ 都市モノレール等の整備 7,080 4,923

④ 踏切道の改良(連続立体交差事業等) 44 328 22,232

⑤ 地域間の交流を促進するトンネル ･橋梁整備事業 8,032 4,301

(2) 快適な暮らしを支える基盤整備 47,792 24,868

① 電線類地中化(新電線類地中化計画等)の推進 24,145 12,694

② 交通結節点の整備促進(駅前広場、駐車場の整備等) 23,647 12,174

(3) 安全な生活環境確保のための基盤整備 7,283 4,l57

① 事故多発地点における交通安全施策の集中的実施 7,283 4,157

(4) 安全で安心できる国土づくり ･地域づくりの推進 15,778 9,171

① 法面防災対策の推進 lo,628 6,207

② 耐震性向上のための道路橋の補強対策の推進 5,150 2,964

三

道
路
事
業
関
係
概
算
要
求
の
概
要

1

概
算
要
求
の
概
要

道
路
整
備
の
平
成
一
二
年
度
概
算
要
求
に
お
い
て
は
一

で
述
べ
た
概
算
要
求
の
基
本
的
な
方
針
に
沿
っ
て
、
国
費

三
兆
四
、
五
九
二
億
円

(対
前
年
度
比
÷
0
四
)、
事
業

費
七
兆
三
、
三
四
六
億
円

(対
前
年
度
比
一
･
0
二
)
を

計
上
し
て
い
る

(表
4
次
ペ
ー
ジ
参
照
)。

要
求
の
特
色
と
し
て
、
一
般
道
路
事
業
に
つ
い
て
は
、

4 , 情報通信、科学技術、環境等経済新生特別枠 1,901 1,901

① 21世紀の I T S実現のための総合化 ･汎用化技術の研

究開発の推進
1,901 1,901

事
業
費
総
額
は
約
四
兆
九
、
一
八
一
億
円

(対
前
年
度
比

一
･0
三
)、
国
費
は
約
二
兆
九
、
九
五
六
億
円

(対
前
年

度
比
一
･
0
三
)
を
計
上
。
こ
の
う
ち
、
特
に
重
点
的
に

整
備
を
進
め
て
い
る
高
規
格
幹
線
道
路
は
事
業
費
約
八
、

四
五
九
億
円

(対
前
年
度
比
一
･0
五
)、
国
費
約
六
、
一

四
九
億
円

(対
前
年
度
比
一
･0
五
)、
ま
た
、
地
域
高
規

格
道
路
は
、
事
業
費
約
四
、
五
三
七
億
円

(対
前
年
度
比

一
･
三
一)、
国
費
約
二
、
七
六
九
億
円
(対
前
年
度
比
÷

と )‘

な 、

っ 国
て

い
る

道
路
関
係
四
公
団
、
地
方
道
路
公
社
等
に
係
る
有
料
道

路
事
業
は
国
費
助
成
の
充
実
や
償
還
期
間
の
延
長
等
に
よ

り
大
都
市
圏
の
環
状
道
路
の
整
備
の
推
進
、
料
金
所
渋
滞

の
緩
和
を
促
進
す
る
べ
く
主
要
な
有
料
道
路
に
お
け
る
E

T
C
導
入
を
進
め
る
た
め
事
業
費
約
二
兆
四
、
一
六
四
億

円

(対
前
年
度
比
一
･○
○
)、
国
費
約
四
、
六
三
六
億
円

(対
前
年
度
比
一
･
0
七
)
を
計
上
し
て
い
る
。

ま
た
、
公
共
事
業
関
係
の
重
点
化
枠
要
望
の
内
訳
は
表

5 ( 円 T の
の ま 対 ( C 緩 大 事 道
と た 前 対 導 和 都 業 路
お
り
と
な

っ
て

い
る
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表 4 道路関係予算概算要求総括表 (単位 ;百万円)

区 分
12年度要求(A ) 前 年 度(B ) 倍率(A ) / (B )

備 考
事業費 国 費 事弱業費 国 費 ‐事業費 国 費

一 般 道 路
高 規 格 幹 線 道 路
地 域 高 規 格 道 路
一 般 改 築
区 画 整 理 ･ 再 開 発
交 通 安 全
雪 寒
調 査
機 械
補 助 率 差 額 等
住 宅 宅 地 関 連
沿 道 整 備 融 資 等
沿 道 環 境 改 善
(緊急地方道路整備事業)
(交 通 結 節 点 改 善‐事 業 )

4,918 ,132
843 ,620
451,404

2 ,652,735
320,621
401,254
127,442
23,302
22,070

16 ,00O
6 ,450

53 ,234
(1,341,095)
( 37,116)

2 ,995 ,582
612 ,700
274 ,957

1,492 ,828
169 ,948
222 ,801
83 ,035
20 ,159
14 ,959
60 ,452
8 ,00O
3 ,300

32 ,443
( 702 ,200)
( 19 ,345)

4 ,790,825
802,160
401,073

2,638 ,424
311,172
392 ,765
123 ,637
30 ,438
21,136

ヱ6,00〇
5,450

48 ,570
(1,281,255)
( 21,380)

2 ,894 ,863
582 ,955
243 ,979

1,480,253
164 ,894
216,262
80,567
22 ,603
14 ,391
48 ,707
8,000
2,800
29,452

( 671,600)
( 11,062)

L 03
1.05
1‐13
1‐01
1.03
1‐02
1‐03
0‐77
1‐04

L oo
1‐18
1･10
(1･05)
(1-74)

1.03
1‐05
1.13
1･01
1.03
1.03
1.03
0 .89
1.04
1.24
1･00
1.18
1･10
(1.05)
(1･75)

1. 道路整備の各区分の計数には、 [物流効率化、環境･情報通
信 ･街づくり等経済新生特別枠] 及び [生活関連等公共事業
重点化枠] を含む。

2 . 一般道路の各区分の計数には、 (緊急、地方道路整備事業)及
び (交通結節点改善｣事業) を含む。

3 . 一般道路の高規椌樟幹線道路及び地域高規格道路には、調査
を含まない。

4 . 一般改築には、 高規整緯幹線謎湿路及び地域高規格道路を除く
一般国道、 地方道及び"野路を計-上している。

5 . 沿道整備融資等には、沿道整備融資及び道路交通環境改善
促進‐事業を浄十~上している。

6 . 日本道路公団の下段 ( ) 書きは、 日本道路公団事業のう
ち高速自動車国道建設費である。

7 . 地方道路公社等は、 地方道路公社及び地方公共団体に〉対す
る有料道路融資等である。

8 . 本州四国連絡橋公団事業費と道路開発資金事業費には一部
重複がある。

9 . 12年度要求国費には、国土交通省関係予算として121,250百
万円を含む。

10. N T T‐A型事業は含まない。
11. この他に道路関係、社会資本として、
河川等関連公共施設整備促進事業

事業費 60 ,042百万円、 国費30,000百万円
住宅宅地関連公共施設整備促進‐事業

事業費124,000百万円、 国費62,000百万円
都市再開発関連公共施設整備促進事業

事業‐費 6 ,000百万円、 国費 3,000百万円
まちづくり総合支援事業 (仮称)

‐事業費 10,000百万円、 国費 5,000百万円
の合計、 事業費200,042百万円、 国費100,000百万円がある。

有 料 道 路
日 本 道 路 公 団
( 高 速 自 動 車 国 道 )
首 都 高 速 道 路 公 団
阪 神 高 速 道 路 公 団
本 州 四 国 連 絡 橋 公 団
地 方 道 路 公 社 等

小 言十
道 路 開 発 資 金

2,416 ,442
1,850 ,100
(1.224 ,000)

233 ,229
171,687
18 ,916

104 ,828
2.378,760

39,950

463 ,638
321,753

25,400
15,650
53,333
27,502

443,638
20,000

2 ,413 ,707
1,829 ,905
(1,212 ,000)

233 ,892
164 ,346
28 ,098
117 ,516

2,373 ,757
39 ,950

431,897
288,412

24 ,050
15 ,850
53 ,333
30 ,252

411,897
20 ,000

1‐00
1‐01
(1‐01)
1‐00
1‐04
0 .67
0 .89
1‐00
1･00

L 07
1.12

ヱ‐06
0‐99
1‐00
0.91
1‐08
1･00

言十

〔簸礎許き話瘤>
{丞議籍馨蟹塗籍痣利
{姦勢避け麩群舞分〕

医 共丸 業
関
重 ず化 割

7,334 .574

[ 408 ,143]

( 342 ,992)

( 65 ,151)

[ 178 ,217]

3 ,459.220

[ 270,219]

( 227,974)

( 42 ,245)

[ 96 ,912]

7,204 ,532

[ 20上318]

( 171,687)

( 29,631)

[ 91,330]

3,326 ,760

[ 133β14]

( 113 ,987)

( 19.827)

[ 51,537]

1.02 1･04

住宅‐宅地 関 連 幹 線 道 路
整 備 事 業 (一 般 会 計 )
まちづくり総合支援を事業‐(仮称)
(一般会計 ･建設省全体 )

600

67,000

300

33 ,500

600 300 L OO L OO



[重点事項別事業費の状況] (単位 :億円)

12年度要求 前年度 倍 率

1 , 高度情報通信社会推進に向けた道路の情報化

0 I T Sインフラ整備等の推進 (E T C 等)

O情報ハイウェイの構築(光ファイバー及び収容空間の整備)

717

3 ,092

565

2,967

1.27

1.04

2 , 少子 ･高齢社会に対応した生活空間の形成

○歩行空間のバリアフリー化

○事故多発地点緊急対策事業

3,866

2 ,700

3 ,637

2,540

1.06

1.06

3 , 地球環境の保全と沿道環境の改善

○沿道環境改善事業 532 486 L 10

4 . 都市圏の交通円滑化

○踏切道の改良 (踏切除却、 連続立体交差事業等)

0 駅周辺等の交通環境改善を図る道路整備

○都市圏交通円滑化総合対策事業

2,170

4 ,121

2 3 39

1,986

3,780

2 ,078

1.09

1.09

1.13

5 . 個性豊かな地域 ･まちの形成

○中心市街地の活性化に資する道路整備

○電線共同溝整備事業
○地域連携強化支援道路事業

4 ,899

1 7 13

312

4 ,665

1,624

300

1.05

1.06

1.04

6 . 地域連携と物流効率化の支援

○高規格幹線道路の整備

○地域高規格道路の整備

○空港 ･港湾等との連絡強化を図る道路整備

21,206

7,001

4 ,983

20,602

6 ,554

4 ,556

1.03

1･07

1.09

7 , 安全性 ･信頼性の高い道路空間の確保

○防災 ･震災対策事業 4,887 4,712 1.04

動
を
創
出
し
、
個
性
あ
る
活
力
に
満
ち
た
都
市
･
地
域
づ

く
り
を
支
援
す
る
た
め
、
八
の
連
携
･
交
流
や
モ
ノ
･
情

報
の
移
動
を
支
え
る
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
･
信
頼

性
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
豊
か
さ
の
実
感
で
き
る
潤

い
あ
る
暮
ら
し
を
実
現
す
る
た
め
、
基
礎
的
な
公
丑
窕
エ間

と
し
て
の
道
路
の
多
様
な
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と

2

概
算
要
求
の
基
本
方
針
及
び
重
点
事
項

印

基
本
方
針

情
報
技
術
の
飛
躍
的
な
進
展
、
高
齢
者
人
口
の
増
加
な

ど
我
が
国
は
、
経
済
･
社
会
面
で
か
つ
て
な
い
大
き
な
潮

流
の
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
･
経
済
活

注) 計数には、 一部重複がある。

世
紀
の
節
目
と
な
る
平
成
三
一年
度
は
、
以
下
の
視
点

で
道
路
政
策
を
展
開
し
、
新
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
豊
か
で

活
力
あ
る
経
済
社
会
の
構
築
を
目
指
し
て
取
り
組
む
。

o
次
世
紀
の
暮
ら
し
を
支
え
る
基
盤
の
創
造

o
地
球
環
境
の
保
全
と
都
市
環
境
の
再
生

o
地
域
連
携
に
よ
る
個
性
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り

o
安
心
し
て
住
め
る
国
土
の
実
現

活 で が
次 の o o o o 必【次
世
紀
の
暮
ら
し
を
支
え
る
基
盤
の
創
造
】

①

I
T
S
の
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
支
え
る
ス

マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
の
整
備
を
本
格
的
に
展
開
。

〔ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
実
現
に
向
け
た
目
標
年
次
例
〕

①

道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
高
度
情
報
化

(I
乍
S
)

〔 ① ① 化
1

高
度
情
報
通
信
社
会
推
進
に
向
け
た
道
路
の
情
報

　 　 　　　環 潅、 又
第
二
束
名
･
名
神
や
大
都
市
の
都
市
高
速
道
路
な

一 二 一 ス マ の
0 社 ○ 証 国 ○ マ 1 I 推 道
○ 会 ○ 実 内 ○ ! ト T 進 路
三 実 一 験 外 ○ ト ウ S 交

国
内
外
の
参
加
に
よ
る
走
行
支
援
シ
ス
テ
ム
の
実

社
会
実
験
の
積
極
的
実
施

露
　
　

る
年 の
以 参
降 加

に
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ど
で
先
駆
的
な
導
入

二
〇
一
五
年

全
国
主
要
な
幹
線
道
路
網
に
お
い
て
ス
マ
ー
ト
ウ

ェ
イ
化
を
実
現

※
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
推
進
会
議
の
提
言
よ
り

②

E
T
C
の
サ
ー
ビ
ス
区
間
を
大
幅
に
拡
大
。

･
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
開
始
区
間
…
東
名
･
名
神
高
速
、

東
北
自
動
車
道
、
山
陽
自
動
車
道
、
阪
神
高
速
道

路
等

約
三
五
〇
料
金
所

･
平
成
一
二
年
度
末
E
T
C
導
入
料
金
所
"

約
四
〇
〇
箇
所

E
T
C
車
載
器
及
び
I
C
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
策

を
導
入
。
[新
規
]

③

E
T
C
専
用
I
C

(
ス
マ
ー
ト
I
C
)
や
U
タ
ー

ン
可
能
な
S
A
･
P
A
の
導
入
を
図
る
。

④

携
帯
電
話
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
エ
リ
ア
内
に
お
け

る
ト
ン
ネ
ル
不
感
地
の
解
消
に
向
け
、
新
た
な
取
り

組
み
に
着
手
。
[新
規
]

･
概
ね
五
箇
年
程
度
で
携
帯
電
話
等
の
不
感
地
と
な

っ
て
い
る
全
て
の
高
速
道
路
ト
ン
ネ
ル
、
直
轄
国

道
の
主
要
な
ト
ン
ネ
ル
で
対
策
実
施

･
平
成
三
一年
度
不
感
地
対
策
の
実
施
箇
所
"

北
陸
自
動
車
道
等

②

情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
構
築

①

情
報
B
O
X
等
、
光
フ
ァ
イ
バ
ー
収
容
空
間
を
整

備
。

･
新
た
に
約
一
、
六
〇
〇
虹
の
情
報
B
O
X
を
整
備

し
、
東
京
-
九
州
の
基
幹
網
に
加
え
、
す
べ
て
の

隣
接
県
庁
所
在
地
間
の
約
五
割
を
連
絡

へ参
考
〉

E
T
C
…
団
布
目
｢o
b
円
↓
○□
6
0
一言
目
一0b
の
ての[のB

ノ
ン
ス

ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム

ゆ

豊
か
な
生
活
空
間
づ
く
り

①

高
齢
者
や
障
害
者
に
と
っ
て
も
使
い
や
す
い
、
段

差
の
解
消
を
目
指
し
た
新
し
い
歩
道
の
構
造
基
準
に

基
づ
き
、
交
通
結
節
点
や
福
祉
施
設
周
辺
等
に
お
い

て
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
歩
行
空
間
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

し
て
整
備
。

･
平
成
一
四
年
度
末
ま
で
に
約
三
、
二
〇
〇
地
区
で

整
備
予
定

･
平
成
三

年
度
は
湘
南
台
地
区

(神
奈
川
県
藤
沢

市
)
等

約
一
、
五
〇
〇
地
区
で
整
備

計
約
一
、
五
五
〇
地
区
で
整
備
着
手
済

(H
m
i
H
12
)

②

沿
道
建
築
物
や
駅
の
上
下
空
間
等
を
活
用
し
、
歩

行
者
通
路
等
の
空
間
を
確
保
。

･
道
路
交
通
環
境
改
善
促
進
事
業

奈
良
県
大
和
高
田
市
等

約
二
五
地
区

③

都
市
内
の
自
転
車
利
用
の
た
め
の
環
境
整
備
を
モ

デ
ル
都
市
で
行
う
と
と
も
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
活

用
し
た
全
国
的
な
展
開
を
進
め
る
。

･
自
転
車
利
用
促
進
モ
デ
ル
都
市

静
岡
市
等

約
一
五
都
市

(
コ
ン
ペ
実
施
中
)

②

安
全
な
道
づ
く
り

①

事
故
の
要
因
分
析
に
基
づ
く
事
故
多
発
地
点
緊
急

対
策
事
業
を
実
施
。

･
平
成
一
四
年
度
末
ま
で
に
約
三
、
二
〇
〇
箇
所
で

対
策
完
了
予
定

･
平
成
三
一年
度
は
、
一
般
国
道
一
五
五
号
室
町
南

交
差
点

(愛
知
県
知
立
市
)
等

約
一
、
0
0
0

箇
所
で
整
備

計
約
二
、
0
0
0
箇
所
で
完
了
(H
m
i
H
12
)

②

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
･
ゾ
ー
ン
形
成
事
業
に
よ
り
歩
車

共
存
の
道
づ
く
り
を
実
施
。
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【地
球
環
境
の
保
全
と
都
市
環
境
の
再
生
】

①

交
差
点
立
体
化
、
遮
音
壁
、
環
境
施
設
帯
の
設
置

等
の
対
策
を
重
点
的
に
行
う
沿
道
環
境
改
善
事
業
を

実
施
。

･
一
般
国
道
三
〇
二
号

(愛
知
県
)
等

約
一
八
○
地
区

②

沿
道
環
境
が
厳
し
い
地
域
に
お
い
て
対
策
を
総
合

的
･
計
画
的
に
行
う
た
め
の
沿
道
環
境
改
善
プ
ロ
グ

2

少
子
･
高
齢
社
会
に
対
応
し
た
生
活
空
間
の
形
成

3

地
球
環
境
の
保
全
と
沿
道
環
境
の
改
善



ラ
ム
の
策
定
を
全
国
的
に
展
開
。

･
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定

全
国
で
約
二
○
箇
所

③

二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
な
ど
地
球
環
境
へ
の
負
荷

の
軽
減
を
図
る
た
め
、
バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
等
の

道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
を
進
め
る
。

④

モ
デ
ル
都
市
を
選
定
し
、
時
差
通
勤
、
パ
ー
ク
ア

ン
ド
ラ
イ
ド
等
の
鵤
削
減
効
果
の
実
証
実
験
を
行
う
。

･
モ
デ
ル
都
市

全
国
で
約
一
○
都
市

⑤

電
気
自
動
車
等
の
利
用
に
関
す
る
実
地
的
課
題
等

を
把
握
･
分
析
す
る
た
め
の
実
験
を
モ
デ
ル
都
市
に

お
い
て
行
う
。

･
モ
デ
ル
都
市

約
二
都
市

⑥

景
観
へ
の
配
慮
や
道
路
緑
化
を
進
め
、
ま
ち
な
み

や
歴
史
･
文
化
と
調
和
し
た
う
る
お
い
の
あ
る
道
づ

く
り
を
行
う
。

の

交
通
円
滑
化
の
た
め
の
総
合
的
な
対
策

①

都
市
圏
の
環
状
道
路
の
整
備
を
一
層
進
め
る
。

･
都
市
環
状
道
路
の
整
備

一
般
国
道
八
号
金
沢
東

部
環
状
道
路

(金
沢
市
)
等

-
三
五
箇
所

②

ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
踏
切
等
の
解
消
や
、
地
域
づ
く
り

と
併
せ
て
鉄
道
高
速
化
の
支
援
を
行
う
踏
切
道
等
総

合
対
策
事
業
を
創
設
。
[新
規
]

･
山
陰
本
線
出
雲
地
区
等

③

連
続
立
体
交
差
事
業
の
対
象
を
拡
充
し
、
ボ
ト
ル

ネ
ッ
ク
踏
切
の
解
消
や
、
一
体
的
な
ま
ち
づ
く
り
を

一
層
促
進
。
[新
規
]

･
連
続
立
体
交
差
事
業

西
武
池
袋
線
等

六
三
箇

所

④

乗
り
継
ぎ
改
善
や
歩
行
空
間
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

等
を
目
的
と
し
た
駅
周
辺
交
通
環
境
改
善
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
、
新
た
に
創
設
す
る
交
通

結
節
点
改
善
事
業
等
に
よ
り
対
策
を
実
施
。
[新
規
]

･
乗
降
客
五
、
○
○
○
人
以
上
の
約
二
、
四
〇
〇
駅

を
対
象
に
三
年
間
で
駅
周
辺
を
総
点
検

･
横
浜
駅
、
名
取
駅

(宮
城
県
名
取
市
)
等

⑤

バ
ス
を
中
心
と
し
た
効
率
的
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
形
成
す
る
た
め
の
バ
ス
交
通
広
場
の
整
備
等
を

実
施
。

･
バ
ス
交
通
広
場
の
整
備

約
二
〇
箇
所

･
バ
ス
路
線
フ
レ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
事
業

約
一
五
箇

所

⑥

第
三
次
渋
滞
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
進
め
る
。

･
平
成
一
四
年
度
末
ま
で
に
約
一
、
0
0
0
箇
所
の

主
要
渋
滞
ポ
イ
ン
ト
を
解
消
予
定

･
平
成
一
二
年
度
は
、
新
た
に
約
二
二
〇
箇
所
を
解

消
又
は
緩
和

計
五
七
〇
箇
所
完
了

(H
m
-
H
12
)

⑦

総
合
的
な
都
市
圏
の
交
通
円
滑
化
対
策
を
進
め
る
。

･
都
市
圏
交
通
円
滑
化
総
合
対
策
事
業

新
た
に
約

一
○
都
市
圏
に
着
手
し
、
計
約
二
○
都
市
圏

【地
域
連
携
に
よ
る
個
性
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
】

①

土
地
の
有
効
高
度
利
用
に
資
す
る
道
路
整
備
や
面

整
備
等
に
よ
り
、
都
市
の
再
生
･
再
構
築
を
進
め
る
。

･
さ
い
た
ま
新
都
心
地
区
、
環
状
第
二
号
線
新
橋
･

虎
ノ
門
地
区
等

約
七
○
箇
所

②

追
加
I
C
の
整
備
に
よ
り
地
域
の
活
性
化
を
促
進

す
る
た
め
、
一
般
道
路
事
業
の
活
用
な
ど
新
た
な
制

度

(地
域
活
性
化
I
C
)
の
導
入
を
図
る
。
[新
規
]

③

地
域
の
主
体
的
な
計
画
に
基
づ
い
て
、
複
数
の
事

業
を
一
括
採
択
し
、
補
助
を
行
う
ま
ち
づ
く
り
総
合

支
援
事
業

(仮
称
)
を
創
設
。
[新
規
]

④

地
域
連
携
機
能
を
強
化
す
る
取
り
組
み
を
進
め
る
。

･
地
域
連
携
強
化
支
援
道
路
事
業

三
重
県
伊
勢
志
摩
地
区
等

約
五
五
地
域

･
交
流
ふ
れ
あ
い
ト
ン
ネ
ル
･
橋
梁
整
備
事
業

島
根
県
才
谷
ト
ン
ネ
ル
等

約
七
〇
箇
所

⑤

電
線
類
地
中
化
を
進
め
る
。

･
平
成
一
一
年
度
-
平
成
一
七
年
度
で
約
三
、
○
○

○
如
地
中
化
予
定

･
平
成
一
二
年
度
は
、
電
線
共
同
溝
整
備
事
業
等
で

約
四
三
〇
如
地
中
化

ノ0 道イテセ 99.lo

都
市
圏
の
交
通
円
滑
化

個
性
豊
か
な
地
域
･
ま
ち
の
形
成



計
約
八
三
〇
蝿
地
中
化

(H
n
i
H
12
)

も
に
、
空
港
、
港
湾
等
と
の
連
絡
強
化
を
図
る
道
路

⑥

中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
、
バ
イ
パ

ス
等
の
整
備
に
あ
わ
せ
、
現
道
を
街
な
み
に
相
応
し

く
再
生
す
る
と
と
も
に
、
駐
車
場
整
備
等
を
進
め
る
。

･
賑
わ
い
の
道
づ
く
り
事
業

栃
木
県
室
町
等

約
二
○
箇
所

･
二
一
世
紀
活
力
圏
創
造
事
業

宇
都
宮
市
等

約
三
○
箇
所

の

幹
線
道
路
網
の
構
築

①

高
規
格
幹
線
道
路
の
整
備
を
進
め
る
。

･
高
規
格
幹
線
道
路

建
設
費
二
兆
一
、
二
〇
六
億

円

(倍
率
一
･
0
三
)

･
高
規
格
幹
線
道
路
の
供
用
予
定

三
五
七
如

中
国
横
断
道
尾
道
松
江
線
初
の
供
用

(宍
道

ー
松
江
)

北
陸
道
全
線
四
車
線
化
完
成

(名
立
谷
浜
j
越

中
境
P
A
)

②

地
域
高
規
格
道
路
の
整
備
を
進
め
る
。

･
地
域
高
規
格
道
路

建
設
費
七
、
○
○
一
億
円

(倍
率
一
･
0
七
)

･
地
域
高
規
格
道
路
の
供
用
予
定

四
三
如

②

物
流
効
率
化
の
支
援

①

広
域
交
通
基
盤
連
携
強
化
計
画
を
策
定
す
る
と
と

整
備
等
を
進
め
る
。

･
国
際
交
流
イ
ン
フ
ラ
推
進
事
業

仙
台
市
、
岩
沼

市
、
多
賀
城
市
を
中
心
と
し
た
地
域

(宮
城
県
)

等

一
三
地
域

･
複
合
一
貫
輸
送
を
推
進
す
る
道
路
整
備

六
箇
所

②

車
両
の
大
型
化
に
対
応
し
た
道
路
整
備
を
進
め
る
。

･
橋
梁
の
補
強
等

一
般
国
道
一
五
〇
号
富
士
見
橋

(静
岡
県
)
等

約
三
二
〇
箇
所

(整
備
延
長
約

三
、
0
0
0
畑
)

③

新
た
に
創
設
す
る
地
域
活
性
化
I
C
と
一
体
的
に

整
備
さ
れ
る
物
流
拠
点
に
対
し
、
駐
車
場
及
び
通
路

の
整
備
を
支
援
す
る
制
度
を
創
設
。
[新
規
]

④

都
市
内
物
流
対
策
と
し
て
、
複
数
箇
所
の
小
規
模

な
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
整
備
し
、
一
体
的
に
運
営
す
る

ト
ラ
ッ
ク
荷
捌
き
効
率
化
事
業
に
着
手
。
[新
規
]

【安
心
し
て
住
め
る
国
土
の
実
現
】

の

道
路
の
管
理
の
充
実

①

道
路
ス
ト
ッ
ク
を
健
全
に
維
持
す
る
た
め
、点
検
･

管
理
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
計
画
的
な
維
持
管
理

を
行
う
。

②

管
理
用
光
フ
ァ
イ
バ
ー
や
I
T
V
等
を
活
用
し
、

橋
梁
や
岩
盤
斜
面
等
の
状
況
を
把
握
し
て
変
状
に
即

応
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
。

･
一
般
国
道
一
七
号
綾
戸
地
区

(群
馬
県
)
等

③

地
域
に
ふ
さ
わ
し
い
道
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、

道
路
管
理
へ
の
住
民
の
参
加
･
連
携
を
進
め
る
。

･
例

愛
媛
県
の
一
般
国
道
三
三
号
で
の
ア
ダ
プ
ト

ロ
ー
ド
プ
ロ
グ
ラ
ム

(愛
称

あ
い
ロ
ー
ド
)

②

道
路
の
防
災
対
策
･
危
機
管
理
の
充
実

①

安
全
で
安
心
で
き
る
暮
ら
し
を
支
え
る
た
め
、
道

路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
代
替
性
や
高
度
医
療
機
関
へ
の

ア
ク
セ
ス
等
を
重
視
し
て
、
防
災
対
策
や
橋
梁
等
の

耐
震
補
強
を
進
め
、
安
定
し
た
道
路
サ
ー
ビ
ス
の
確

保
を
図
る
。

･
防
災
対
策

平
成
一
四
年
度
末
ま
で
に
約
五
六
、
七
〇
〇
箇

所
を
概
成
予
定

平
成
一
二
年
度
は
、
約
八
、
五
〇
〇
箇
所
で
対

策
計
約
二
九
、
五
〇
〇
箇
所
で
完
了

(H
齢
i

H
12
)

･
震
災
対
策

平
成
一
四
年
度
末
ま
で
に
約
三
八
、
五
〇
〇
箇

所
を
概
成
予
定

平
成
一
二
年
度
は
、
約
一
0
、
一
〇
〇
箇
所
で

対
策計

約
二
八
、
五
〇
〇
箇
所
で
完
了

(H
m
i

H
g
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6

地
域
連
携
と
物
流
効
率
化
の
支
援

7

安
全
性
･
信
頼
性
の
高
い
道
路
空
間
の
確
保



②

災
害
時
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
安
全
性
確
保
の
た
め

年
計
画
の
中
間
評
価
を
実
施
。

共
同
溝
等
の
整
備
を
進
め
る
。

③

P
I
活
用
指
針

(仮
称
)

･
共
同
溝
の
整
備

一
般
国
道
三
五
七
号
八
潮
共
同

溝

(東
京
都
)
等

約
二
〇
蝿

③

社
会
経
済
活
動
を
支
え
る
拠
点
を
結
ぶ
主
要
な
道

路
等
で
除
雪
を
実
施
し
冬
期
の
道
路
交
通
を
確
保
。

･
道
路
除
雪
延
長

約
六
万
如

【有
料
道
路
制
度
の
活
用
･
道
路
政
策
の
進
め
方
の
改
革
】

①

高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
高
規
格
幹
線
道
路
等

に
つ
い
て
は
、
受
益
者
負
担
の
原
則
の
も
と
、
有
料

道
路
制
度
を
活
用
し
つ
つ
整
備
を
進
め
る
。

②

特
に
、
緊
急
に
整
備
を
行
う
必
要
の
あ
る
大
都
市

圏
の
環
状
道
路
等
に
つ
い
て
は
、
国
費
助
成
の
充
実
、

償
還
期
間
の
延
長
等
を
行
い
有
料
道
路
制
度
を
一
層

活
用
す
る
。

①

橋
梁
等
の
技
術
基
準
の
性
能
規
定
化
な
ど
、
民
間

技
術
力
の
活
用
を
容
易
に
す
る
構
造
的
な
取
り
組
み

に
よ
り
事
業
コ
ス
ト
を
縮
減
。

②

施
策
の
評
価
手
法
を
確
立
し
、
新
道
路
整
備
五
箇

9

道
路
政
策
の
進
め
方
の
改
革

8

有
料
道
路
制
度
の
活
用

③

P
I
活
用
指
針

(仮
称
)
を
作
成
し
、
広
域
的
な

幹
線
道
路
を
含
む
幅
広
い
P
I
を
実
施
。

(道
路
の
技
術
研
究
開
発
)

④

企
業
･
大
学
が
有
す
る
多
様
な
技
術
を
、
そ
の
発

意
に
基
づ
き
有
効
活
用
す
る
た
め
、
公
募
型
委
託
研

究
制
度
を
導
入
。

⑤

評
価
の
視
点
･
手
法
を
明
ら
か
に
し
、
新
道
路
技

術
五
箇
年
計
画
の
中
間
評
価
を
実
施
。

へ参
考
〉

P
I
命
仁望
月
-b
S
方
のB
の己
)
…
施
策
の
立
案
や
事
業
の
計
画
･

実
施
等
の
過
程
で
、
関
係
す
る
住
民
や
国
民
一
般
に
情
報
を
公
開

し
た
上
で
、
広
く
意
見
を
聴
取
し
、
そ
れ
ら
に
反
映
す
る
こ
と
。

四

お
わ
り
に

平
成
三
一年
度
要
求
は
、
今
世
紀
の
、
そ
し
て
建
設
省

予
算
と
し
て
の
最
後
の
要
求
と
な
る
。
時
代
の
要
請
に
応

え
た
新
し
い
事
項
を
含
め
、
道
路
政
策
の
展
開
に
必
要
な

項
目
は
盛
り
込
ま
れ
た
と
考
え
る
。

昨
今
、
公
共
事
業
を
め
ぐ
る
様
々
な
議
論
の
中
で
、
道

路
整
備
の
進
め
方
や
仕
組
み
に
つ
い
て
も
様
々
な
御
意
見
･

御
指
摘
が
あ
る
が
、
我
が
国
に
お
け
る
道
路
事
業
の
必
然

性
は
依
然
と
し
て
高
く
、
新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
等
に

基
づ
い
て
、
道
路
特
定
財
源
、
地
方
公
共
団
体
負
担
金
、

一
般
財
源
等
に
よ
る
多
様
な
財
源
措
置
を
講
じ
つ
つ
計
画

的
に
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
公
共
事
業
の
効
率

的
･
効
果
的
実
施
と
い
う
観
点
か
ら
、
類
似
事
業
間
の
調

整
、
公
共
工
事
の
コ
ス
ト
の
縮
減
、
費
用
対
効
果
分
析
の

活
用
、
公
共
事
業
の
再
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
な
ど
効
率

性
･
透
明
性
確
保
の
取
組
み
を
進
め
な
が
ら
、
引
き
続
き
、

道
路
特
定
財
源
、
道
路
整
備
特
別
会
計
制
度
を
堅
持
し
道

路
整
備
に
対
す
る
強
く
幅
広
い
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

(道
路
局
道
路
総
務
課
企
画
官
)

な

能

　

　

　

-

培

、

~＼

"



◎
◎
特
集
/
平
成

三

年
度
道
路
関
係
予
算
概
算
要
求
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎轢
鬮
週
関
係
予
算
⑭
柳
襲

繩

田

正

の
進
展
を
図
る
た
め
、
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
構
築
、
I
T

S

(高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
)
の
整
備
等
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
･
都
市
づ
く
り
を
支
援

す
る
た
め
、
交
差
点
立
体
化
等
に
よ
る
渋
滞
対
策
を
推
進

す
る
と
と
も
に
、
よ
り
よ
い
生
活
環
境
の
確
保
、
良
好
な

環
境
の
保
全
･
形
成
の
た
め
遮
音
壁
や
環
境
施
設
帯
の
設

置
な
ど
道
路
構
造
対
策
等
を
推
進
す
る
。

さ
ら
に
、
安
心
し
て
住
め
る
国
土
の
実
現
の
た
め
、
橋

梁
等
の
耐
震
補
強
、
及
び
道
路
防
災
総
点
検
や
岩
盤
斜
面

等
の
緊
急
調
査
結
果
に
基
づ
く
防
災
対
策
を
推
進
す
る
。

以
下
に
平
成
三
一年
度
の
一
般
国
道
関
係
予
算

(概
算

要
求
)
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
る
。

は
じ
め
に

一
般
国
道
は
、
現
在
四
五
九
路
線
、
実
延
長
約
五
三
、

0
0
0
如
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

一
般
国
道
は
高
速
自
動
車
国
道
等
高
規
格
幹
線
道
路
と
一

体
と
な
っ
て
全
国
的
な
幹
線
道
路
網
を
構
成
し
、
全
国
的

な
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
、
安
全
で
円
滑
な
モ
ビ
リ

テ
ィ
の
確
保
、
地
域
連
携
の
強
化
及
び
地
域
振
興
支
援
等

の
機
能
を
有
し
、
我
が
国
の
社
会
活
動
を
支
え
る
根
幹
的

交
通
施
設
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
交
通
量
の
増
大
に
伴
い
、
都

市
部
及
び
そ
の
周
辺
を
中
心
に
交
通
混
雑
の
深
刻
化
、
交

通
安
全
上
の
問
題
が
顕
在
化
し
、
山
間
部
等
で
は
狭
陸
区

間
、
防
災
上
の
危
険
区
間
、
交
通
不
能
区
間
等
が
多
く
残

さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
平
成
九
年
四
月
一
日
現
在
、
四
車
線
以
上

で
整
備
さ
れ
て
い
る
区
間
は
わ
ず
か
五
、
七
五
四
鹸

(
一

0
･
八
%
)
し
か
な
い
現
状
に
あ
る
。
ま
た
、
改
良
済
み

区
間
は
四
七
、
0
四
七
如

(八
八
･
二
%
)
で
あ
り
、
交

通
が
ス
ム
ー
ズ
に
通
行
し
て
い
な
い
区
間
は
二
四
、
七
五

六
輌

(四
六

･
四
%
)
に
達
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
に
鑑
み
、
平
成
一
○
年
度
を
初
年
度

と
す
る
新
た
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ
き
、
平
成

一
一
年
度
に
引
き
続
き
、
広
域
的
な
物
流
の
効
率
化
に
大

き
な
役
割
を
果
た
す
、
高
規
格
幹
線
道
路
に
指
定
さ
れ
た

一
般
国
道
の
自
動
車
専
用
道
路
や
地
域
高
規
格
道
路
を
重

点
的
に
整
備
す
る
と
と
も
に
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
基

盤
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
都
市
環
状
道
路
、
バ
イ
パ
ス
、

放
射
道
路
、
都
心
環
状
道
路
等
の
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

重
点
的
な
整
備
を
推
進
す
る
ほ
か
、
高
度
情
報
通
信
社
会



(2) 高速自動車国道と並行する一般国道自動車専用道路

並行高速国道路線名 箇 所 名
長
可

延
& 翳 県 名

彌舶
輔

東

動

道

岸

目

車

沿

央

動

海

中

目

本

北

陰

日

東

山

繊
路
路

ほ保

道

道

か賀

鰡
東

翹隅

群乱綴繰
驫粧
計

箋象

ぁ
阿

醒浜

合

号

号

号

孟

,

道

道

道

国

国

国

13

m

施

絮

直

直

直

県

県

県

田

島

根

秋

福

島

一
高
規
格
幹
線
道
路
の
整
備

地
域
間
の
活
発
な
交
流
を
支
え
、
活
力
あ
る
地
域
づ
く

り
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
地
域
産
業
の
活
性
化
を
促
し
、

経
済
構
造
の
改
革
を
支
援
す
る
た
め
、
二
一
世
紀
初
頭
ま

で
に
一
四
、
0
0
0
如
の
高
規
格
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
概
成
を
目
標
に
、
今
後
の
道
路
政
策
の
中
心
的
課
題

と
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
。

一
般
国
道
の
自
動
車
専
用
道
路
と
し
て
整
備
す
る
高
規

格
幹
線
道
路
は
、
総
延
長
で
約
二
、
三
〇
〇
如

(本
州
四

国
連
絡
道
路
除
き
)
で
あ
り
、
既
に
事
業
に
着
手
し
て
い

る
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道
、
東
海
環
状
自
動
車
道
、

京
奈
和
自
動
車
道
等
大
都
市
圏
環
状
道
路
を
中
心
に
積
極

的
な
事
業
展
開
を
図
る
と
と
も
に
、
事
業
着
手
の
準
備
が

整
っ
た
旭
川
･
紋
別
自
動
車
道

(国
道
四
五
〇
号

丸
瀬

布
遠
軽
道
路
)、
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道
(国
道
四
六

八
号

東
金
茂
原
道
路
)、
北
近
畿
豊
岡
自
動
車
道
(国
道

四
八
三
号

八
鹿
日
高
道
路
)、今
治
･小
松
自
動
車
道
(国

道
一
九
六
号

今
治
道
路
)
六
三
虹
に
つ
い
て
区
間
の
新

規
着
工
準
備
を
要
求
し
て
い
る
。

ま
た
、
高
速
自
動
車
国
道
に
並
行
す
る
一
般
国
道
に
お

い
て
既
に
事
業
に
着
手
し
て
い
る
自
動
車
専
用
道
路
の
整

備
を
促
進
し
、
当
面
そ
の
活
用
を
図
る
と
と
も
に
日
本
海

沿
岸
東
北
自
動
車
道

(国
道
七
号

象
潟
仁
賀
保
道
路
)、

東
北
中
央
自
動
車
道

(国
道
一
一
五
号

阿
武
隈
東
道

路
)、
山
陰
自
動
車
道

(国
道
九
号

浜
田
三
隅
道
路
)
三

八
如
の
区
間
の
新
規
着
工
準
備
を
要
求
し
て
い
る

(表
1

参
照
)。

さ
ら
に
、
高
規
格
幹
線
道
路
の
事
業
と
密
接
に
関
連
す

る
東
京
外
か
く
環
状
道
路
、
名
古
屋
環
状
二
号
線
等
の
事

業
に
つ
い
て
継
続
実
施
す
る
。

表

の

高規格幹線道路新規着工準備箇所
一般国道自動車専用道路

路 線 名 箇 所 名 長
可

延
@ 霊 県 名

鑓
道

動

道

道

車

目

車

車

動

絡

動

動

目

達

目

自

別

央

岡

松

紋

中

豊

小

･

圏

畿

･

川

都

近

治

旭

首

北

今

鰍

路
路

柊軽

道

道

衲遠

燧原

鱗
高

路

縦“盤熱“幽
晦鯛
計

郊丸

め東

め
八

は今

合

号

号

号

号

㈱4 6 8

4 8 3
筋

道

道

道

道

国

国

国

国

れ

搦

め

鱒

“

直

直

直

直

道

県

県

県

海

葉

庫

媛

北

千

兵

愛

二

地
域
高
規
格
道
路

全
国
的
な
高
規
格
幹
線
道
路
と
一
体
と
な
っ
て
幹
線
道

路
網
を
形
成
し
、
地
域
の
振
興
･
活
性
化
を
図
る
た
め
、

重
点
的
か
つ
計
画
的
な
整
備
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
長
期
的
に
は
六
、
0
0
0
如
-
八
、
○
○
○
蹴
整
備

を
目
標
と
し
て
い
る
o

地
域
高
規
格
道
路
は
平
成
一
〇
年
六
月
に
｢候
補
路
線
｣

と
し
て

=
○
路
線
、
｢計
画
路
線
｣と
し
て
一
八
七
路
線

が
追
加
指
定
さ
れ
た
。



三

一般
道
路
の
整
備

1

一
次
改
築

一
般
国
道
の
一
次
改
築
は
、
交
通
不
能
区
間
及
び
幅
員

狭
隧
区
間
の
解
消
、
冬
期
交
通
の
確
保
を
図
る
こ
と
に
よ

り
地
域
交
流
の
拡
大
、
地
域
開
発
の
促
進
等
に
極
め
て
大

き
な
役
割
を
も
つ
事
業
で
あ
り
、
指
定
区
間
及
び
権
限
代

行
区
間
に
つ
い
て
は
直
轄
事
業
に
よ
り
、
そ
れ
以
外
の
区

間
に
つ
い
て
は
補
助
事
業
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
整
備
を
進
め

て
い
る
。

直
轄
事
業
に
お
い
て
は
権
限
代
行
区
間
と
し
て
、新
潟
･

福
島
二
八
九
号
(八
十
里
越
)、
広
島
･島
根
三
七
五
号
(作

木
大
和
道
路
)
等
の
路
線
に
つ
い
て
事
業
を
継
続
実
施
す

る
と
と
も
に
、
富
山
･岐
阜
三
六
〇
号

舎
呂
川
細
入
道
路
)

に
つ
い
て
部
分
供
用
を
図
る
ほ
か
、
新
た
に
岐
阜
･
福
井

四
一
七
号

(冠
山
峠
道
路
)
に
つ
い
て
着
工
準
備
を
要
求

し
て
い
る
。
ま
た
、
指
定
区
間
で
は
北
海
道
三
九
三
号
(赤

井
川
道
路
)、
二
七
四
号
(徹
別
道
路
)
等
の
路
線
に
つ
い

て
事
業
を
継
続
実
施
す
る
。

補
助
事
業
に
お
い
て
も
、
交
通
不
能
区
間
の
解
消
を
図

る
べ
く
新
潟
･
福
島
二
八
九
号
、
三
重
三
一
一
号
、
福
井

四
七
六
号
、
和
歌
山
三
七
一
号
等
の
整
備
を
促
進
す
る
。

2

二
次
改
築

一
般
国
道
の
二
次
改
築
は
、
市
街
地
部
の
交
通
混
雑
の

緩
和
、
空
港
、
港
湾
、
I
C
、
主
要
駅
等
の
交
通
拠
点
へ

の
連
絡
強
化
及
び
地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
支
援
等
の

観
点
か
ら
、
現
道
拡
幅
、
バ
イ
パ
ス
、
環
状
道
路
の
整
備

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
早
期
に
整
備
効
果
が
発
現
で
き

る
箇
所
等
を
中
心
に
、
計
画
的
か
つ
重
点
的
に
事
業
の
展

開
を
図
る
。
ま
た
、
防
災
･
震
災
対
策
や
、
よ
り
よ
い
生

活
環
境
の
確
保
･
良
好
な
環
境
の
保
全
形
成
の
た
め
の
緑

化
･
環
境
対
策
等
を
推
進
す
る
。

の

バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
の
整
備

大
都
市
圏
内
、
地
方
中
核
都
市
及
び
そ
の
周
辺
部
の
交

通
混
雑
の
抜
本
的
な
解
消
と
沿
道
環
境
の
改
善
を
図
る
た

め
に
は
、
既
成
市
街
地
か
ら
通
過
交
通
を
迂
回
さ
せ
る
と

と
も
に
都
市
に
発
生
集
中
す
る
交
通
を
分
散
導
入
さ
せ
る

役
割
を
持
つ
バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
の
整
備
を
推
進
す
る

必
要
が
あ
る
。

平
成
一
二
年
度
は
、
既
着
手
箇
所
を
中
心
に
交
通
混
雑

や
沿
道
環
境
の
悪
化
が
特
に
著
し
い
箇
所
に
重
点
を
お
く

と
と
も
に
、
地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
不
可
欠
な
道
路

事
業
の
う
ち
、
早
期
完
成
に
よ
り
大
き
な
事
業
効
果
が
期

待
で
き
る
事
業
及
び
空
港
、
港
湾
、
I
C
、
主
要
駅
等
へ

の
連
絡
を
強
化
す
る
整
備
に
つ
い
て
重
点
的
に
整
備
を
推

進
し
、
直
轄
事
業
に
お
い
て
は
、
茨
城
六
号

(日
立
バ
イ

パ
ス
)、
徳
島
五
五
号
(阿
南
道
路
)
等
の
部
分
供
用
を
図

る
と
と
も
に
、
補
助
事
業
に
お
い
て
も
、
三
重
三
〇
六
号

(四
日
市
菰
野
バ
イ
パ
ス
)、福
岡
四
九
五
号
(響
灘
工
区
)

等
に
つ
い
て
積
極
的
な
展
開
を
図
る
。

②

渋
滞
対
策

都
市
内
の
幹
線
道
路
網
は
、
都
市
の
諸
活
動
を
支
え
る

基
盤
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
従
来
か
ら
そ

の
計
画
的
･
体
系
的
な
整
備
の
促
進
に
努
め
て
き
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
路
交
通
需
要
の
大

き
な
伸
び
に
よ
り
、
道
路
交
通
渋
滞
の
状
況
は
悪
化
し
て

お
り
、
渋
滞
に
よ
る
交
通
事
故
の
増
加
、
時
間
や
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
ロ
ス
に
よ
る
経
済
活
動
へ
の
多
大
な
損
失
、
及
び

騒
音
･
排
気
ガ
ス
に
よ
る
環
境
へ
の
影
響
が
顕
在
化
し
て

い
る
。

そ
の
た
め
、
平
成
一
二
年
度
に
お
い
て
も
引
き
続
き
交

通
容
量
の
拡
大
施
策
と
し
て
バ
イ
パ
ス
、
環
状
道
路
等
の

道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
及
び
多
車
線
化
に
よ
る
幅
の

確
保
、
交
差
点
改
良
、
立
体
化
等
に
よ
る
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク

の
解
消
等
の
事
業
を
推
進
し
、
直
轄
事
業
に
お
い
て
は
、

千
葉
一
六
号
(千
葉
バ
イ
パ
ス
)。
兵
庫
二
八
号
(洲
本
バ

イ
パ
ス
)
等
、
補
助
事
業
に
お
い
て
は
、
大
阪
一
七
〇
号

(三
ツ
松
高
架
橋
)
等
の
供
用
を
図
る
。

③

交
通
安
全
対
策

改
築
事
業
の
推
進
が
交
通
の
安
全
確
保
に
大
き
く
寄
与

し
て
い
る
と
の
観
点
か
ら
、
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備

事
業
と
の
適
切
な
役
割
分
担
の
も
と
に
、
現
道
拡
幅
、
バ

イ
パ
ス
等
の
整
備
に
伴
う
歩
道
等
の
整
備
を
推
進
す
る
。

④

防
災
･
震
災
対
策

豪
雨
豪
雪
等
に
対
す
る
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
安
全
性
･

信
頼
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
防
災
対
策
事
業
と
し
て
、

平
成
八
･
九
年
度
実
施
の

｢道
路
防
災
総
点
検

(豪
雨
･



豪
雪
等
)｣
に
基
づ
き
、
緊
急
的
に
対
策
を
実
施
す
る
斜
面

等
に
つ
い
て
防
災
対
策
を
実
施
す
る
。

◎

都
市
モ
ノ
レ
ー
ル

都
市
交
通
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
道
路
の
空
間
を
利

用
し
て
、
道
路
交
通
の
補
完
的
役
割
を
果
た
す
都
市
モ
ノ

レ
ー
ル
の
建
設
を
推
進
す
る
。

③

そ
の
他

耐
荷
力
の
不
足
し
て
い
る
老
朽
橋
の
架
替
、
踏
切
道
の

改
良
な
ど
の
事
業
を
推
進
す
る
ほ
か
、半
島
循
環
道
路
(昭

和
六
三
年
一
二
月
三
日
官
報
告
示
)
の
整
備
促
進
を
図
る
。

四

共
同
溝

大
都
市
及
び
そ
の
周
辺
の
道
路
に
は
、
電
話
･
電
気
･

ガ
ス
･
上
下
水
道
等
の
都
市
活
動
に
不
可
欠
な
公
共
公
益

施
設
が
多
数
埋
設
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ブ
ル
･

管
路
の
新
設
や
補
修
等
の
た
め
の
路
面
の
掘
り
返
し
は
道

路
交
通
に
著
し
い
支
障
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
掘

り
返
し
を
防
止
し
道
路
構
造
の
保
全
と
円
滑
な
道
路
交
通

の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
道
路
地
下
空
間
の
効
率
的
利

用
の
観
点
か
ら
昭
和
三
八
年
度
よ
り
共
同
溝
の
整
備
を
進

め
て
き
て
お
り
、
平
成

=
年
度
末
ま
で
の
整
備
延
長
は
、

約
四
三
〇
畑
に
達
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

平
成
一
二
年
度
は
、
東
京
器
区
･
名
古
屋
市
･
大
阪
市

な
ど
全
国
の
主
要
な
都
市
に
お
い
て
整
備
を
推
進
し
、
さ

ら
に
約
二
○
如
の
延
伸
を
図
る
予
定
で
あ
る
。

五

電
線
共
同
溝

安
全
で
快
適
な
通
行
空
間
の
確
保
、
都
市
災
害
の
防
止
、

都
市
景
観
の
向
上
等
の
観
点
か
ら
電
線
類
の
地
中
化
を
積

極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
高
度
情
報
通
信
社
会
の
早

期
実
現
に
寄
与
す
る
た
め
、
道
路
の
地
下
を
活
用
し
て
光

フ
ァ
イ
バ
ー
、
電
力
線
等
を
収
容
す
る
空
間

｢電
線
共
同

溝

(C

･
C

･
B
O
×
)
｣
の
整
備
を
推
進
す
る
。

平
成
=
年
度
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
た
新
電
線
類
地
中
化

計
画
に
お
い
て
は
、
中
規
模
程
度
の
商
業
系
地
域
や
住
宅

系
地
域
な
ど
を
電
線
類
地
中
化
整
備
対
象
に
加
え
整
備
を

推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

六

維
持
修
繕

道
路
ス
ト
ッ
ク
を
保
全
し
、
道
路
機
能
を
最
大
限
に
発

揮
さ
せ
る
た
め
、
経
常
的
な
業
務
と
し
て
維
持
･
修
繕
は

必
要
不
可
欠
な
重
要
業
務
で
あ
る
。

一
般
国
道
の
う
ち
、
特
に
重
要
な
広
域
幹
線
を
形
成
す

る
道
路
に
つ
い
て
は
、
指
定
区
間
と
し
て
国
が
直
轄
事
業

と
し
て
維
持
･
修
繕
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
指
定
区
間
外
に
つ
い
て
は
、
一
定
規
模
以
上
の
補

修
な
ど
を
補
助
事
業
の
対
象
と
し
て
い
る
。

平
成
三

年
度
は
、
道
路
構
造
物
等
の
破
損
に
よ
る
事

故
防
止
を
図
る
た
め
点
検

･
管
理
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、

老
朽
化
し
た
道
路
ス
ト
ッ
ク
を
健
全
な
状
態
で
維
持
し
、

次
世
代
に
良
好
な
状
態
で
引
き
継
ぐ
た
め
、
計
画
的
な
維

持
管
理
を
推
進
す
る
。

指
定
区
間
の
維
持
に
つ
い
て
は
、
路
面
、
路
肩
、
路
側

部
、
橋
梁
等
構
造
物
及
び
交
通
安
全
施
設
の
維
持
、
補
修

の
ほ
か
、
清
掃
･
緑
地
管
理
、
巡
回
等
の
経
常
的
作
業
を

行
っ
て
い
く
。
ま
た
、
沖
縄
県
の
未
買
収
道
路
用
地
の
処

理
を
行
う
。
修
繕
に
つ
い
て
は
、
路
面
、
歩
道
、
ト
ン
ネ

ル
、
側
溝
等
の
修
繕
の
ほ
か
、
阪
神
･
淡
路
大
震
災
の
教

訓
を
踏
ま
え
た
橋
脚
耐
震
補
強
等
、
橋
梁
の
補
修
を
行
う
。

さ
ら
に
、
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
安
全
性
･
信
頼
性
の
向

上
を
図
る
た
め
、
平
成
八
･
九
年
度
実
施
の
道
路
防
災
総

点
検
及
び
第
二
白
糸
ト
ン
ネ
ル
災
害
を
踏
ま
え
た
平
成
九

年
度
岩
盤
斜
面
等
の
緊
急
調
査
に
基
づ
く
防
災
事
業
を
実

施
す
る
。

指
定
区
間
外
に
つ
い
て
は
、
補
助
事
業
と
し
て
維
持
及
‘

び
補
修
を
実
施
す
る
。
こ
の
う
ち
維
持
は
、
沖
縄
県
の
未

買
収
用
地
の
処
理
を
行
い
、
補
修
は
、
舗
装
の
補
修
、
橋

脚
耐
震
補
強
、
車
両
の
大
型
化
に
対
応
し
た
橋
梁
の
補
強
、

道
路
防
災
総
点
検
及
び
平
成
九
年
度
岩
盤
斜
面
等
の
緊
急

調
査
に
基
づ
く
防
災
事
業
を
実
施
す
る
。

七

沿
道
環
境
改
善

沿
道
環
境

(大
気
質
、
騒
音
)
の
現
況
が
厳
し
い
地
域

に
お
い
て
、
沿
道
環
境
改
善
の
た
め
事
業
の
総
合
的
･
集

中
的
に
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
一
一年
度

に
創
設
し
た
事
業
で
あ
る
。

当
該
道
路
の
沿
道
環
境
へ
の
環
境
を
緩
和
す
る
た
め
に
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行
う
環
境
施
設
帯
の
設
置
、
低
騒
音
舗
装
の
敷
設
、
遮
音

壁
の
設
置
等
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

八

雪

裏
、

平
成
一
○
年
度
を
初
年
度
と
す
る
新
積
雪
寒
冷
特
別
地

域
道
路
交
通
確
保
五
箇
年
計
画
に
基
づ
き
除
雪
、
防
雪
、

凍
雪
害
防
止
事
業
を
推
進
す
る
。

平
成
三
一年
度
は
、
防
雪
事
業
や
除
雪
の
実
施
、
冬
期

の
交
通
支
障
箇
所
と
な
る
凍
結
路
面
箇
所
等
に
つ
い
て
消

雪
施
設
の
設
置
、
中
心
市
街
地
や
通
学
路
、
福
祉
施
設
周

辺
等
に
お
け
る
歩
行
空
間
の
確
保
、
流
雪
溝
の
整
備
に
よ

る
地
域
と
連
携
し
た
雪
処
理
の
推
進
、
気
象
情
報
収
集
装

置
等
の
整
備
を
推
進
す
る
。

九

交
通
安
全

平
成
一
二
年
度
は
、
第
6
次
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整

備
事
業
七
箇
年
計
画
の
五
年
度
目
と
し
て
、
交
通
事
故
の

削
減
と
道
路
交
通
環
境
の
整
備
の
推
進
を
図
っ
て
い
く
。

こ
の
た
め
、
一
種
事
業
に
つ
い
て
は
、
交
差
点
改
良
等

に
よ
り
、
事
故
多
発
地
点
に
重
点
投
資
を
行
う
。
ま
た
、

高
齢
者
や
障
害
者
の
利
用
に
配
慮
し
、
幅
の
広
い
歩
道
な

ど
を
整
備
す
る
。
二
種
事
業
に
つ
い
て
は
、
道
路
照
明
･

道
路
標
識
及
び
道
路
情
報
提
供
装
置
の
整
備
を
推
進
す
る

ほ
か
、
自
動
車
地
下
駐
車
場
に
つ
い
て
も
整
備
を
促
進
す

る
。
ま
た
、
疲
労
運
転
に
よ
る
交
通
事
故
を
防
止
す
る
と

と
も
に
、
個
性
豊
か
な
地
域
づ
く
り
を
支
援
す
る
た
め
、

一
般
道
路
の
休
憩
施
設

｢道
の
駅
｣
の
整
備
を
推
進
す
る
。

お
わ
り
に

建
設
省
に
お
い
て
は
、
従
来
よ
り
国
の
直
轄
事
業
及
び

補
助
事
業
と
し
て
鋭
意
一
般
国
道
の
整
備
を
進
め
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
高
規
格
幹
線
道
路
･
地
域
高
規
格
道

路
の
早
期
整
備
、
交
通
混
雑
の
緩
和
、
交
通
不
能
区
間
や

危
険
箇
所
の
解
消
な
ど
緊
急
に
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
多
く
の
箇
所
を
残
し
て
お
り
、
整
備
の
要
望
も
極
め
て

大
き
い
。

こ
の
た
め
、
一
層
重
点
的
･
効
率
的
な
整
備
の
推
進
に

努
め
て
い
き
た
い
。

(道
路
局
国
道
課
建
設
専
門
官
)
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◎
◎
特
集
/
平
成

三

年
度
道
路
関
係
予
算
概
算
要
求
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

有
料
遭
略
関
係
予
算
⑭
柳
襲

有

田

幸

司
※

大
野

昌

仁
炎

兆
四
、
二
〇
七
億
円

(対
前
年
度
比
一
･
0

一
)
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
高
速
自
動
車
国
道
が
四
兆
七
、○
○
四
億
円
(対

前
年
度
比
一
･0
=
、
一
般
有
料
道
路
が
七
、
二
〇
二
億

円

(対
前
年
度
比
一
･
0
二
)
と
な
っ
て
い
る

(表
2
)。

2

高
速
自
動
車
国
道
の
建
設

高
速
自
動
車
国
道
に
つ
い
て
は
、
国
土
空
間
の
有
効
利

用
を
図
り
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
の
自
立
的
な
発
展
を
支
え
る

と
と
も
に
、
物
流
の
効
率
化
な
ど
経
済
構
造
改
革
を
強
力

に
支
援
す
る
た
め
、
第
二
束
名
･
名
神
高
速
道
路
、
北
関

東
自
動
車
道
、
東
九
州
自
動
車
道
等
の
整
備
を
重
点
的
に

推
進
す
る
。

平
成
一
二
年
度
は
、
島
根
県
東
部
地
方
と
米
子
道
、
中

国
道
が
高
規
格
幹
線
道
路
に
よ
り
直
結
さ
れ
る
中
国
横
断

自
動
車
道
尾
道
松
江
線
宍
道
-
松
江
間
、
月
山
道
路
を
介

は
じ
め
に

有
料
道
路
事
業
は
、
財
政
投
融
資
資
金
や
民
間
か
ら
の

借
入
金
等
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
道
路
整
備
を
進
め
る

も
の
で
、
利
用
料
金
を
活
用
し
つ
つ
、
少
な
い
国
費
で
事

業
を
推
進
で
き
る
と
い
う
特
色
が
あ
り
、
現
下
の
厳
し
い

財
政
状
況
の
も
と
で
は
、
有
料
道
路
制
度
を
有
効
に
活
用

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
高
規
格
幹
線
道
路
等
に
つ

い
て
は
、
受
益
者
負
担
の
原
則
の
も
と
、
有
料
道
路
制
度

を
活
用
し
つ
つ
整
備
を
推
進
す
る
。

各
公
団
等
が
よ
り
徹
底
し
た
建
設
･
管
理
費
の
節
減
を

行
う
と
と
も
に
、
公
的
資
金
の
投
入
拡
大
な
ど
に
よ
り
、

適
正
な
料
金
水
準
の
も
と
で
採
算
性
を
確
保
し
な
が
ら
着

実
な
整
備
を
推
進
す
る
。

さ
ら
に
、
渋
滞
対
策
、
V
I
C
S
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、

E
T
C
の
サ
ー
ビ
ス
地
域
の
拡
大
等
の
高
度
情
報
化
を
進

め
る
と
と
も
に
、
多
様
な
料
金
割
引
制
度
を
導
入
す
る
な

ど
、
既
存
の
ス
ト
ッ
ク
の
有
効
利
用
に
よ
り
、
利
用
者
サ

ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
。

平
成
三

年
度
有
料
道
路
関
係
予
算
要
求
額
は
、
五
箇

年
計
画
対
象
事
業
費
で
、
二
兆
四
、
一
六
四
億
円
で
あ
り
、

有
料
道
路
関
係
事
業
費
が
全
体
事
業
費
に
占
め
る
割
合
は
、

三
三
%
と
な

っ
て
い
る

(表
1
)
。

以
下
、
有
料
道
路
の
事
業
主
体
別
に
予
算
の
概
要
を
述

べ
る
こ
と
と
す
る
。

一

日
本
道
路
公
団

ー

要
求
の
概
要

平
成
三
一年
度
要
求
額
は
、
日
本
道
路
公
団
全
体
で
五



表 1 平成-2年度有料道路概算要求総括表 (単位 :百万円)

区 分
12年度要求 (A ) 前 年 度 (B ) 倍率 (A )/ (B )

備 考
事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

有 料 道 路
H 本 道 路 公 団
(高速自動車国道)

首都高速道路公団

阪神高速道路公団

本州四国連絡橋公団

地 方 道 路 公 社 等

小 計
道 路 開 発 資 金

2,416,442

1,850,100

(1,224,000)

233,229

171,687

18 ,916

104 ,828

2,378 ,760

39 ,950

463 ,638

321,753

25,400

15 ,650

53 ,333

27 ,502

443 ,638

20,000

2 ,413 ,707

1,829 ,905

(1,212 ,000)

233 ,892

164 ,346

28 ,098

117 ,516

2 ,373,757

39 ,950

431,897

288 ,412

24,050

15,850

53,333

30,252

411,897

20,000

1･00

1.01

(1.09

1.00

1.04

0 .67

0 ,89

1 .00

L oo

1 .07

1.12

1.06

0 9 9

1･00

0 .91

1 .08

1･00

1月本道路公団の下段( )書きは、日本道路公
団事業のうち高速自動車国道建設費である。

2.地方道路公社等は、地方道路公社及び地方公
共団体に対する有料道路融資等である。

3,本州四国連絡橋公団事業費と道路開発資金事
業費には一部重複がある。

4.N T T‐A型事業は含まない。

表 2 平成12年度日本道路公団予算総括表(高速 ･一般別) (単位 :百万円)

区 分
12年度要求 (A ) 前 年 度 (B ) 倍 率(A ) / (B )

高 速 - 般 計 高 速 一 般 計 高速 一般 計

(事業計画)
建 設 費
維持改良費
調 査 費
建 設 利 息

小 計
業務管理費等
業務外支出等

1,224,000

351,590

4,400

136,210

1,716,200

268,165

2,716,055

75 ,000

39 ,200

950

18 ,750

133 ,900

5L 828

534 ,506

1,299,000

390,790

5 ,350

154 ,960

1,850 ,100

319 ,993

3,250 ,561

上212 ,000

325 ,l59

7 ,117

145 ,624

1,689 ,900

291 ,896

2,676,031

74 000

38 ,290

1,142

26 ,573

140 ,005

56 ,875

510 ,993

1,286 ,000

363 ,449

8 ,259

172 ,197

1,829 ,905

348 ,77l

3 ,187,024

1･01

1,08

0.62

0.94

1,02

0 .92

1.01

L ol

1 .02

0 .83

0 ･71

0 .96

0 .91

1 .05

1･01

1.08

0.65

0.90

1.01

0.92

1,02

合 計 4,700,420 720 ,234 5,420,654 4 ,657,827 707 ,873 5 ,365 ,700 1･01 L 02 1.01

(資金計画)
政府出資金等
財 投 資 金
縁 故 債
外 債
民 間 借 入 金

業務収入等

316 ,500

1,794 ,00O

114 800

78 ,100

511,900

1,885 ,120

5 ,253

306 ,000

25 ,200

16 ,900

113 ,900

252 ,981

321,753

2,100 ,00O

140 ,000

95 ,00O

625,800

2 ,138,101

287,000

1 ,781,300

118,300

80,300

516 ,800

1,874 ,127

1,412

325 ,000

2l,700

14 ,700

95 ,100

249 ,961

288 ,412

2 ,106 ,300

140 ,000

95 ,000

611 ,900

2 ,124,088

1･10

1 .01

0.97

0 .97

0 .99

1･01

3 .72

0 .94

1.16

1 .15

1 .20

1 ･01

1.12

1･00

1･00

1.00

1.02

1.01

合 計 4,700 ,420 720 ,234 5 ,420,654 4,657,827 707 ,873 5 ,365,700 L O1 1,02 l.01

し
て
日
本
海
側

(酒
田
市
)
と
太
平
洋
側

(東
北
縦
貫
自

動
車
道
)
が
直
結
さ
れ
る
東
北
横
断
自
動
車
道
酒
田
線
湯

殿
山
i
庄
内
あ
さ
ひ
間
、四
国
縦
貫
自
動
車
道
(徳
島
ー
大

洲
)
全
線
供
用
と
な
る
伊
予
i
大
洲
間
な
ど
、
九
道
一
三

区
間
二
三
六
如
の
供
用
を
図
る
ほ
か
、
北
陸
自
動
車
道
全

(注) 1 , 社会資本整備事業は含まない。
2 , 業務管理費等は納付消費税を含む。

3

一
般
有
料
道
路
の
建
設

都
市
間
の
広
域
的
な
交
流
や
大
都
市
圏
の
環
状
道
路
等

の
高
規
格
幹
線
道
路
の
整
備
を
促
進
す
る
。

こ
の
た
め
、
新
た
に
、
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道
の

う
ち
東
名

(海
老
名
北
)
-
東
北
道

(久
喜
白
岡
)
間
五

四
顧

(既
に
有
料
道
路
と
し
て
事
業
中
及
び
供
用
中
の
中

央
道

(八
王
子
)
-
関
越
道

(鶴
ヶ
島
)
四
〇
皿
を
除
く
)

及
び
千
葉
東
金
道
路

(三
期
)
五
〇
如
に
つ
い
て
有
料
道

路
と
し
て
事
業
化
を
図
る
。

ま
た
、
東
海
環
状
自
動
車
道
に
つ
い
て
は
、
第
二
束
名

(豊
田
東
)
-
東
海
北
陸

(美
濃
関
)
間
七
三
如
に
つ
い

て
、
有
料
道
路
と
し
て
事
業
化
を
図
る
。

さ
ら
に
、
琴
丘
能
代
道
路
、
江
津
道
路
等
に
つ
い
て
も

有
料
道
路
と
し
て
事
業
化
を
図
る
。

こ
れ
ら
の
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
平
成
三
一年
度
に

お
け
る
建
設
費
は
、
七
五
〇
億
円

(対
前
年
度
比
一
･
〇

ー お
) け こ
を る 斧
計 建 ら
上 設
し
て

い
る

線
四
車
線
と
な
る
名
立
谷
浜
-
越
中
境
P
A
間
な
ど
、
三

道
三
区
間
五
六
蹴
の
拡
幅
事
業
の
完
成
を
図
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
平
成
一
二
年
度
末
に
は
全
体
計
画
延
長

(
一
｢

五
二
〇
畑
)
の
五
九
%
に
当
た
る
六
、
八
五
一
如
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

(表
3
)
。

こ
れ
ら
の
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
平
成
一
二
年
度
に

お
け
る
建
設
費
一
兆
二
、
二
四
〇
億
円

(対
前
年
比
一
･

○
一)
を
計
上
し
て
い
る
o

,悩ナタ〒わ 00 1ハ 70



表 3 平成12年度高速自動車国道供用予定区間

道 路 名 区 間 延長(km)

道

線

道

道

道

道

道

道

線

道

道

道

道

晶

車
車
車
車
車
脆

車
車
車
車

軸
鑓
動
動
動
顱
自
動
蠣
職
醐

動
“

貫
動
目
目
目

陸
陸
目
鯛
貫
断
断
目

纖鰤廳
雙
離
乳
“

動
動

道

北

東

北

北

北

東

東

山

中

中

四

四

東

寒

ひ

崎

川

T

見

光

T

江

洲

東

央

西

さ

C

C

あ

勢

三

J

J

語

崎

村

B

関

和

庄

伊

上

友

清

福

下

松

大

津

高

宮

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

栖
山
T

T

部

川

平

東

道

予

野

東

都

騰
殿
に
瓦

B

松

川

崎
賀

旭

湯

高

都

友

荘

上

字

宍

伊

板

高

西

“
"

M

的

7

19

蜷

第
14

32

第
5

17

筑

道

道

道

車
車
車

言P

幅
動
動
動

拡

自

白

目

一

州

央
陸
磐

中
北
常

A

A

戸

S

P
徽
籟

談

越

水

~

~

~

原
浜
T

野
路
靱

上

名

友

の
⑧
⑧
⑧

掬
蠣

粁
苅/r.･

、.t′“
、"‘′

定
…疋

舒
仔

長

長

延

延

用

用

供
供

末
末

度
度

眸
婢

成

成
平
平

(注) 1 , インターチェンジ等の名称については、 仮称である。
2 . 拡幅延長は供用延長には含めない。

4

維
持
･
改
良

高
速
自
動
車
国
道
及
び
一
般
有
料
道
路
に
つ
い
て
は
、

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
安
全
性
、
定
時
性
等
の
向
上

を
図
る
と
と
も
に
良
好
な
道
路
環
境
を
保
全
す
る
観
点
か

ら
、
各
種
施
策
を
強
力
に
推
進
す
る
。

①

高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
け
る
交
通
安
全
対
策
に

関
す
る
事
業
計
画
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
や
雨
天
時

の
事
故
の
防
止
を
目
的
と
し
た
強
化
型
防
護
柵
の
設

置
や
排
水
性
舗
装
の
整
備
等
を
重
点
的
に
実
施
す
る

と
と
も
に
、
付
加
車
線
、
休
憩
施
設
の
拡
充
等
の
各

種
交
通
安
全
対
策
を
推
進
す
る
。

②

料
金
所
の
渋
滞
解
消
･
緩
和
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
化
に
と
も
な
う
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
の
た
め
、

E
T
C
(
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
)

の
整
備
を
推
進
し
、
平
成
三
一年
度
中
に
E
T
C
サ

ー
ビ
ス
を
東
名
･
名
神
等
の
料
金
所
に
も
拡
大
す
る
。

③

平
成
一
○
年
度
を
初
年
度
と
す
る
新
た
な
渋
滞
対

策
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
い
て
、
渋
滞
箇
所
の
解
消
･

緩
和
を
図
る
べ
く
本
線
及
び
I
C
の
改
良
等
を
推
進

す
る
。

④

沿
道
環
境
の
一
層
の
改
善
を
図
る
た
め
、
遮
音
壁
、

新
型
遮
音
壁
、
裏
面
吸
音
板
、
低
騒
音
舗
装
な
ど
の

道
路
騒
音
対
策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

⑤

V
I
C
S

(道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
)
サ

ー
ビ
ス
の
充
実
等
に
よ
り
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

を
図
る
。

E T C (ノンストップ自動料金収受システム)



表 4 首都高速道路公団予算総括表
(単位 :百万円)

区 分
求麒

"
婢
(

饑
助

み別
(
、

率
⑱/

倍
鑓

費
費
金
費
費
息

等
等

)

設

築

担

善

十
費
出

･
建

改

分

縮
利
言
璽
鬚

二n
路

路

路

査

修

細
縞

道
道
街

寺

設

ト

描

汐

@

逮

速

達

猴

月
務
務

高

高

関

調

縦

建

業
業

働
000

200

m
727

観
229

175

821

78

52

1

1

43

56

233

52

475

900

000

細
m
袖
郡
靴
185

知

れ
57

1

1

43

58

233

邱
似

09

91

戦
皿
卸
%
⑪
鋸
m

合 計

鯵 鮒 鯲
金
府
体
金
債
金
等

園

増
資

入

入

鉗
資

公

故

借

収

方
投

間
務

螢

政
地

出

財

緑

民

業

800

400
畑
鋤
凝
200

425

50

25

25

375

35

35

捌

脚
050

050

400

頭
即
断

48

24

24

341

"

“

282

第
第
06

10

第
器
鋭

14
1具
14
14
1上
14
Û

合 計

鯵 鮒 螂
(注) 社会資本整備事業は含まない。 (ただし、

前年度資金計画内訳は、社会資本整備事業
に係る借入金を含む)

二

百
部
･
阪
神
高
速
道
路
公
団

1

首
都
高
速
道
路
公
団

前
年
度
に
引
き
続
き
首
都
高
速
中
央
環
状
新
宿
線
等
一

○
路
線
の
建
設
事
業
を
実
施
す
る
。

特
に
、

①

中
央
環
状
線
の
一
部
を
形
成
し
、
都
心
部
の
交
通

渋
滞
の
緩
和
を
図
る
首
都
高
速
板
橋
足
立
線
、
中
央

環
状
新
宿
線

②

東
京
湾
岸
道
路
の
一
部
を
形
成
す
る
高
速
湾
岸
線

(五
期
)

③

業
務
核
都
市
の
育
成
･
機
能
強
化
に
資
す
る
高
速

大
宮
線
、
高
速
川
崎
縦
貫
線
の
整
備
に
努
め
る
。

④

上
記
継
続
路
線
の
う
ち
、
二
0
○
○
年
春

(平
成

三
一年
)
の
さ
い
た
ま
新
都
心
の
街
び
ら
き
に
あ
わ

表 5 阪神高速道路公団予算総括表
(単位 :百万円)

区 分
求麟

"
癬
(

度
)

年
B

前
(

率
⑬/

倍
翁

等
費
金
費
費
息

等
等

)
費
築
担

蕎

十
費
出

･
毅
改
分

綻
利
言
饗
刻

指
縄
路
路
査
修

朝
絹

一

筋
道
街

学
設

、
継
げ

e
勘
速
達

猴

り
務
務

高
高
関
調
維
賎

業
業

㈱
⑧
第

765
…

漸
銘
巍
447

"

45

27

れ
擁
40
424

300

褶
58

765

080
概
346

姉
綿

花

40

28

拗
臘
40

419

02

m

船
⑪
%
難
似
加
悦

合 計

鰺 顔 期
金
府
体
金
債
金
等

割

蛔
資

入

入

錆
資

公

故
借
収

方
投

間
務

資

政

地

出

財
緑
民
業

桝
鋤
卸
棚
卸
600

瑯

祖
15
15
瀦
椛
鉈
凱

700

蜘
850

000

期
500

544

組
$

15

310

親

幼

202

“
"
“
鵤
鮪
第
%

ハU
nU
nU
14
馬上
1上
nV

合 計

鰯 鰍 祕
(注) 社会資本整備事業は含まない。

せ
て
大
宮
線
の
与
野
J
C
T
を
開
通
す
る
。

⑤

営
業
路
線
の
混
雑
緩
和
を
図
る
た
め
、
小
菅
J
C

T
付
近
改
良
、
清
新
町
出
入
口
等
に
お
い
て
車
線
拡

幅
、
出
入
口
の
増
設
を
推
進
す
る
。

⑥

利
用
者
の
情
報
ニ
ー
ズ
の
高
度
化
･
多
様
化
の
要

請
に
応
え
、
街
路
情
報
板
等
の
道
路
交
通
情
報
提
供

の
充
実
を
図
る
。

な
お
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
に
よ
る
利
便
性
の
向

上
等
を
図
る
E
T
C

(ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収

受
シ
ス
テ
ム
)
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
平
成

一
四
年
度

ま
で
に
全
料
金
所
に
導
入
す
る
。

⑦

沿
道
環
境
の
一
層
の
改
善
を
図
る
た
め
、
遮
音
壁
、

新
型
遮
音
壁
、
裏
面
吸
音
板
、
低
騒
音
舗
装
な
ど
の

道
路
騒
音
対
策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

こ
れ
ら
の
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
高
速
道
路
建
設
費

と
し
て
七
八
七
億
円

(対
前
年
度
比
一
･
0
九
)
を
、
計

上
し
て
い
る

(表
4
)
。

2

阪
神
高
速
道
路
公
団

前
年
度
に
引
き
続
き
淀
川
左
岸
線
等
一
四
路
線
の
建
設

事
業
を
実
施
す
る
。

特
に
、

①

大
阪
地
区
の
内
陸
部
と
臨
海
部
と
の
ア
ク
セ
ス
機

能
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
既
設
環
状
線
の
渋
滞

を
緩
和
す
る
た
め
の
淀
川
左
岸
線
･
大
和
川
線
等
の

整
備
を
促
進
す
る
。

②

兵
庫
地
区
の
交
通
混
雑
を
緩
和
し
溢
路
区
間
の
解

消
を
図
る
北
神
戸
線
、
神
戸
山
手
線
等
の
整
備
を
促

進
す
る
。

③

京
都
市
内
に
お
け
る
慢
性
的
な
交
通
渋
滞
に
よ
る

道イテセ 99 ,10 2ノ



都
市
機
能
の
低
下
を
緩
和
す
る
た
め
、
京
都
高
速
道

路
の
新
十
条
通
及
び
油
小
路
線
の
整
備
を
促
進
す
る
。

④

営
業
路
線
の
混
雑
緩
和
を
図
る
た
め
空
港
料
金
所

拡
幅
等
の
車
線
拡
幅
、
出
入
路
増
設
等
の
事
業
を
推

進
す
る
。

⑤

利
用
者
の
情
報
ニ
i
ズ
の
高
度
化
･
多
様
化
の
要

請
に
応
え
、
所
要
時
間
表
示
板
等
の
道
路
交
通
情
報

提
供
施
設
の
充
実
を
図
る
。
な
お
、
E
T
C

(ノ
ン

ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
)
の
サ
ー
ビ
ス

開
始
等
に
よ
り
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
。

⑥

沿
道
環
境
の
一
層
の
改
善
を
図
る
た
め
、
遮
音
壁
、

新
型
遮
音
壁
、
裏
面
吸
音
板
、
低
騒
音
舗
装
な
ど
の

道
路
騒
音
対
策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

こ
れ
ら
の
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
高
速
道
路
建
設
費

等
と
し
て
七
七
〇
億
円

(対
前
年
度
比
一
･
0
二
)
を
、

計
上
し
て
い
る

(表
5
)
。

三

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団

ー

こ
れ
ま
で
の
整
備
状
況
と
今
後
の
整
備
予
定

○

こ
れ
ま
で
の
整
備
状
況

(平
成
一
一
年
五
月
現
在
)

(表
6
)

三
ル
ー
ト
か
ら
な
る
本
州
四
国
連
絡
道
路

(基
本
計
画

延
長
一
七
六
･九
如
)
の
う
ち
、
現
在
一
六
四
･
一
如

(九

三
%
)
を
供
用
中
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
神
戸
淡
路
鳴
門

自
動
車
道

(八
0
･二
蝋
)
(平
成
一
〇
年
四
月
)
と
瀬
戸

中
央
自
動
車
道

(三
七
･三
蝿
)
(昭
和
六
三
年
四
月
)
は

全
線
供
用
し
て
い
る
o

西
瀬
戸
自
動
車
道

(五
九
･
四
如
)
は
、
平
成
三

年

五
月
一
日
に
新
尾
道
大
橋
、
多
々
羅
大
橋
及
び
来
島
海
峡

大
橋
を
完
成
さ
せ
、
概
成
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
州
四

国
連
絡
道
路
三
ル
ー
ト
が
概
成
し
た
。

②

今
後
の
整
備
予
定

西
瀬
戸
自
動
車
道
の
生
ロ
島
及
び
大
島
の
島
内
未
供
用

区
間
に
つ
い
て
は
、
平
成
三

年
度
よ
り
直
轄
と
の
合
併

施
行
に
よ
り
整
備
を
進
め
て
い
る
。

表 6 これまでの整備状況 (単位 :kの

ルート名
基本計画延長

( A )

長延

め

用

Q

丑
ハ

供用率

( B / A
、

% )

神戸 ･ 鳴門ルート 嬬 蛇 鰡児島 ･坂出ルート 滯 瀦 ◎
尾道 ･ 今治ルート 躍 嫌 郷

合 計 鯲 脚 鰯

区 分

12年度要求
(A)

前 年 度
(B)

倍 率
(A) / (B)

全 体 鷁 全 体 蕩 錨発繊
)
費
費
費
等

等
等

画

型
息

計

費

出

計

氏

登

事

斑

,

理
支

業

謬

至

搾

拝

管
外

事

特
設

小
務
務

(

建

調

維

建

築
業

6

4

鎮
粥
-

鮪
儼

剱
399

920

鰡
%
攝
997

11

5

18

野

郎

蜷
4

u
解
-

翔
摯

那
概
郡
獺
098
蘂
取

1

9

蜷

芻

16

375

3

0

1

3

一
1

0

踞

00

21

37

67

18

m

合 計 461
,
671

察鰊牢期 期
画)
金
府
膵
金
金
金
債
金
等

蛔

資
ミ

入

入

計
ミ

劇

力

発

蹟

文

篩

文

金
望

栩
卿
開
受
吉
川
肌

資

政

地

路

ず

商
務

(
出

補

道

財
緑
民
業

000

綿
稲
42

鸚
椰
200

則
261

卸

53

26

2

47

班

俎

勢

卸
鵠
稀
-
“
第
影
早
塑

㈱
鸚
667

34

0

柳
300

000

047

め
脇
獨

鰓
臨
軋
耽

卸
お
礪
‐

卸

凹

側

激

増
"

“

総

堀

即
即
卸
-
増
箙
館
鴛
俎

合 計

鰤摯雛鯖期 鰡

平
成
三

年
度
概
算
要
求
の
概
要

の

要
求
事
業
費

(表
7
)

①

神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
と
四
国
横
断
自
動
車
道

* この他に西神地区8.8kmがある。

表 7 本州四国連絡橋公団予算総括表
(単位 :百万円)

と

を
連
結
す
る
た
め
、
鳴
門
I
C
の
接
続
工
事
に
必
要

な
建
設
費
六
億
円

(対
前
年
度
比
○
･
三
八
)
を
計

上
。

②

既
供
用
区
間
の
道
路
管
理
に
必
要
な
維
持
管
理
業

務
の
他
に
、
改
良
事
業
と
し
て
E
T
C
路
側
機
器
整

備
等
に
必
要
な
維
持
管
理
費
-
-
九
億
円

(対
前
年

度
比
一
･
二
一
)
を
計
上
。

③

上
記
の
建
設
費
･
維
持
管
理
費
の
他
に
、
調
査
費

四
億
円
及
び
建
設
利
息
等
六
〇
億
円
、
全
体
事
業
費

と
し
て
一
八
九
億
円

(対
前
年
度
比
○
･
六
七
)
を

計
上
。

②

建
設
事
業
の
内
容

神
戸
鳴
門
淡
路
自
動
車
道
と
四
国
横
断
自
動
車
道
を
連



結
す
る
た
め
、
平
成
一
〇
年
度
よ
り
実
施
し
て
い
る
鳴
門

広
島
高
速
一
号
線

(延
伸
)
二
･
三
皿
の
整
備
を
推
進

I
C
接
続
工
事
を
継
続
し
、
平
成
三
一年
度
か
ら
は
舗
装

す
る
。

工
事
f‘
着
手
"'
“
o

(絲※凝鯛讓
灘聴繊鰓隷顕鏑艦)

四

有
料
道
路
融
資
事
業

概
算
要
求
に
あ
た
っ
て
は
、
N
T
T
-
A
型
事
業
を
除

い
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

1

一
般
有
料
道
路
の
建
設

◎

一
般
有
料
道
路

継
続
一
○
路
線
三
二
･
0
如
の
事
業
を
推
進
す
る
。

②

駐
車
場

高
岡
中
央
駐
車
場

(高
岡
市
)
等
七
箇
所
の
事
業
を
推

進
し
、
う
ち
、
安
土
町
駐
車
場

(大
阪
市
道
路
公
社
)
等

三
箇
所
の
完
成
を
図
る
。

2

指
定
都
市
高
速
道
路
の
建
設

の

名
古
屋
高
速
道
路

名
古
屋
高
速
名
古
屋
小
牧
線
等
五
路
線
三
六
･
二
如
の

事
業
を
推
進
す
る
。

②

福
岡
北
九
州
高
速
道
路

福
岡
高
速
道
路
は
、
福
岡
高
速
四
号
線
一
･
九
如
の
事

業
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
北
九
州
高
速
道
路
で
は
、
北
九
州
高
速
一
号
線

柴
川
J
C
T
の
拡
幅
等
の
改
築
事
業
を
推
進
す
る
。

③

広
島
高
速
道
路



◎
◎
特
集
/
平
成

三
=年
度
道
路
関
係
予
算
概
算
要
求
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

地
濾
過
関
係
予
算
⑭
概
要

安

藤

淳
※

川
嶋

直

樹
受

く
残
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
都
道
府
県
道
は
六
一
%
、
市
町

村
道
に
お
い
て
は
一
五
%

(
一
車
線
改
良
含
み
四
九
%
)

に
と
ど
ま

っ
て
い
る

(表
3
)
こ
と
か
ら
、
地
方
道
の
早

急
な
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

三

地
方
道
補
助
事
業
の
重
点
的
な
推
進

地
方
道
の
管
理
･
整
備
の
大
半
は
地
方
公
共
団
体
の
財

源
で
ま
か
な
わ
れ
て
お
り
、
地
方
道
の
整
備
に
対
す
る
補

助
は
、
全
国
的
な
観
点
か
ら
重
点
的
な
支
援
が
必
要
な
一

部
の
地
方
道
事
業
に
対
し
て
実
施
し
て
い
る
。

具
体
的
に
国
と
し
て
の
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
事
業

㈱

と
し
て
は
、
次
の
四
つ
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

セ行

も
の
で
、
整
備
効
果
の
高
い
事
業
に
対
し
て
重
点
的
に
支

首

援
を
行

っ
て
い
る
。

“

一

は
じ
め
に

地
方
道
は
、
都
道
府
県
道
と
市
町
村
道
で
構
成
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
延
長
は
、
都
道
府
県
道
約
一
三
万
畑
、
市
町

村
道
約
九
七
万
如
で
あ
り
、
我
が
国
の
一
般
道
路
延
長
の

九
五
%
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
整
備
状
況
は
ま

だ
ま
だ
低
く
、
整
備
に
対
す
る
地
域
の
期
待
と
要
望
は
表

ー
の
と
お
り
と
極
め
て
高
い
も
の
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
平
成
一
二
年
度
は
、
都
道

府
県
道
･
市
町
村
道
の
事
業
の
う
ち
、
全
国
的
な
観
点
か

ら
国
の
支
援
が
真
に
必
要
な
も
の
に
対
し
重
点
的
に
支
援

を
行
い
、
効
率
的
な
地
方
道
整
備
の
推
進
を
図
る
た
め
に

要
す
る
事
業
費
と
し
て
、
表
2
の
と
お
り
の
要
求
を
行
っ

て
い
る
。

二

地
方
道
整
備
の
現
況

都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
は
、
高
速
自
動
車
国
道
や

一
般
国
道
を
補
完
す
る
地
域
の
幹
線
道
路
網
の
一
部
を
構

成
す
る
重
要
な
社
会
基
盤
施
設
で
あ
る
。
ま
た
、
空
港
･

港
湾
･
鉄
道
駅
等
の
交
通
拠
点
、
工
業
･
流
通
団
地
や
観

光
･
リ
ソ
ー
ト
施
設
等
へ
直
接
ア
ク
セ
ス
す
る
道
路
と
し

て
各
種
地
域
振
興
施
策
の
推
進
に
資
す
る
と
と
も
に
、
通

勤
･
通
学
、
買
い
物
、
病
院
や
福
祉
施
設
の
利
用
な
ど
、

地
域
の
生
活
環
境
の
向
上
を
図
る
う
え
で
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
整
備
水
準
を
み
る
と
、
例
え
ば
、
改
良

率
が
、
国
道
が
八
八
%
で
あ
る
の
に
対
し
、
未
だ
に
、
交

通
不
能
区
間
、
通
行
規
制
区
間
、
バ
ス
等
の
大
型
車
の
す

れ
違
い
が
困
難
な
区
間
等
の
整
備
を
要
す
る
箇
所
が
数
多



表 i 予算配分を増やすべき項目 (55項目のうち上位10項目)

順位 都道府県の回答 市町村の回答

1 高速道路などの高規格幹線道路の整備 廃棄物処理施設の整備

2 廃棄物処理施設の整備 地方道の鑿備

3 地方道の整備 市街化区域で行う公共下水道の整備

4 歩道、 交差点改良、 駐車場整備など交通安全施設の整備 道路改築、 土地区画整理など街路整備

5 水質浄化、 緑地整備など河川の環境整備 街並み、 まちづくりの支援

6 流域下水道 (市町村をまたがる大規模な下水道) の整備 歩道、 交差点改良、 駐車場整備など交通安全施設の整備

7 一般国道の整備 高速道路などの高規格幹線道路の整備

8 市街化区域で行う公共下水道の整備 水質浄化、 緑地整備など河川の環境整備

9 浸水被害の解消対策などの都市河川の改修、 堤防整備 洪水などから国民を守るための河川改修、 堤防整備

10 都市鉄道、 幹線鉄道の整備 流域下水道 (市町村をまたがる大規模な下水道) の整備

〈資料〉 公共事業に関するアンケート調査 (平成 9年 財政構造改革会議企画委員会)

②

国
家
的
な
事
業
に
関
連
す
る
事
業

[地
方
道
補
助
事
業
の
四
つ
の
要
件
]

①

国
の
直
轄
事
業
に
関
連
す
る
事
業

援 立 国
②

連 ア す
①勢

に 法 家 ス 国 絡 ク る 直 国 道 表 2 平成12年度予算概算要求状況 (蟹立 億円、 % )直
轄
国
道
と
と
も
に
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成

す
る
道
路
、
高
速
道
路
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

へ
の

ア
ク
セ
ス
と
な
る
道
路
、
一
般
国
道
と
重
要
拠
点
を

ス
ポ
ー
ツ
国
際
大
会

(
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
)
等
の

国
家
的
事
業
に
関
連
し
て
必
要
と
な
る
道
路
、
特
別

立
法
等
の
国
の
法
律
に
基
づ
き
国
の
特
定
地
域
の
支

援
に
必
要
な
道
路

等

建設省 伸 率 北海道 伸 率 沖 縄 仲 率

地方川里繊 3 ,925

7 ,614

1.01

1･01

659

L 171

1 ,00

1･00

366

432

1･01

0 .99

　 　 　
絡 ク る 直
す セ 道 轄
る ス 路 国
道 と 、 道

ポ 家 す
1 的 る
ツ な 道
国 事 路旭 の に 玉 屏 な 高 と

路 法 関 際 業 る 速 と
律 連 大 に 等 道 道 も

等 に し 会 路 路 に 離 島 伸 率 奄 美 仲 率 合 計 仲 率

地方道 国 費

事業費

308

562

L 06

1.07

85

135

1･07

1･07

5 ,343

9 ,913

1.01

1 .01

(注) 地方道路整備臨時交付金を含む。

表 3 地方道の整備状況 (平成 9年 4月現在) (km)

中
心
市
街
地
の
活
性
化
･
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
･
電

線
共
同
溝
整
備
等
に
よ
る
良
好
な
都
市
空
間
を
形
成

す
る
道
路
、
沿
道
環
境
が
厳
し
く
そ
の
改
善
の
た
め

の
事
業
を
総
合
的
･
重
点
的
に
推
進
す
る
道
路

等

④

短
期
間
に
集
中
的
に
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
事
業

空
港
等
の
交
通
拠
点
施
設
の
開
設
に
併
せ
短
期
集

中
的
に
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
道
路
、
渋
滞
対
策
等

緊
急
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
短
期
集
中
的
に
施
行

③

先
導
的
な
施
策
に
係
る
事
業

④ ③
す 緊 中 の す

実延長
改 良 済 舗 装 済

延 長 % 延 長 %

都道府県道

市町村道

127,663

965 ,074

78 ,039

140 ,699
(475 ,947)

61 .1

14 .6
(49 .3)

68,298
(120,138)

156,472
(684 ,652)

53,5
(94 .1)

16 .2
(70 .9)

国 道 53,356 47 ,047 88 ,2 46,677
(52,627)

87 .5
(98 ,6)

る 急 的 空 短 事 る 共 中 先
都道府県道 127,663 78 ,039 61 ,1必 の に 港 期 業 道 同 心 導

要 課 施 等 間 を 路 溝 市 的
市町村道 965 ,o74 140 ,699 14 .6が 題 行 の に 総 ･ 整 街 な (475 ,947) (49 .3)あ を す 交 集 合 沿 備 地 施

る 解 る 通 中 的 道 等 の 策 国 道 53,356 47 ,047 88 ･2

道 決 必 拠 的 ･ 環 に 活 に
路 す 要 点 に 重 境 ょ 性 係 (注) 1,改良済延長 期冨員5.5m 以上の延長。

2.( )書きは一車線改良及び簡易舗装を含んだ延長と比率
である。

等



地域の将来ビジョン

上位計画、 各種A P

道路の整備に関するプログラム

[計画期間]
10年間 (H lo ~ H 19)

[内容]
○道路整備事業の基本方針

○対象事業の該当箇所に下記内容を表示した図面と一

覧表を作成する。
前期 (H 10 ~ H 14) の事業着手予定箇所

四

事
業
の
計
画
性
･
透
明
性
の
確
保

計
画
的
･
効
率
的
な
道
路
の
整
備
を
図
り
、
道
路
事
業

の
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
は
自
ら
の

発
意
に
よ
り
、
各
道
路
管
理
者
の
協
力
の
下
で
、
高
速
自

動
車
国
道
、
一
般
国
道
、
都
道
府
県
道
、
市
町
村
道
及
び

街
路
を
対
象
と
し
て
、
今
後
一
〇
年
間
に
実
施
を
予
定
し

て
い
る
事
業
を
明
ら
か
に
し
た

｢道
路
の
整
備
に
関
す
る

プ
ロ
グ
ラ
ム
｣
を
策
定
中
で
あ
る
。
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
公

表
に
よ
り
、
道
路
事
業
の
情
報
開
示
が
よ
り
一
層
進
む
も

の
と
期
待
し
て
い
る
。
な
お
、
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
策
定
後

も
適
宜
見
直
す
予
定
と
し
て
い
る

(図
1
)。

五

地
方
分
権
の
推
進

国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
明
確
化
と
国
の
役
割
の
重
点

化
を
図
る
観
点
か
ら
、
地
方
分
権
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、

第
二
次
地
方
分
権
推
進
計
画

(平
成
三

年
三
月
閣
議
決

定
)
に
お
い
て
、
公
共
事
業
に
お
け
る
国
と
地
方
の
役
割

の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

地
方
道
補
助
事
業
に
お
い
て
も
、
補
助
金
の
整
理
合
理

化
及
び
事
務
手
続
の
簡
素
化

(別
紙
1
)
を
行
う
こ
と
と

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
平
成

一
二
年
度
に

お
い
て
次
の
措
置
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

事業完成予定箇所
と完成予定年度

事業継続箇所
後期 (H 15 ~ H 19) の事業完成予定箇所

事業継続箇所
[対象道路]

主要な幹線道路

(離島難題嘉町磯国を等)
図 1 道路の整備に関するプログラムのスキーム

別紙 l 第 2次地方分権推進計画 (地方道関係抜粋)

補助事業の見直し

(2)統合補助金の創設

オ(ァば ちづくりに係る新たな統合補助金の創設

中心市街地の活性化等一定の目的実現のために行われる各種補助事業

について、 市町村が創意工夫に基づいてまちづくり等を進めることがで

きるよう、 複数事業に係る統合補助金を創設する。
【平成12年度措置予定】

(3)地方道路整備臨時交付金の運用改善

ア 法の趣旨に従い、 地方公共団体が自主的に策定する整備計画に基づい

て交付する。 国の関与は計画全体の緊急性の判断に限定する。
【平成11年度措置予定】

イ 交付決定後の個別箇所間の流用は、 整備計画の範囲内であれば、 申請

どおり認める (地方道路整備臨時交付金の趣旨を踏まえ、 変更手続が極

力不要となるよう、 ｢軽微な変更｣ の範囲を拡大する。)。
【平成12年度措置予定】

(4)補助金の廃止

ア …道路…に係る小規模な補修 ･イ修繕 ･局部改良等…について

“)地方道 (建設省所管) の特殊改良に係る補助金を廃止する。
【平成11年度 (継続事業については平成12年度) に措置予定】

ウ 市町村道に対する個別補助金 (以下のものを除く。)。
【平成12年度措置予定】

幹線道路ネットワーク形成上枢要な直轄等関連事業及び地域高規格

道路に係るもの

橋梁、 トンネル、 立体交差等大規模なもの

電線類地中化等特別の観点から行われるもの

･
ま
ち
づ
く
り
総
合
支
援
事
業
の
創
設

･
交
付
金
事
業
の

｢実
施
に
関
す
る
計
画
｣
の
提
出
資

料
の
大
幅
削
減

(平
成
一
一
年
度
措
置
)

･
交
付
金
事
業
の

｢軽
微
な
変
更
｣
の
範
囲
の
拡
大

･
建
設
省
所
管

(内
地
)
の
特
殊
改
良
事
業
の
廃
止

･
市
町
村
道
の
採
択
基
準
の
引
き
上
げ

26 道行セ 99.10



　　　
　 、涯 差事業 六

平
成
ニ
ー年
度
新
規
要
求
事
業

○
踏
切
道
等
総
合
対
策
事
業
の
創
設

(図
2
)

都
市
部
に
お
い
て
は
、
遮
断
時
間
の
長
い
ボ
ト
ル
ネ

ッ
ク
踏
切
に
よ
り
円
滑
的
･
効
率
的
な
都
市
活
動
が
阻

害
さ
れ
て
い
る

一
方
、
地
方
部
に
お
い
て
も
、
鉄
道
に

よ
る
地
域
分
断
や
、
鉄
道
の
高
速
化
に
よ
り
踏
切
事
故

の
危
険
性
等
が
増
大
す
る
と
い
っ
た
課
題
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
踏
切
の
一
掃
や
踏
切
除
却

に
よ
り
地
域
づ
く
り
と
併
せ
て
鉄
道
の
高
速
化
を
支
援

す
る
た
め
、
対
策
目
標
を
明
ら
か
に
し
た

｢踏
切
道
等

総
合
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
｣
に
基
づ
く
踏
切
道
の
改
良
等

に
つ
い
て
、
緊
急
的
か
つ
重
点
的
に
実
施
す
る

｢踏
切

道
等
総
合
対
策
事
業
｣
を
創
設
す
る
。

菖

図 3 地域連携総合支援事業のイメージ

○
地
域
連
携
総
合
支
援
事
業
の
創
設

(図
3
)

地
域
連
携
を
強
化
し
、
自
立
的
で
個
性
豊
か
な
地
域

づ
く
り
を
よ
り
効
果
的
に
進
め
る
た
め
、
建
設
省
で
実

施
す
る
道
路
事
業
に
対
す
る
支
援

(地
域
連
携
強
化
支

援
道
路
事
業
)
と
、
国
土
庁
が
実
施
す
る
地
域
振
興
施

設
整
備
や
イ
ベ
ン
ト
等
地
域
活
動

(ソ
フ
ト
事
業
)
に

対
す
る
支
援

(地
域
間
交
流
支
援
事
業
)
を
組
み
合
わ

せ
一
体
的
に
実
施
す
る
。

七

お
わ
り
に

地
方
道
の
整
備
は
、
道
路
管
理
者
が
自
ら
行
う
地
方
単

独
事
業
と
国
と
し
て
必
要
な
支
援
を
行
う
補
助
事
業
と
の

組
み
合
わ
せ
に
よ
り
行
わ
れ
る
が
、
昨
今
、
国
と
地
方
の

関
係
が
厳
し
く
問
わ
れ
、
そ
の
役
割
分
担
を
明
確
に
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
と
し
て
の
支
援
の
範
囲
を
、

先
に
述
べ
た
四
つ
の
要
件
に
よ
り
明
ら
か
に
し
た
う
え
で

推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
地
方
道
補
助
事
業
に
つ
い
て
は
、
関
係
各

地
方
公
共
団
体
等
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
効
率
的
に
実

施
し
、
地
方
道
の
整
備
の
促
進
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

(絲※離
腸巍拂凝議離
梼謝箋建設専門官)
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図 2 踏切道等総合対策事業のイメージ



道
路
衙
政
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
二
〇
〇
〇
年
問
題

金
崎

智
樹

ラ
ン
ク
分
け
さ
れ
て
い
る
o

ラ
ン
ク
A

…
人
命
、
国
民
生
活
、
企
業
活
動
等
に
密
接

に
関
係
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
他
国
･
国

際
機
関
と
の
信
頼
関
係
に
関
わ
る
も
の

ラ
ン
ク
B

…
影
響
が
他
の
行
政
機
関
に
及
ぶ
も
の

こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
は
、
大
別
し
て
道
路
情
報
提
供
シ

ス
テ
ム
、
高
速
道
路
等
に
お
け
る
施
設
制
御
シ
ス
テ
ム
及

び
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
に
分
類
で
き
、
道
路
情
報
提
供
シ

ス
テ
ム
と
施
設
制
御
シ
ス
テ
ム
は
A
ラ
ン
ク
に
、
料
金
収

受
シ
ス
テ
ム
は
B
ラ
ン
ク
に
分
類
さ
れ
る
。

次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ス
テ
ム
に
想
定
さ
れ
る
ト
ラ
ブ

ル
を
大
別
す
る
と
、
誤
情
報
の
提
供
、
施
設
の
誤
作
動
、

料
金
収
受
機
械
の
誤
作
動
及
び
電
力
供
給
等
の
ス
ト
ッ
プ

に
四
分
類
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ス
テ
ム
に
想
定
さ
れ

る
ト
ラ
ブ
ル
の
概
要
と
そ
れ
に
対
す
る
基
本
的
な
対
応
方

針
を
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

は
じ
め
に

来
年
の
一
月
一
日
、
西
暦
で
は
二
〇
〇
〇
年
を
迎
え
る
。

昨
今
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
二
0
○
○
年
問
題
が
新
聞
、
テ

レ
ビ
等
で
大
き
く
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
道
路
分
野
に
お

け
る
二
〇
〇
〇
年
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
、
可
能
性

は
き
わ
め
て
低
い
が
想
定
さ
れ
る
ト
ラ
ブ
ル
、
対
策
の
現

状
及
び
体
制
の
整
備
状
況
等
を
紹
介
す
る
。

一
｢二
〇
〇
〇
年
問
題
｣
と
は

二
0
○
○
年
問
題
と
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
二
〇
〇
〇

年
を
正
し
く
認
識
で
き
な
く
な
る

(例
え
ば
一
九
○
○
年

と
取
り
違
え
る
)
こ
と
に
よ
り
誤
作
動
し
、
社
会
混
乱
を

引
き
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
よ
う
に
各
種
施
設
が

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

化
さ
れ
る
と
、

一
台
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
誤
作
動
を
起
こ

す
こ
と
に
よ
り
他
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、

ひ
い
て
は
社
会
混
乱
を
引
き
起
こ
す
等
の
こ
と
が
懸
念
さ

れ
る
。

建
設
省
で
は
、
政
府
の

｢
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
西
暦
二
〇
〇

○
年
問
題
に
関
す
る
行
動
計
画
｣
に
基
づ
き
、
省
内
に
｢対

策
推
進
本
部
｣
を
設
置
し
、
そ
の
下
に
作
業
部
会
を
設
け

て
所
管
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
対
応
を
進
め
て
き
た
。
ま
た
あ

わ
せ
て
、
特
殊
法
人
等
へ
の
指
導
も
実
施
し
て
き
て
い
る
。

建
設
省
で
は
、
道
路
だ
け
で
な
く
河
川
、
ダ
ム
な
ど
、

各
分
野
に
お
い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
二
0
○
○
年
問
題
の

対
策
を
実
施
し
て
お
り
、
来
年
の
一
月
一
日
等
の
要
注
意

日
に
向
け
て
万
全
の
体
制
を
と
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三

一
一〇
〇
〇
年
問
題
の
対
象
シ
ス
テ
ム

道
路
分
野
に
お
い
て
は
、
表
ー
に
示
す
シ
ス
テ
ム
が
重

要
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
登
録
さ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
に



③

料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
に
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
と

料
金
収
受
が
ス
ム
ー
ス
に
で
き
な
く
な
り
、
渋
滞
を

高
速
道
路
等
の
ト
ン
ネ
ル
の
換
気
運
転
を
制
御
す

る
シ
ス
テ
ム
や
、
災
害
時
の
防
災
設
備
の
制
御
を
行

う
交
通
管
理
シ
ス
テ
ム
が
作
動
し
な
く
な
っ
た
場
合

に
は
、
防
災
業
務
に
支
障
を
来
す
可
能
性
が
あ
る
。

対
応
方
策
と
し
て
は
、
シ
ス
テ
ム
を
手
動
に
切
り

替
え
る
な
ど
、
直
接
人
命
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、

速
や
か
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。

対
応
方
策
と
し
て
は
シ
ス
テ
ム
を
一
時
的
に
ダ
ウ

ン
さ
せ
て
修
復
し
、
問
題
解
決
を
図
る
こ
と
と
な
る
。

有
料
道
路
に
お
け
る
交
通
管
制
シ
ス
テ
ム
も
高
速

道
路
等
の
事
故
･
通
行
止
め
･
交
通
規
制
･
渋
滞
等

の
交
通
状
況
を
一
元
的
に
管
制
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ

り
、
同
様
の
対
応
が
必
要
と
な
る
。

②

換
気
制
御
シ
ス
テ
ム
等
の
ト
ラ
ブ
ル

料 速 替 に う る り
金 料 料 や ぇ 対 は 交 シ 高 換 、

収 金 金 か る 応 、 通 ス 速 気 同
受 収 収 に な l 鱒 テ 、 ･l 醇
　 　 　
ス シ シ
ム ス ス
1 テ テ
ス ム ム
に に の

ト が
ラ あ
ブ る
　　 　

道
路
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
が
誤
作
動
し
た
場
合
に

は
、
次
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
が
想
定
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
道
路
情
報
板
の
情
報
を
制
御
す
る

｢道

路
情
報
シ
ス
テ
ム
｣
や
道
路
交
通
情
報
を
リ
ア
ル
タ

イ
ム
で
送
信
し
、
車
載
機
に
文
字
や
図
形
で
表
示
す

る

｢道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム

(V
I
C
S
)｣

に
誤
っ
た
情
報
が
表
示
さ
れ
、
渋
滞
な
ど
社
会
混
乱

①

誤
っ
た
情
報
の
提
供

ン を に る イ 路 は
さ 対 引 誤 ｢ ム 情 例 、 道 誤
せ 応 き っ 道 で 報 え 次 路 っ
て 方 起 た 路 送 シ ば の 情 た
修 策 こ 情 交 信 ス 、 ょ 報 情
夏 と す 報 通 し テ 道 う 提 報　

　
あ
る

表 1 道路局関連2000年問題対象システム

システム管理者 システム名 システム概要 ランク

建設省地方建設局 道路交通情報通信システム

道路交通情報をリアルタイムに送信し、 カーナビ

などの車載機に、 文字 ･図形で表示するシステム

(V IC S)

A

建設省地方建設局 道路交通情報提供システム

テレメータからの気象情報収集と一般道に設置さ

れた道路情報板の情報表示 ･制御などを行うシス

テム

A

日本道路公団 交通管制システム
高速道路等の事故 ･通行止め ･交通規制 ･渋滞等

の道路交通状況を一元的に管制するシステム
A

日本道路公団 施設中央システム

受配電設備 ･道路照明設備 ･トンネル非常用設備

等、道路上に設置されている各設備について運転･

監視を行うシステム

A

日本道路公団 換気制御システム 道路トンネルの換気運転を制御するシステム A

日本道路公団 画像音声中央システム
交通管制のための画像の収集、 トンネルにおける

避難誘導放送等を行うシステム
A

日本道路公団 料金収受システム

磁気カード方式及びレシート発行方式の二つから

なり、 料金を確定するとともに、 データの処理 ･

伝送 ･蓄積を行うシステム

B

本州四国連絡橋公団

交通管理システム (神戸 ･鳴門)
交通管理に必要な情報の収集、 利用者への情報提

供、 災害時の防災設備の制御を行うシステム
A(児島 ･坂出)

(尾道 ･今治)

本州四国連絡橋公団

料金収受機械設備 (神戸 ･鳴門)

利用者への通行券の発券、 料金収受を行い集計す

るシステム
B

(児島 ･坂出 3島除く)

(児島 ･坂出 3島のみ)

(尾道 ･今治)

(財)道路交通情報通信
システムセンター

道路交通情報変換システム
道路交通情報を受信し、 V IC Sデータに編集･処理

したものをメディアセンターへ送信するシステム
A

(財)日本道路交通情報

センター
道路交通情報システム 道路交通情報の収集、 提供を行うシステム A

(財)日本道路交通情報

センター
新道路交通情報システム

電話、 ファックスにより道路交通情報の提供を行

うシステム
A



二
0
○
○
年
問
題
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
修
正
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア

①装
2

ア に
プ 示
リ す
ケ 通
l り
シ てゞ
ョ あ
ン る

①

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
修
正
等

ン
ピ ー

道
路
関
係
の
各
組
織
が
こ
れ
ま
で

　　　
織 二 〇

　　
開衾
　　
　　
棗ぬ

し
て ま

た
、
水
道
の
供
給
ス
ト
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
停

電
が
原
因
と
な
る
可
能
性
が
高
く
、
緊
急
用
水
に
つ

い
て
は
備
蓄

(受
水
槽
な
ど
)
で
対
応
す
る
こ
と
と

電
力
に
関
し
て
は
、
二
四
時
間
程
度
は
自
家
発
電

で
対
応
可
能
で
あ
る
が
、
通
信
に
関
し
て
は
シ
ス
テ

ム
を
ダ
ウ
ン
さ
せ
て
復
旧
を
待
つ
こ
と
と
な
る
。
な

お
、
緊
急
連
絡
に
は
マ
イ
ク
ロ
回
線
な
ど
を
活
用
す

る お ム
こ 、 を
と 緊 タ
が 急 ウ
可 連 、

能 絡 さ
てゞ に

　　　

電
力
供
給
が
ス
ト
ッ
プ
す
る
と
か
、
通
信
が
不
能

と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
シ
ス
テ
ム
が
作
動
し
な
く
な

る と
も な
の る
てゞ こ

あ と
る に

対
応
方
策
と
し
て
は
、
一
時
的
に
料
金
収
受
を
人

の
み
で
す
る
等
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

④

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

(電
力
、
通
信
、
水
道
)
の
ス
ト

フo ラ
に イ
よ フ
る ラ

　　
フ"

　　 　

引
き
起
こ
す
な
ど
、
社
会
混
乱
の
原
因
と
な
る
可
能

性 引
が き
あ ′･

る こ

表 2 2000年問題対象システムの対応状況

システム名 措置の概要 模擬テストの概要 危機管理計画

道路交通情報通信システム
(建設省)

H 11.4 機器の更新及び、アプ

リケーションプログラムの修正
H 11,6 想定するH付でテストラン H 11.9 策定済み

道路交通情報提供システム

(建設省)

H 114 機器の更新及び、アプ

リケーションプログラムの修正
H 11.6 想定する日付でテストラン H 11.9策定済み

交通管制システム

(日本道路公団)

H 11.6 ソフトウェア変更及び

機器更新
H 11.6 時計を2000年前後にした際及
びうるう年時点での動作確認

H 11.9 策定済み

施設中央システム

(H本道路公団)

H lL 6 ソフトウェア変更及び

機器更新
H 11,6 時計を2000年前後に Uと際及
びうるう年時点での動作確認

H 11.9策定済み

換気制御システム

(日本道路公団)

H l主6 ソフトウェア変更及び

機器更新
H 11.6 時計を2000年前後にした際及

びうるう年時点での動作確認
H 11.9 策定済み

画像音声中央システム

(日本道路公団)

H 11,6 ソフトウェア変更及び

機器更新
H 11.6 時計を2000年前後にした際及
びうるう年時点での動作確認

H 1l.9策定済み

料金収受システム(日本道路公団) H 11.6 ソフトウェア変更

交通管理システム (神戸 ･鳴門)

(本州四国連絡橋公団)(児島 ･坂出)

(尾道 ･今治)

H 1o.4 対応済み機器を設置
H lo.4~ H 11.4 時計を2000年前後に

した際及びうるう年時点での動作確認
H 1l.9 策定済みH 9.2 機器改修工事を実施

H 11,4 対応済み機器を設置

料金収受機械設備 (神戸 ･鳴門)

(本州四国連絡橋公団)(児島 ･坂出 3鳥除く)

(児島 ･坂出 3島のみ)

(尾道 ･今治)

H 10.4 対応済み機器を設置

H 11.2 機器改修工事を実施

H 11,9 機器改修工事を実施

H 11,4 対応済み機器を設置

道路交通情報変換システム

(道路交通情報通信システムセンター)

H 11.2 アプリケーションプロ
グラムの修正

H 11.2 シミュレーションソフトによ

るテスト
H l1.9 策定済み

道路交通情報システム

(日本道路交通情報センター)

H 1l.8 機器の更新及び、アプ

リケーションプログラムの修正

H 11,8 システム時計を ｢1999/12/31

23:50｣に設定後、｢2000/01/01 00:20｣

までの間、稼働状況を確認

H l1,6 策定済み

新道路交通情報システム

(日本道路交通情報センター)

H 1o.3 機器の更新及び、アプ

リケーションプログラムの修正

H 10,12 システム時計を｢l999/12/31

23:50｣ に設定後、
｢2000/01/01 00:20はで問題なくサ

ービス提供が実施できるか確認

H 116 策定済み



の
変
更
等
適
切
な
対
策
を
実
施
し
た
。

②

模
擬
テ
ス
ト

模
擬
的
に
二
0
○
○
年
一
月
一
日
、
二
月
二
九
日

な
ど
要
注
意
日
の
日
付
を
入
力
し
、
シ
ス
テ
ム
の
稼

働
状
況
を
確
認
し
た
。

③

危
機
管
理
計
画
の
策
定

二
0
○
○
年
問
題
に
基
づ
く
ト
ラ
ブ
ル

(リ
ス
ク

シ
ナ
リ
オ
)
を
想
定
し
、
点
検
方
法
、
復
旧
方
法
な

ど
の
緊
急
の
対
応
や
情
報
連
絡
体
制
な
ど
を
策
定
し

セ

タ

　

　
　

纐

ス

報

　

　　

通

,

交

信
通

路

通

交

道

譲
路

道路交通情報通信システムセンター

日本道路交通情報センター団　　
本

課務

局

建

公心
果

設

部

路
道

建
路

1

道

国

方
道

図

地

1 建設省コンピュータ西暦2000年問題連絡体制

企画課

た
。

表 3 西暦2000年問題の要注意日

年 目
“

[口 勤務体制 問題発生想定目の意味

獄 1･上 11 R=休 日初婢200

⑧ リム “ 鋤 R
H閏の度朧孵

獄 ら。 1L 臟 ロ日
翌コし上

な
お
、
ラ
ン
ク
A
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
平
成

一
一
年

六
月
末
ま
で
に
シ
ス
テ
ム
の
修
正
及
び
模
擬
テ
ス
ト
を
完

了
し
た
。
ま
た
各
シ
ス
テ
ム
を
所
有
す
る
組
織

(各
地
方

建
設
局
、
日
本
道
路
公
団
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
、
道

路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
セ
ン
タ
ー
及
び
日
本
道
路
交

通
情
報
セ
ン
タ
ー
)
に
お
い
て
は
、
平
成
=

年
九
月
ま

で
に
危
機
管
理
計
画
を
策
定
し
、
要
注
意
日
へ
の
準
備
を

進
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
と
り
ま
と
め
た
道
路
版

の
危
機
管
理
計
画
も
策
定
し
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
、
道

路
局
関
連
の
情
報
伝
達
の
経
路
を
図
1
に
示
す
。

四

要
注
意
日
等
に
お
け
る
行
動
計
画

今
後
は
、
注
意
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
二
〇
〇
〇
年
一

月
一
日
や
二
月
二
九
日
、
三
月
一
日
な
ど
に
ど
の
よ
う
な

体
制
を
整
え
、
対
応
し
て
行
く
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
と

な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
情
報
伝
達
訓
練
等
を
通
じ
て

検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

特
に
、
一
月
一
日
は
正
月
と
い
う
こ
と
で
、
通
常
の
よ

う
に
シ
ス
テ
ム
を
作
成
し
た
企
業
と
即
座
に
連
絡
が
取
れ

な
い
可
能
性
も
あ
り
、
シ
ス
テ
ム
を
緊
急
に
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
す
る
人
材
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
も
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

お
わ
り
に

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
二
0
○
○
年
問
題
に
対
し
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
組
織
に
お
い
て
九
月
中
に
各
種
の
事
象
を
想
定
し

た

｢危
機
管
理
計
画
｣
を
と
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

今
後
訓
練
等
を
通
じ
て
計
画
の
見
直
し
、
体
制
の
整
備
等

を
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
二
0
○
○
年
問
題
に
対
し
て
は
ど
ん

な
に
準
備
を
し
て
も
万
全
の
準
備
と
い
う
も
の
は
な
く
、

そ
の
時
に
な
っ
て
み
な
い
と
ど
の
よ
う
な
問
題
が
発
生
す

る
の
か
予
測
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

道
路
は
国
民
の
生
活
や
物
流
な
ど
の
社
会
活
動
を
支
え

る
重
要
な
社
会
基
盤
で
あ
り
、
そ
の
混
乱
は
社
会
生
活
な

ど
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
二
0
○
○
年
問
題
に
対
し
て
で
き
る
限
り
の
準

備
を
行
い
、
ト
ラ
ブ
ル
に
対
し
て
も
速
や
か
で
適
切
な
対

応
が
可
能
と
な
る
よ
う
体
制
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

(道
路
局
国
道
課
特
定
道
路
専
門
官
)

道行セ 99 1 0 ･;′

コンピュータ西暦2000年問題

対策推進本部事務局

内政審議室 危機管理室



沿
道
環
境
の
改
善
と
地
球
環
境
の
保
全

道
路
局
道
路
環
境
課

大
気
汚
染
の
現
況
は
、
幹
線
道
路
の
沿
道
に
設
置

さ
れ
た
自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局
の
う
ち
、
二
酸
化

窒
素
に
関
す
る
環
境
基
準
を
達
成
し
て
い
な
い
地
点

が
全
国
で
約
三
割
、
東
京
圏
･
大
阪
圏
に
お
け
る
自

動
車
鸚
法
の
特
定
地
域
※
で
は
約
七
割
に
も
達
し
酋

3
)、し
か
も
全
国
ワ
ー
ス
ト
二
〇
の
地
点
は
全
て
同

法
の
特
定
地
域
に
集
中
し
て
い
ま
す
。

※

｢自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
特
定
地
域
に
お
け

る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
｣
に
基
づ
き
指
定
さ

れ
た
東
京
圏
及
び
大
阪
圏
の
一
九
六
市
区
町
村
の
区
域

騒
音
に
つ
い
て
は
、
全
国
の
沿
道
騒
音
測
定
地
点

“

の
う
ち
、
朝
、
昼
、
夕
及
び
夜
の
四
時
間
帯
の
い
ず

セ行

れ
か
で
環
境
基
準
を
達
成
し
て
い
な
い
地
点
が
約
九

道

割
、
全
て
の
時
間
帯
で
非
達
成
と
な
っ
て
い
る
も
の

2　　　

も
約
六
割
に
達
し
て
お
り
ま
す
(図
4
)。
全
国
の
ワ

は
じ
め
に

近
年
、
環
境
へ
の
意
識
の
高
ま
り
等
か
ら
、
様
々
な
環

境
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
環
境
問
題
の
中
に
は
、
騒
音
な
ど
身
近
な
問
題
か
ら
、

自
然
環
境
等
の
地
域
レ
ベ
ル
の
環
境
問
題
、
地
球
温
暖
化

や
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
等
地
球
規
模
の
問
題
ま
で
、
多
種
多

様
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
で
も
特
に
、
道
路
を
取
り
巻
く
環
境
問
題
と
し

て
は
、
騒
音
、
大
気
汚
染
等
の
沿
道
環
境
問
題
と
、
道
路

を
走
行
す
る
自
動
車
か
ら
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
増
大
に

伴
う
地
球
温
暖
化
問
題
の
二
つ
が
大
き
な
問
題
と
し
て
あ

げ
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
道
路
行
政
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
よ
り

よ
い
沿
道
環
境
、
地
球
環
境
の
実
現
と
、
国
民
の
経
済
･

社
会
活
動
の
確
保
の
両
立
を
図
り
、
持
続
可
能
な
社
会
を

実
現
す
る
こ
と
を
理
念
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

一

背

景

①

沿
道
環
境

沿
道
環
境
問
題
は
道
路
を
走
行
す
る
自
動
車
か
ら

の
騒
音
や
大
気
汚
染
に
よ
っ
て
沿
道
の
生
活
環
境
に

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
も
の
で
す
。
そ

の
原
因
は
、
｢騒
音
｣
に
つ
い
て
は
自
動
車
の
エ
ン
ジ

ン
音
や
路
面
と
タ
イ
ヤ
と
の
接
地
面
か
ら
の
音
が
原

因
で
あ
り

(図
-
)、
｢大
気
汚
染
｣
は
、
自
動
車
、

特
に
ト
ラ
ッ
ク
等
の
大
型
車
か
ら
の
二
酸
化
窒
素
や

S
P
M

(浮
遊
粒
子
状
物
質
)
が
原
因
で
す

(図

2
)0
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図 l 車種別の騒音の発生原因
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(首都高横浜羽田線及び産業道路の例)

こ
の
よ
う
に
、
大
気
汚
染
は
大
都
市
圏
を
中
心
に

騒
音
に
つ
い
て
は
全
国
の
幹
線
道
路
を
中
心
に
非
常

に
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
そ
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て

i
ス
ト
二
〇
の
地
点
を
見
る
と
、
大
気
質
の
場
合
と

異
な
り
、
東
京
圏
･
大
阪
圏
と
そ
の
他
の
地
域
と
が

お に 騒 概 異 i
り 歳 音 こ ね な
ま し に の 相 り
す い っ よ 半 、
o 状 い う ば 東
況 て に し 京
に は 、 て 圏 ±

い
ま
す

(参考)交通量の車種別構成率

28.2 %

毛 圓小型車 □大型車｣
図 2 車種別のN o x排出割合 　　 　 　　

非 心 と 合
常 に が と

全 国
(385局)

逓 成
GB%

物斑局)

非達成
34 %

(132局)

き遼 成
･34%
.-＼ .

、,(轉崗)

非達成
66 %

(113局)

特定地域*

(172局)

その他地域
(213局)

,滋 成 “

81%
“弱蹴)"

非達成
9%
(的局)

* 特定地域 : ｢自動車N o x法｣ に基づき定められた東京圏と大阪圏の196市区町村の区域

〈平成九年度 自動車排出ガス測定局測定結果報告 :環境庁〉

図 3 大気汚染の現況 (二酸化窒素)
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さ
ら
に
、
平
成
九
年
三
一月
に
京
都
で

｢気
候
変

動
枠
組
条
約
第
三
国
締
約
国
会
議
｣、
い
わ
ゆ
る
C
o

てい

さ あ
ら り
に ま
、 す

平
成
四
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
･
デ
･
ジ
ャ
ネ
イ

ロ
で
開
催
さ
れ
た
地
球
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、
地
球

温
暖
化
問
題
は
現
在
の
人
類
の
生
活
と
将
来
の
生
存

に
直
接
関
わ
る
深
刻
な
問
題
で
あ
る
と
の
認
識
が
共

有
さ
れ
、
問
題
の
解
決
に
向
け
、
｢気
候
変
動
枠
組
条

約
｣
(図
5
)が
採
択
さ
れ
、
そ
の
後
一
九
九
四
年
に

発
効
し
、
各
国
が
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ

②

地
球
環
境

6 37
(13,3 % )

1-522

2,6 13

図 4 騒音の環境基準達成状況

図 5 気候変動枠組条約の概要

図 6 京都議定書の骨子

亜酸化窒素
l.5%

メタン
2.l%

H FC
2.5 %

PFC/sF6
4.8 %

二酸化炭素
89 ,-%

資料 :環境庁

図 7 我が国の温室効果ガスの排出割合
(温室効果による寄与度)(1997年暫定値)

1, 条約の採択と我が国の署名 ･受託
･採択 1992年 5月
･署名 1992年 6月 (地球サミット)
･受託 1993年 5月

2 . 目的
地球温暖化を抑制するため、大気中の温室効果ガス (二酸化炭素、メタン

等) の濃度を安定化させることを究極的な目的とする。
3, 内容
①先進締約国及び経済移行国が負う主要な義務

気候変動を緩和するための政策 措置をとること、及びこの政策 ･措置

温室効果ガスの排出及び除去についての目録等に関する ｢情報｣ を条約事

務局を通じて締約国会議に送付することが規定されている。ただし、これ

らの措置、報告は、二酸化炭素等の温室効果ガスの人為的な排出量を2000

年までに1990年の水準に目的をもって行われる。
②すべての締約国 (途上国含む) が負う主要な義務
1)温室効果ガスの排出及び吸収の目録の作成と定期的更新

2)具体的対策を含んだ計画の作成 ･実施
3)温室効果ガスを削減する技術等の開発普及等の推進

4)森林等の吸収源の保護拡大に関する対策の推進
5)気候変動に関する教育、訓練及び啓発の推進
6)1)の目録と、実施した又は実施しようとしている措置の概要を締約国会議

に報告すること。
ただし、これらの義務にはその実施時期、期限、間隔等、実施に関する具体

的規定がない。

P
3
が
開
催
さ
れ
、
主
要
先
進
国
等
の
具
体
的
な
温

室
効
果
ガ
ス
の
削
減
目
標
等
を
定
め
た

｢京
都
議
定

書
｣
(図
6
)が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
議
定
書
の

中
で
、
我
が
国
に
は
二
酸
化
炭
素
等
の
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
量
を
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
三
一年
に
お

い
て
一
九
九
〇
年
に
比
べ
て
六
%
削
減
す
る
と
い
う

厳
し
い
目
標
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。

地
球
温
暖
化
対
策
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
我

が
国
に
お
い
て
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
約
九
割
と
大

宗
を
占
め
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
を
削
減
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
す
(図
7
)。
こ
の
二
酸
化
炭
素
排
出

1 , 期間 2008年~ 2012年
2 . 先進国等*全体の目標 - 5 %
3 , 主要各国の削減目標 (1990年比)

日 本 ;- 6 % 米 国 :- 7 % E U : - 8 %
カナダ :- 6 % ロシア : 0 % 豪 州 :十 8 % 等

4 . 発効要件
･締約国約170カ国のうち、 55カ国以上が批准し、かつ
･先進国等のうち、批准国の排出量の合計が、先進国等の全体の排出量合

計の55% 以上に達すること。

*排出削減が義務づけられているのは、気候変動枠組条約附属書 =二定められ

た先進国及び市場経済移行国。なお、中国、インド、韓国等は含まれない。

侭圏 4時間帯すべてで非達成

図園 4時間帯のいずれかで非達成

にコ 4時間帯のすべてで達成



量
の
う
ち
の
約
二
割
は
い
わ
ゆ
る

｢運
輸
部
門
｣
か

ら
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
九
割
近
く
は
自
動
車

か
ら
の
排
出
で
あ
り
ま
す

(図
8
)。

我
が
国
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量
は
概
ね
増
加
傾
向

(平
成
九
年
度
は
微
滅
…
前
年
度
比
マ
イ
ナ
ス
○
･

四
%
)
に
あ
り
、
今
後
、
京
都
議
定
書
の
目
標
の
達

成
に
向
け
、
積
極
的
な
排
出
削
減
が
求
め
ら
れ
て
お

り
ま
す
。
C
O
P
3
に
臨
む
に
あ
た
り
、
政
府
は
、

二
〇
一
〇
年
時
点
に
一
九
九
〇
年
比
で
、
運
輸
部
門

は
一
七
%
の
伸
び
に
抑
え
、
民
生
部
門
は
伸
び
ゼ
ロ
、

産
業
部
門
は
マ
イ
ナ
ス
七
%
に
削
減
す
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

近
年
の
実
績
に
対
し
て
見
る
と
、
今
後
目
標
の
達

成
に
向
け
、
運
輸
部
門
で
は
約
三
%
、
民
生
部
門
で

図 8 運輸部門の内訳(1995年)
(交通機関別C 0 2排出量)

運　

　貨4

は
約
一
三
%
、
産
業
部
門
で
は
約
六
%
の
減
と
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す

(図
9
)。
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図 9 部門別排出量の推移と目標

二

道
路
行
政
に
あ
げ
る
施
策
体
系

①

自
動
車
交
通
に
係
る
二
酸
化
炭
素
や
二
酸
化
窒
素

等
の
排
出
量
は
、
交
通
渋
滞
等
に
よ
り
走
行
速
度
が

低
下
す
る
ほ
ど
、
走
行
距
離
当
た
り
の
排
出
量
は
大

き
く
な
り
ま
す

(図
印
)。
こ
の
た
め
、
バ
イ
パ
ス
･

環
状
道
路
等
の
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
に
よ
る

交
通
量
の
分
散
化
や
、
交
差
点
立
体
化
、
交
差
点
改

良
等
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
対
策
に
よ
り
、
交
通
渋
滞
を

解
消
し
、
走
行
速
度
の
維
持
･
向
上
等
図
り
、
二
酸

棚
卸
80

70

60

50

40

約

20

10

0

　

脚9080

図10 距離あたりのC 0 2、 N o x排出量 (ディーゼル小型貨物)
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化
炭
素
や
二
酸
化
窒
素
の
排
出
量
を
削
減
し
、
地
球

ネ
ッ
ク
対
策
に
よ
り
、
交
通
渋
滞
を
緩
和
･
解
消
し
、
二

き
ま
す
。
こ
れ
は
運
輸
部
門
の
諸
対
策
の
中
で
も
非
常
に

環
境
と
沿
道
環
境
の
保
全
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ

酸
化
炭
素
や
二
酸
化
窒
素
等
の
排
出
削
減
を
図
り
ま
す
。

大
き
な
効
果
を
持
つ
も
の
で
あ
り
ま
す

(図
川
)。

り
ま
す
。

な
お
、
一
允
ヒ

′

、
に

し
て
は
、

｢菱
、
ト
涌
審

②

し
か
し
な
が
ら
、
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
等

に
は
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
厳
し
い
沿
道
環

境
の
現
況
を
鑑
み
る
と
と
も
に
、
二
〇
〇
八
年
か
ら

二
〇
三
一年
の
京
都
議
定
書
の
目
標
年
次
に
向
け
た

早
急
な
排
出
削
減
が
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
道
路

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
に
あ
わ
せ
て
、
道
路
を
効
率

的
に
利
用
し
、
円
滑
な
交
通
流
を
確
保
す
る
よ
う
な

施
策
と
し
て
、
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
(I
T
S
)

や
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(T
D
M
)
施
策
等
の

取
組
み
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

③

ま
た
、
現
に
沿
道
環
境
の
厳
し
い
地
域
に
お
い
て

は
、
直
接
的
に
当
該
道
路
の
沿
道
環
境
の
改
善
を
図

る
事
が
必
要
で
あ
り
、
低
騒
音
舗
装
の
敷
設
、
遮
音

壁
の
設
置
、
環
境
施
設
帯
の
整
備
等
の
道
路
構
造
の

改
善
や
、
幹
線
道
路
の
沿
道
に
ふ
さ
わ
し
い
土
地
利

用
へ
の
転
換
の
促
進
と
住
宅
防
音
化
の
推
進
を
図
っ

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

三

具
体
的
な
施
策

ー

道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
等
に
よ
る
自
動
車
交
通

の
円
滑
化

バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
な
ど
の
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

整
備
や
、
交
差
点
立
体
化
、
交
差
点
改
良
な
ど
の
ボ
ト
ル

酸
化
炭
素
や
二
酸
化
窒
素
等
の
排
出
削
減
を
図
り
ま
す
。

な
お
、
二
酸
化
炭
素
に
関
し
て
は
、
今
後
、
交
通
需
要

の
伸
び
が
見
込
ま
れ
る
中
で
、
渋
滞
の
緩
和
･
解
消
に
よ

っ
て
、
走
行
速
度
の
維
持
･
向
上
を
図
る
た
め
の
道
路
整

備
を
行
い
、
自
動
車
交
通
の
円
滑
化
を
進
め
て
い
く
こ
と

に
よ
り
、
二
〇
一
〇
年
時
点
で
二
酸
化
炭
素
排
出
量
を
約

一
、
○
○
0
万
ト
ン

(炭
素
換
算
)
削
減
す
る
こ
と
が
で

-"ふ

きこ
蜷
字
母

‐ふき
*
対暮
れ
き
のこ
“
拐き

斡
為さ

990

%

90

85

80

お

70

65

60

55

50
11990 1995 2000 2005 2010

年度

図= 道路のC 0 2排出削減施策の体系
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が
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2

道
路
の
効
率
的
な
利
用
を
促
進
す
る
た
め
の
施
策

1

I
T
S
、
T
D
M
等
に
よ
る
交
通
円
滑
化

道
路
交
通
情
報
シ
ス
テ
ム

(V
I
C
S
)
の
活
用
に
よ

る
適
切
な
経
路
選
択
を
支
援
し
、
交
通
渋
滞
の
緩
和
を
図

り
ま
す
。
ま
た
、
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ

ム

(E
T
C
)
を
導
入
し
、
料
金
所
に
お
け
る
渋
滞
を
解

消
し
ま
す
。

ま
た
、
相
乗
り
や
共
同
輸
配
送
、
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ

ド
な
ど
、
自
動
車
の
効
率
的
利
用
に
よ
る
交
通
量
の
抑
制

や
、
時
差
通
勤
･
通
学
な
ど
、
混
雑
時
間
帯
を
避
け
て
自

動
車
交
通
量
を
時
間
的
に
平
準
化
す
る
事
に
よ
る
道
路
の

効
率
的
利
用
な
ど
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(T
D
M
)

施
策
に
よ
る
交
通
渋
滞
の
解
消
と
速
度
の
向
上
を
図
り
ま

す

(図
物
)。

の

公
共
交
通
機
関
の
利
用
促
進

鉄
道
、
バ
ス
な
ど
の
自
動
車
以
外
の
交
通
手
段
の
利
用

が
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
、
乗
り
継
ぎ
の
利
便
性
を
向
上

さ
せ
る
た
め
の
駅
前
広
場
、
歩
道
、
駐
輪
場
や
パ
ー
ク
ア

ン
ド
ラ
イ
ド
駐
車
場
な
ど
の
交
通
結
節
点
整
備
や
、
環
境

負
荷
の
少
な
い
都
市
交
通
機
関
で
あ
る
路
面
電
車
･
都
市

モ
ノ
レ
ー
ル
･
新
交
通
シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
バ
ス
交
通
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
の
た
め
の
バ
ス
専
用

･
優
先
レ
ー
ン

の
設
置
等
に
よ
る
バ
ズ
の
利
用
促
進
等
を
進
め
ま
す
。

J6 道行セ 99.10



宍道湖北詰交羞点方向別旅行速度

北進 南進
進入方向

時差通勤社会爽卿《よるC02排出量の変化
短時間あたり)

東進

(概要)
松江市内において、通勤時間帯の渋滞緩和を目的

として時差通勤を実施(平成11年 1月18日 ~ 29日)
く参加者> 島根県庁:700人、松江市役所:200人

:300

砲

自
転
車
利
用
の
促
進

環
境
に
や
さ
し
い
交
通
手
段
で
あ
る
自
転
車
の
都
市
内

利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
自
転
車
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
、

そ
の
利
用
環
境
の
整
備
を
促
進
し
ま
す
。

ま
た
、
計
画
的
か
つ
総
合
的
に
自
転
車
利
用
を
促
進
し

て
い
く
た
め
、
モ
デ
ル
都
市
に
お
い
て
、
集
中
的
に
自
転

車
利
用
の
た
め
の
環
境
整
備
を
進
め
ま
す
。

交通需要の調整(T D M )
･乗車率積載効率の向上
走行ルートの選択

図13 沿道環境改善プログラムの施策内容

　　　
進
ま

t幹線道路ネットワークの
舅 低公害車利用促進

整備･運用

交通流の円滑化 ; 摺
化

旛

体
良
ズ

　
　
　

点
点
し

差
差
ス

交
交
パ

◎

そ
の
他
の
対
策

ま
た
、
路
上
工
事
の
縮
減
、
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ

等
の
環
境
に
優
し
い
運
転
方
法
の
普
及
啓
発
を
進
め
ま
す
。

道行セ 99.10 3 7

3

沿
道
環
境
改
善
事
業
の
推
進

現
に
、
沿
道
環
境
が
環
境
基
準
を
超
え
て
い
る
地
域
に

つ
い
て
、
関
係
す
る
各
道
路
管
理
者
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、

ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
対
策
や
低
騒
音
舗
装
の
敷
設
、
遮
音
壁
の

設
置
、
住
宅
防
音
工
事
助
成
等
の
沿
道
環
境
対
策
を
総
合

的
･
集
中
的
に
実
施
す
る

｢沿
道
環
境
改
善
事
業
｣
を
推

進
し
ま
す
。

ま
た
、
沿
道
環
境
が
厳
し
い
地
域
に
お
い
て
、
関
係
機

関
等
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
総
合
的
･
計
画
的
に
対
策

を
行
う
た
め
の

｢沿
道
環
境
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
｣
の
策
定

を
全
国
的
に
進
め
ま
す

(図
協
)。

4

道
路
行
政
に
お
け
る
多
様
な
対
策

二
酸
化
炭
素
の
吸
収
源
対
策
と
な
る
と
と
も
に
、
道
路

景
観
の
向
上
に
も
資
す
る
道
路
の
緑
化
を
進
め
ま
す
。

ま
た
、
道
路
の
維
持
管
理
段
階
に
お
け
る
、
太
陽
エ
ネ

ル
ギ
ー
、
風
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
利
用
や
、
維
持
管
理
車
両
へ
の
低
公
害
車
の
導
入
な
ど

の
対
策
を
講
じ
ま
す
。

低公害車利用促進

　
　
　

　
　

沿

.
･沿道土地利用の転換

実施前 実施後

松江市役所

図12 時差通勤の実証実験事例



防
音
虹
暮
助
成
の
拡
充
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
環
境
課

新
環
境
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
道
路
交
通
騒
音
の
要
件
を

改
正
す
る
と
と
も
に
、
住
宅
の
防
音
工
事
を
適
切
に
実
施

す
る
た
め
、
制
度
の
拡
充
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三

防
音
工
事
助
成
の
概
要

防
音
工
事
助
成
と
は
、
建
築
物
の
防
音
構
造
化
の
促
進

に
必
要
な
防
音
工
事
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
助
成
を

図
る
も
の
で
あ
る
が
、｢幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す

る
法
律
｣
(昭
和
五
五
年
法
律
第
三
四
号
、
以
下
｢沿
道
法
｣

と
い
う
。)
第
一
三
条
第
一
項
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
、

｢高
速
自
動
車
国
道
等
の
周
辺
に
お
け
る
自
動
車
交
通
騒

音
に
係
る
障
害
の
防
止
に
つ
い
て
｣
(昭
和
五
一
年
都
市
局

長
･
道
路
局
長
通
達
)
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
が
あ
る
。

沿
道
法
に
基
づ
く
防
音
工
事
助
成
は
防
音
工
事
等
助
成

要
綱
に
従
い
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
要
件
は
、
①
沿
道
整
備

一
は
じ
め
に

平
成

=
年
七
月
一
日
付
け
で
、
｢防
音
工
事
助
成
要
綱

に
つ
い
て
｣
(昭
和
五
六
年
四
月
二
三
日
付
け
建
設
省
道
環

発
第
四
号
、
建
設
省
道
路
局
長
通
達
)
及
び

｢高
速
自
動

車
国
道
等
の
周
辺
に
お
け
る
自
動
車
交
通
騒
音
に
係
る
障

害
の
防
止
に
つ
い
て
｣
(昭
和
五
一
年
七
月
二
一
日
付
け
建

設
省
都
道
監
発
第
二
三
号
･
道
政
発
第
三
三
号
、
建
設
省

都
市
局
長
･
道
路
局
長
通
達
)
が
改
正
さ
れ
る
と
と
も
に
、

｢道
路
交
通
騒
音
の
著
し
い
幹
線
道
路
に
係
る
沿
道
整
備

の
推
進
に
つ
い
て
｣
(建
設
省
都
計
発
第
四
〇
号
の
二
･道

環
発
第
二
四
号
･
住
街
発
第
六
四
号
の
四
、
建
設
省
都
市

局
長
･
道
路
局
長
･
住
宅
局
長
通
達
)
が
発
せ
ら
れ
、
防

音
工
事
助
成
制
度
の
拡
充
が
図
ら
れ
た
。
以
下
、
そ
の
概

要
及
び
運
用
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
を
説
明
す
る
。

三

改
正
の
背
景

騒
音
に
関
す
る
環
境
基
準
が
平
成
一
〇
年
九
月
三
〇
日

に
改
定
さ
れ
、
平
成
三

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

ま
た
、
こ
れ
を
受
け
、
平
成
三

年
三
月
三
一
日
に

｢幹

線
道
路
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
｣
(平
成
三

年
政
令
第
三

五
号
)
及
び
｢幹
線

道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
｣
(平
成
三

年
建
設
省
令
第
七
号
)が
公

布
さ
れ
、
沿
道
整
備
道
路
の
指
定
に
関
す
る
道
路
交
通
騒

音
の
基
準
を
新
環
境
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
改
正
す
る
と

と
も
に
、
自
動
車
交
通
量
の
基
準
を
改
正
し
沿
道
整
備
道

路
の
指
定
要
件
の
緩
和
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(詳
細

に
つ
い
て
は
、
道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
6
月
号
参
照
)

こ
れ
ら
に
併
せ
て
、
今
回
、
防
音
工
事
助
成
に
つ
い
て
、



道
路
と
し
て
指
定
さ
れ
た
道
路
の
沿
道
に
存
し
、
沿
道
地

区
整
備
計
画
の
区
域
内
で
あ
る
こ
と
、
②
夜
間
の
道
路
交

通
騒
音
の
大
き
さ
が
、
測
定
値
、
計
算
値
と
も
に
60
ホ
ン

(囲
)
で
あ
る
居
室
を
有
す
る
こ
と
太
｢回
改
正
)、
③
建

築
基
準
法
第
六
八
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
条
例
に
よ
り

建
築
物
の
構
造
に
関
す
る
防
音
上
必
要
な
制
限
が
定
め
ら

れ
て
い
る
区
域
内
に
存
し
、
当
該
制
限
の
適
用
対
象
で
あ

る
こ
と
、
④
当
該
条
例
が
定
め
ら
れ
た
際
に
現
に
存
す
る

こ
と
、
等
で
あ
る
。

ま
た
、
助
成
の
対
象
と
な
る
工
事
は
、
条
例
制
限
の
内

容
に
適
合
し
て
い
な
い
も
の
を
適
合
さ
せ
る
た
め
の
改
良

工
事

(冷
房
設
備
及
び
換
気
設
備
設
置
工
事
等
を
含
み
、

屋
根
に
係
る
工
事
を
除
く
)
で
あ
る
。
た
だ
し
、
居
住
人

数
に
応
じ
対
象
居
室
の
室
数
に
制
限
が
あ
り
、
対
象
室
数

に
応
じ
冷
房
設
備
、
換
気
設
備
の
基
数
に
制
限
が
あ
る
。

ま
た
、
対
象
室
数
に
応
じ
工
事
費
用
の
額
に
限
度
額
が
あ

り
、
助
成
額
は
、
そ
の
工
事
費
用
の
額
の
3
/
4
と
な
っ

て

い
る
。

高
速
自
動
車
国
道
等
に
係
る
防
音
工
事
助
成
は
、
沿
道

法
に
基
づ
く
防
音
工
事
助
成
に
類
似
の
制
度
で
あ
る
が
、

当
該
道
路
が
沿
道
整
備
道
路
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
必

要
が
な
い
こ
と
、
助
成
額
が
工
事
費
用
全
額
で
あ
る
こ
と

等
が
異
な

っ
て
い
る
。

四

拡
充
の
内
容

の

新
環
境
基
準
の
適
用

防
音
工
事
助
成
の
要
件
で
あ
る
道
路
交
通
騒
音
の
大
き

さ
に
つ
い
て
、
測
定
値
、
計
算
値
と
も
夜
間
に
お
い
て
卸

ホ
ン

(即
)
以
上
か
ら
、
新
環
境
基
準
に
お
け
る
幹
線
道

路
を
担
う
道
路
に
近
接
す
る
空
間
に
お
け
る
指
針
値
を
採

用
し
、
測
定
値
、
計
算
値
と
も
夜
間
に
お
い
て
鋳
デ
シ
ベ

ル

(蜘
)
以
上
又
は
昼
間
に
お
い
て
70
デ
シ
ベ
ル

(増
)

以
上
と
し
た
。

ま
た
、
高
速
自
動
車
国
道
等
に
係
る
防
音
工
事
助
成
に

つ
い
て
も
、
道
路
交
通
騒
音
の
大
き
さ
に
つ
い
て
、
測
定

値
、
計
算
値
と
も
夜
間
に
お
い
て
60
ホ
ン

(即
)
以
上
か

ら
、
測
定
値
、
計
算
値
と
も
夜
間
に
お
い
て
65
デ
シ
ベ
ル

(蜘
)
以
上
と
し
た
o

困
蜘

(等
価
騒
音
レ
ベ
ル
)
"
観
測
時
間
の
騒
音
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
平
均
。

間
欠
的
な
騒
音
も
含
め
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
環
境
騒
音
に

対
す
る
住
民
と
の
対
応
が
即
に
比
べ
て
良
好
。
国
際
的
に
採
用
さ

れ
て
い
る
。

即

(中
央
値
)
=
一
定
の
時
間
間
隔
で
読
み
と
っ
た
騒
音
レ
ベ
ル
を

順
番
に
並
べ
た
時
の
中
央
の
値
。
突
発
的
に
大
き
な
音
が
生
じ
て

も
観
測
時
間
に
対
し
て
短
け
れ
ば
反
映
さ
れ
に
く
い
。

の
》
高
騒
音
地
域
に
お
け
る
防
音
工
事
ゾ助
成
の
薄
"入

新
環
境
基
準
で
は
、
夜
間
の
騒
音
レ
ベ
ル
が
現
行
の
要

請
限
度
の
値
に
相
当
す
る
73
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
る
住
居
が

存
す
る
地
域

(高
騒
音
地
域
)
に
つ
い
て
は
、
騒
音
対
策

を
優
先
的
に
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
道
路
交
通
騒
音
の
大
き
さ
が
、
測
定

値
、
計
算
値
と
も
夜
間
に
お
い
て
73
デ
シ
ベ
ル

(蜘
)
以

上
で
あ
る
よ
う
な
高
騒
音
地
域
で
あ
る
直
轄
国
道
の
沿
道

に
存
す
る
住
宅
に
つ
い
て
は
、
沿
道
地
区
整
備
計
画
が
策

定
さ
れ
て
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
沿
道
整
備
道
路
の
指

定
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ

の
一
部
を
助
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
(こ
れ

は
、
通
達
Q
道
路
交
通
騒
音
の
著
し
い
幹
線
道
路
に
係
る

沿
道
整
備
の
推
進
に
つ
い
て
｣)
に
よ
る
防
音
工
事
助
成
で

あ
っ
て
、
沿
道
法
に
基
づ
く
防
音
工
事
助
成
で
は
な
い
。)

な
お
、
助
成
対
象
と
な
る
住
宅
は
、
沿
道
整
備
道
路
の

指
定
が
な
さ
れ
た
日
に
現
に
居
住
の
用
に
供
し
て
い
る
こ

と
を
要
し
、
助
成
額
等
に
つ
い
て
は
、
防
音
工
事
等
助
成

要
綱
が
準
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
o

③

住
宅
の
建
替
時
に
お
け
る
防
音
工
事
助
成

所
有
者
等
が
防
音
工
事
を
必
要
と
し
て
い
る
住
宅
を
建

替
え
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
、
沿
道
法
第
一
三
条

第
二
項
の
除
却
助
成
に
よ
る
助
成
に
よ
る
こ
と
と
な
る
が
、

こ
れ
は
、
住
宅
が
老
朽
化
し
て
い
る
場
合
等
に
限
ら
れ
る

た
め
、
住
宅
を
建
替
え
よ
う
と
す
る
者
の
多
く
は
対
象
と

な
ら
ず
、
沿
道
整
備
制
度
の
適
用
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
沿
道
整
備
制
度
の
適
用
を
円
滑
に
推
進
す
る

た
め
、
防
音
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
住
宅
を
建
替
え
る
場

合
に
は
、
防
音
工
事
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
助
成
額
を

限
度
額
に
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
で
き
る
こ
と
と
し

た
。



五

運
用
に
あ
を
つ
て
の
留
意
点
に
つ
い
て

0

道
路
交
通
騒
音
の
測
定
方
法
に
つ
い
て

①

測
定
位
置

環
境
庁
の
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
原
則
と

し
て
、
道
路
交
通
騒
音
の
測
定
位
置
は
、
最
も
沿
道

整
備
道
路
に
近
い
窓
か
ら
外
側
-
-
二
m
の
場
所
と

し
、
測
定
点
の
高
さ
は
各
階
ご
と
に
床
面
上
一
･
二

m
の
高
さ
と
す
る
。

②

測
定
方
法

測
定
値
の
算
出
は
、
日
本
工
業
規
格
Z
8
7
3
1

に
基
づ
く
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
の
算
出
方
法
に
よ
り
行

　　　　

③

測
定
時
間

従
来
、
騒
音
の
測
定
は
夜
間
の
一
時
間

(運
用
上
、

最
も
騒
音
が
高
い
と
思
わ
れ
る
一
時
間
を
測
定
)
に

三
回
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
は
、
夜

間
又
は
昼
間
の
全
時
間

(夜
間
…
八
時
間
、
昼
間
…

一
六
時
間
)
に
つ
い
て
測
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
騒
音
の
測
定
に
つ
い
て
、
旧
環
境
基
準

が
、
な
る
べ
く
そ
の
地
点
の
騒
音
を
代
表
す
る
と
思

わ
れ
る
時
刻
ま
た
は
騒
音
に
係
る
問
題
を
生
じ
易
い

時
刻
を
選
ぶ
も
の
と
し
て
お
り
、
特
に
道
路
に
面
す

る
地
域
に
つ
い
て
は
、
夜
間
に
つ
い
て
二
回
以
上
測

定
し
、
特
に
覚
醒
及
び
就
眠
の
時
刻
に
注
目
し
て
測

定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
新
環
境
基

準
で
は
、
時
間
の
区
分
ご
と
の
全
時
間
を
通
じ
た
等

高
騒
音
地
域
に
お
け
る
防
音
工
事
助
成
に
お
け
る
助
成

価
騒
音
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
評
価
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

額
等
に
つ
い
て
は
、
防
音
工
事
等
助
成
要
綱
が
準
用
さ
れ

た
め
で
あ
る
。

る
が
、
沿
道
地
区
整
備
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、

な
お
、
こ
の
場
合
、
実
際
の
測
定
は
、
一
時
間
に

建
築
基
準
法
第
六
八
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
条
例
は
制

つ
き
一
〇
分
以
上
の
測
定
を
、
夜
間
に
お
い
て
は
八

定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
防
音
工
事
助
成

回
、
昼
間
に
お
い
て
は
一
六
回
行
う
と
い
う
方
法
も

の
対
象
と
な
る
改
良
工
事
の
範
囲
は
、
条
例
を
制
定
す
る

可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
一
時

際
の
基
準
で
あ
る
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
三
六
条
の
二

間
毎
の
測
定
時
間
は
、
総
測
定
時
間
に
お
け
る
交
通

の
二
第
一
項
第
一
五
号
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
た
め
の

量
が
二
〇
〇
台
以
上
と
な
る
よ
う
定
め
る
必
要
が
あ

工
事
で
あ
る
と
運
用
し
て
差
し
支
え
な
い
。

な
お
、
こ
の
場
合
、
実
際
の
測
定
は
、
一
時
間
に

つ
き
一
〇
分
以
上
の
測
定
を
、
夜
間
に
お
い
て
は
八

回
、
昼
間
に
お
い
て
は
一
六
回
行
う
と
い
う
方
法
も

可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
一
時

間
毎
の
測
定
時
間
は
、
総
測
定
時
間
に
お
け
る
交
通

量
が
二
0
0
台
以
上
と
な
る
よ
う
定
め
る
必
要
が
あ

る
･0

④

反
射
音
の
影
響
の
補
正

防
音
工
事
助
成
の
た
め
の
道
路
交
通
騒
音
の
測
定

は
、最
も
沿
道
整
備
道
路
に
近
い
窓
か
ら
外
側
-
-
二

m
の
場
所
で
行
う
た
め
、
反
射
音
の
影
響
が
生
じ
、

実
測
値
を
適
正
に
補
正
す
る
必
要
が
あ
る
。

補
正
の
方
法
は
、
当
分
の
間
、
環
境
庁
の
評
価
マ

ニ
ュ
ア
ル
に
従
い
、
建
物
の
外
壁
面
と
道
路
の
車
線

の
な
す
角
度
が
二
〇
度
以
下
で
あ
り
遮
蔽
物
が
な
い

場
合
に
お
い
て
、
測
定
値
を
2
デ
シ
ベ
ル
減
じ
る
こ

と
に
よ
り
行
わ
れ
た
い
。
(そ
れ
以
外
の
場
合
は
補
正

を
行
わ
な
い
。
)

②

道
路
交
通
騒
音
の
計
算
方
法
に
つ
い
て

道
路
交
通
騒
音
の
計
算
方
法
は
、
彌
日
本
音
響
学
会
の

>
①
]
g
O
Q
①
-
怒
涛
の
予
測
計
算
法
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す

る
･0③

高
騒
音
地
域
に
お
け
る
防
音
工
事
助
成
に
つ
い
て

六

新
要
綱
の
適
用
に
つ
い
て

新
要
綱
は
、
平
成
一
一
年
七
月
一
日
以
降
に
道
路
管
理

者
に
対
し
て
助
成
の
申
し
出
を
行
っ
た
も
の
か
ら
適
用
す

る
。
こ
の
場
合
、
助
成
の
申
し
出
を
行
っ
た
時
点
と
は
、

騒
音
調
査
の
申
請
を
行
っ
た
時
点
と
す
る
こ
と
が
適
当
で

あ
ノる
。



参

考
｢道
路
交
通
騒
音
の
著
し
い
幹
線
道
路
に
係
る

沿
道
整
備
の
推
進
に
つ
い
て
｣
(抄
)

(瀞鰔降箒誹靴期し饑御拗鰤堝麟拂剱P““--、)

防
音
工
事
助
成
の
適
切
な
実
施
に
つ
い
て

騒
音
に
係
る
環
境
基
準
に
関
し
て
は
、
自
動
車
単
体
対
策
と
並
行
し

て
、
道
路
構
造
対
策
、
交
通
流
対
策
な
ど
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
屋

外
の
環
境
基
準
の
達
成
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
が
、
地
域
の
状
況
に
よ

り
屋
外
の
騒
音
低
減
対
策
の
み
で
は
早
期
に
十
分
な
改
善
を
図
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
と
考
え
ま
ら
れ
る
場
合
に
は
、
屋
内
騒
音
基
準
が
新
た

に
導
入
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
必
要
に
応
じ
、
住
宅
の
防
音
工

事
を
適
切
に
実
施
し
て
屋
内
騒
音
基
準
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

一

一
般
道
路
に
お
け
る
住
宅
の
防
音
工
事
助
成
の
活
用

沿
道
法
第
一
三
条
第
一
項
に
基
づ
く
防
音
工
事
助
成
及
び
同
条
第
二

項
に
基
づ
く
移
転
･除
却
助
成
に
つ
い
て
は
、
｢防
音
工
事
助
成
要
綱
に

つ
い
て
｣
(昭
和
五
六
年
四
月
二
日
付
け
建
設
省
道
路
局
長
通
達
)
(以

下

｢要
綱
｣
と
い
う
。)
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

今
般
、
適
用
対
象
の
拡
大
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
道
路
交
通
騒
音
に
係
る

防
音
工
事
助
成
の
要
件
を
幹
線
道
路
近
接
空
間
の
環
境
基
準
に
合
わ
せ

る
内
容
の
改
正

(平
成
一
一
七
月
一
日
改
正
)
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
、

今
後
、
環
境
基
準
を
超
え
る
既
設
道
路
に
お
い
て
は
、
本
要
綱
に
基
づ

き
適
切
に
防
音
工
事
助
成
を
活
用
す
る
こ
と
。

ま
た
、
環
境
基
準
に
お
い
て
、
夜
間
の
騒
音
レ
ベ
ル
が
現
行
の
要
請

限
度
の
値
に
相
当
す
る
73
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
る
居
住
等
が
存
す
る
地
域

(以
下

｢高
騒
音
地
域
｣
と
い
う
。)
に
対
し
て
は
、
騒
音
対
策
を
優
先

的
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
高
騒

音
地
域
の
直
轄
国
道
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
住

宅
の
所
有
者
又
は
当
該
住
宅
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る

者

(以
下

｢所
有
者
等
｣
と
い
う
。)
か
ら
当
該
住
宅
に
つ
い
て
防
音
化

を
行
う
こ
と
に
関
し
て
道
路
管
理
者
に
対
し
助
成
の
申
出
が
あ
っ
た
と

き
は
、
未
だ
沿
道
地
区
計
画
の
策
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
こ

と
。
な
お
、
防
音
工
事
助
成
の
助
成
額
等
に
つ
い
て
は
、
要
綱
を
準
用

す
る
こ
と
。

の

沿
道
整
備
道
路
の
指
定
が
な
さ
れ
た
直
轄
国
道
の
沿
道
に
存
し
、

指
定
が
な
さ
れ
た
日
に
現
に
居
住
の
用
に
供
し
て
い
る
こ
と
。

②

次
に
掲
げ
る
騒
音
の
基
準
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

･
当
該
道
路
の
沿
道
に
障
害
物
が
存
在
し
な
い
と
仮
定
し
た
状
況
の

も
と
で
当
該
道
路
を
自
動
車
が
適
法
に
走
行
し
た
場
合
を
前
提
と

し
て
、
当
該
住
宅
に
係
る
夜
間
の
自
動
車
交
通
騒
音
を
計
算
し
た

値
が
ね
デ
シ
ベ
ル

(A
)
(等
価
騒
音
)
以
上
で
あ
る
こ
と
。

･
当
該
住
宅
に
係
る
夜
間
の
自
動
車
交
通
騒
音
を
実
測
し
た
値
が
ね

デ
シ
ベ
ル

(A
)
(等
価
騒
音
)
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
け
る
住
宅
の
防
音
工
事
助
成
の
活
用

高
速
自
動
車
国
道
等
に
つ
い
て
は
、
｢高
速
自
動
車
国
道
等
の
周
辺
に

お
け
る
自
動
車
交
通
騒
音
に
係
る
障
害
の
防
止
に
つ
い
て
｣
(昭
和
五
一

年
七
月
二
一
日
付
け
建
設
省
都
市
局
長
･
道
路
局
長
通
達
)
に
基
づ
き
、

周
辺
地
域
に
お
け
る
防
音
対
策
を
従
前
に
引
き
続
き
実
施
し
て
い
く
が
、

そ
の
対
象
と
な
る
騒
音
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
、
夜
間
卸
ホ
ン

(中
央

値
)
か
ら
夜
間
伍
デ
シ
ベ
ル
(A
)
(等
価
騒
音
)
に
改
め
た
と
こ
ろ
で

あ
る
こ
と
o

参

考

○
防
音
工
事
助
成
要
綱
に
つ
い
て

(昭
和
五
六
年
四
月
二
三
日
付
け
道
環
発
第
四
号
)
新
旧
対
照
表

(抄
)

(傍
線
部
は
改
正
部
分
)

改

正

案

現

行

別
添

防
音
工
事
等
助
成
要
綱

第
一
条

略

(防
音
工
事
助
成
の
要
件
)

第
二
条

沿
道
整
備
道
路
の
道
路
管
理
者

(以
下
こ
の
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て

｢道
路
管
理
者
｣
と
い
う
。)
は
、

次
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
法
第
一
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
住
宅
の
所
有
者
又
は
当
該
住
宅
に
関
す
る

所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
者
次
条
第
二
項
に
お
い
て
｢所
有
者
等
｣
と
い
う
。)
が
当
該
住
宅
に
つ
い
て
防
音

上
有
効
な
構
造
と
す
る
た
め
に
行
う
工
事
に
関
し
、
道
路
管
理
者
に
対
し
助
成
の
申
出
を
し
た
と
き
は
、
予
算
の

範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の
と
す
る
。

別
添

防
音
工
事
等
助
成
要
綱

第
一
条

略

(防
音
工
事
助
成
の
要
件
)

第
二
条

沿
道
整
備
道
路
の
道
路
管
理
者

(以
下
こ
の
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て

｢道
路
管
理
者
｣
と
い
う
。)
は
、

次
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
法
第
一
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
住
宅
の
所
有
者
又
は
当
該
住
宅
に
関
す
る

所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
者
が
当
該
住
宅
に
つ
い
て
防
音
上
有
効
な
構
造
と
す
る
た
め
に
行
う
工
事
に
関
し
、

道
路
管
理
者
に
対
し
助
成
の
申
出
を
し
た
と
き
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る

も
の
と
す
る
。



一
別
に
定
め
る
測
定
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
夜
間
の
道
路
交
通
騒
音
の
大
き
さ
が
六
十
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
又
は

昼
間
の
道
路
交
通
騒
音
の
大
き
さ
が
七
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
別
に
定
め
る
計
算
方
法
に
よ
り
計

算
し
た
夜
間
の
沿
道
整
備
道
路
の
道
路
交
通
騒
音
の
大
き
さ
が
六
十
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
又
は
昼
間
の
沿
道
整
備

道
路
の
道
路
交
通
騒
音
の
大
き
さ
が
七
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
居
室
を
有
す
る
こ
と
。

二
･
三

略

(防
音
工
事
助
成
の
対
象
)

第
三
条

防
音
工
事
助
成
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
前
条
第
一
号
の
居
室
で
条
例
に
よ
る
建
築
物
の
構

造
に
関
す
る
防
音
上
必
要
な
制
限
の
内
容
に
適
合
し
て
い
な
い
も
の
を
当
該
制
限
の
内
容
に
適
合
す
る
も
の
と
す

る
た
め
の
改
良
工
事

(冷
房
設
備
及
び
換
気
設
備
設
置
工
事
等
を
含
む
も
の
と
し
、
屋
根
に
係
る
工
事
を
除
く
。)

を
対
象
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
住
宅
に
居
住
す
る
者
の
人
数
に
応
じ
て
別
表
第
一
に
定
め
る
定
数

並
び
に
当
該
改
良
工
事
に
係
る
居
室
の
室
数

(住
宅
に
居
住
す
る
者
の
人
数
に
応
じ
て
別
表
第
一
に
定
め
る
室
数

を
限
度
と
す
る
。
｢以
下
次
条
に
お
い
て

｢対
象
室
数
｣
と
い
う
。)
に
応
じ
て
別
表
第
二
に
定
め
る
冷
房
設
備
及

び
換
気
設
備
の
基
数
を
限
度
と
す
る
も
の
と
す
る
。

2

所
有
者
等
が
前
項
の
改
良
工
事
に
代
え
て
前
条
の
特
定
住
宅
を
建
て
替
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
防
音
工
事
助

成
は
、
前
条
の
特
定
住
宅
を
法
第
一
三
条
第
一
項
の
制
限
の
内
容
に
適
合
す
る
よ
う
に
建
て
替
え
る
工
事
を
対
象

と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

(防
音
工
事
助
成
の
額
)

第
四
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
防
音
工
事
助
成
の
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
防
音
工
事
助
成
の
対
象
と
な

る
改
良
工
事
に
要
し
た
費
用
の
額

(住
宅
の
構
造
及
び
対
象
室
数
に
応
じ
て
別
表
第
三
に
定
め
る
限
度
額
を
限
度

と
す
る
。)
に
四
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

2

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
防
音
工
事
助
成
の
額
は
、
同
項
の
特
定
住
宅
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る

改
良
工
事
を
行
う
も
の
と
し
た
場
合
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
助
成
す
べ
き
額
と
す
る
。

第
五
条
ー
第
七
条

略

一
別
に
定
め
る
測
定
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
夜
間
の
道
路
交
通
騒
音
の
大
き
さ
が
六
十
ホ
ン
以
上
で
あ
り
、
か

つ
、
別
に
定
め
る
計
算
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
夜
間
の
沿
道
整
備
道
路
の
道
路
交
通
騒
音
の
大
き
さ
が
六
十
ホ

ン
以
上
で
あ
る
居
室
を
有
す
る
こ
と
。

二
･
三

略

(防
音
工
事
助
成
の
対
象
)

第
三
条

防
音
工
事
助
成
は
、
前
条
第
一
号
の
居
室
で
条
例
に
よ
る
建
築
物
の
構
造
に
関
す
る
防
音
上
必
要
な
制
限

の
内
容
に
適
合
し
て
い
な
い
も
の
を
当
該
制
限
の
内
容
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
た
め
の
改
良
工
事

(冷
房
設
備

及
び
換
気
設
備
設
置
工
事
等
を
含
む
も
の
と
し
、
屋
根
に
係
る
工
事
を
除
く
。)
を
対
象
と
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
住
宅
に
居
住
す
る
者
の
人
数
に
応
じ
て
別
表
第
一
に
定
め
る
定
数
並
び
に
当
該
改
良
工
事
に
係
る

居
室
の
室
数

(住
宅
に
居
住
す
る
者
の
人
数
に
応
じ
て
別
表
第
一
に
定
め
る
室
数
を
限
度
と
す
る
。
以
下
次
条
に

お
い
て
｢対
象
室
数
｣
と
い
う
。)
に
応
じ
て
別
表
第
二
に
定
め
る
冷
房
設
備
及
び
換
気
設
備
の
基
数
を
限
度
と
す

る
も
の
と
す
る
。

(防
音
工
事
助
成
の
額
)

第
四
条

防
音
工
事
助
成
の
額
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
防
音
工
事
助
成
の
対
象
と
な
る
改
良
工
事
に
要
し
た
費
用

の
額

(住
宅
の
構
造
及
び
対
象
室
数
に
応
じ
て
別
表
第
三
に
定
め
る
限
度
額
を
限
度
と
す
る
。)
に
四
分
の
三
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
五
条
ー
第
七
条

略
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道
路
占
用
許
可
申
請
瓣
統
の
電
子
化
シ
ス
テ
ム
の

パ
イ
ロ
ッ
ト
運
用
の
開
始
に
つ
い
て

古
橋

季

良

一

パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
の
概
要

パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し

て
占
用
事
業
者
に
よ
る
道
路
占
用
許
可
申
請
書
及
び
そ
の

添
付
図
書
の
作
成
･
送
信
か
ら
道
路
管
理
者
の
許
可
審
査
、

電
子
決
裁
、
許
可
書
の
作
成
･
送
信
、
工
事
の
着
手
届
出
、

完
了
届
出
ま
で
の
一
連
の
業
務
を
支
援
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
す

(図
1

･
2
)。

さ
ら
に
、
書
類
に
不
備
が
あ
っ
た
場
合
の
道
路
管
理
者

か
ら
占
用
事
業
者
へ
の
補
正
の
指
示
、
補
正
を
行
っ
た
書

類
の
占
用
事
業
者
か
ら
道
路
管
理
者
へ
の
提
出
も
本
シ
ス

テ
ム
に
よ
り
行
え
ま
す

(図
3
)
。

ま
た
、
占
用
事
業
者
、
道
路
管
理
者
双
方
と
も
、
申
請

の
処
理
状
況

(審
査
中
、
補
正
中
、
許
可
済
、
着
手
済
、

完
了
な
ど
)
と
補
正
に
要
し
た
日
数
を
除
く
処
理
経
過
日

は
じ
め
に

従
来
、
道
路
に
電
線
、
ガ
ス
管
、
電
柱
な
ど
を
設
置
す

る
場
合
、
事
業
者
は
、
道
路
占
用
許
可
申
請
書
の
提
出
、

許
可
書
の
受
領
、
工
事
の
着
手
･
完
了
の
届
出
ま
で
最
低

四
回
は
道
路
管
理
者
の
窓
口
に
直
接
足
を
運
ぶ
必
要
が
あ

り
ま
し
た
。

ま
た
、
道
路
管
理
者
は
、
行
政
手
続
法
第
六
条
に
規
定

す
る
申
請
か
ら
許
可
ま
で
の
標
準
処
理
期
間
内
で
の
処
理

を
行
う
た
め
に
も
、
事
務
手
続
の
効
率
化
が
必
要
と
な
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
建
設
省
で
は
、
平
成
三

年

三
月
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
、
学
識
経
験
者
、
占
用
事
業

者
、
道
路
管
理
者
な
ど
の
関
係
機
関
の
代
表
か
ら
構
成
さ

れ
る

｢道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
の
電
子
化
研
究
会
｣
の

中
間
報
告
住
偉
□
べ
き
〕
"〆"
･B
o
o
熊
o
･き
ご
o
"
A
ご
o
鈍
島

沼
口
"
□
＼日
△突
け
[B
ご
(道
路
行
政
セ
ミ
ナ
i
4
月
号
で

建
設
省
道
路
局
瀬
之
口
建
設
専
門
官
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
)
を
受
け
て
、
近
年
の
情
報
通
信
技
術
の
飛
躍
的
な
発

展
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
紙
で
行
っ
て
き
た
手
続
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
画
面
で
処
理

で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
開
発
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

近
畿
地
方
建
設
局
で
は
、
そ
の
具
体
化
の
た
め
、
平
成

三

年
四
月
よ
り
運
用
の
た
め
の
分
科
会
を
設
置
し
て
検

討
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
一
〇
月
よ
り
奈
良
国
道

工
事
事
務
所
管
内
で
試
行
的
に
運
用
を
開
始
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
概
要
及
び
検
討
内
容
に
つ
い
て
、
紹

介
い
た
し
ま
す
。
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図 1 道路占用許可申請書の入力画面

数
な
ど
を
進
捗
管
理
簿
の
ペ
ー
ジ
で
検
索
で
き
ま
す

(図

4
)
0こ

れ
に
よ
り
、
占
用
事
業
者
は
、
ぺ
i
パ
ー
レ
ス
に
よ

る
申
請
手
続
が
可
能
と
な
る
た
め
、
道
路
管
理
者
の
窓
ロ

へ
の
書
類
の
持
参
が
不
要
と
な
る
と
と
も
に
、
二
四
時
間

い
つ
で
も
申
請
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

一
方
、
道
路
管
理
者
は
、
占
用
料
の
自
動
計
算
が
可
能

と
な
り
、
許
可
書
の
作
成
も
簡
単
に
で
き
る
こ
と
な
ど
の

効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

図
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添付書類の設定画面
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ニ

バ
イ
ロ
ッ
ト
運
用
分
科
会
の
設
立

｢道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
の
電
子
化
研
究
会
｣
に
お

い
て
検
討
さ
れ
た
、
道
路
占
用
許
可
申
請
に
関
す
る
手
続

の
電
子
化
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
①
現
に
紙
で
行
っ
て

い
る
手
続
全
て
を
そ
の
ま
ま
シ
ス
テ
ム
化
す
る
の
か
②
申

請
に
必
要
と
す
る
添
付
図
書
の
う
ち
省
略
で
き
る
も
の
は

な
い
か
③
添
付
図
書
は
、
占
用
事
業
者
が
作
成
す
る
設
計

図
を
そ
の
ま
ま
使
用
で
き
る
か
④
シ
ス
テ
ム
の
構
成
は
ど

う
す
る
の
か
等
に
つ
き
個
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま

し
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
具
体
に
解
決
す
る
た
め
、

平
成
一
一
年
四
月
近
畿
地
方
建
設
局
及
び
実
際
パ
イ
ロ
ッ

ト
を
運
用
す
る
奈
良
国
道
工
事
事
務
所
、
関
係
道
路
管
理

者
と
し
て
奈
良
県
、
奈
良
市
、
交
通
管
理
者
と
し
て
奈
良

県
警
察
本
部
、
占
用
事
業
者
と
し
て
西
日
本
電
信
電
話
㈱
、

関
西
電
力
㈱
、
大
阪
ガ
ス
㈱
か
ら
構
成
さ
れ
る

｢パ
イ
ロ

ッ
ト
運
用
分
科
会
｣
を
設
立
し
、
現
在
ま
で
鋭
意
討
論
を

お
こ
な
っ
て
き
ま
し
た
。

三

運
用
分
科
会
で
の
検
討
結
果

の

申
請
添
付
図
書
の
簡
素
化
、
標
準
化

運
用
分
科
会
で
は
、
申
請
添
付
図
書
一
つ
ひ
と
つ
に
つ

い
て
、
そ
の
必
要
性
及
び
シ
ス
テ
ム
的
に
は
図
面
に
つ
い

て
も
、
別
の
方
法
で
代
替
で
き
な
い
か
を
検
討
し
、
ま
た

建
設
省
及
び
他
の
地
方
建
設
局
間
と
の
調
整
も
行
い
、
事

務
手
続
の
簡
素
化
、
標
準
化
案
を
作
成
し
ま
し
た
。

内
容
と
し
て
は
、
表
1

(次
ペ
ー
ジ
)
の
と
お
り
、
道

路
占
用
許
可
申
請
で
処
理
す
る
工
事
の
種
類
及
び
添
付
図

書
を
明
確
に
し
ま
し
た
。

ま
た
、
横
断
面
図
、
縦
断
面
図
、
構
造
図
な
ど
は
掘
削

が
伴
わ
な
い
工
事
の
添
付
図
書
と
し
て
は
不
要
と
し
、
他

の
行
政
庁
の
許
可
書
の
写
し
、
復
旧
工
法
図
、
写
真
、
他

の
管
理
者
と
の
協
議
結
果
、
掘
削
面
積
図
な
ど
は
ほ
ぼ
全

て
の
申
請
時
に
不
要
と
し
て
い
ま
す
。

道
路
法
施
行
令
第
八
条
に
該
当
す
る
軽
易
な
工
事
に
つ

い
て
も
、
届
出
の
様
式
を
定
め
、
添
付
図
書
は
位
置
図
の

み
と
し
て
い
ま
す
。

②

図
面
の
作
成
方
法

通
常
、
紙
で
申
請
す
る
場
合
の
添
付
図
書
の
サ
イ
ズ
は
、

A
2
あ
る
い
は
A
1
が
大
多
数
で
あ
り
、
ス
キ
ャ
ナ
ー
に

よ
り
本
シ
ス
テ
ム
に
同
じ
サ
イ
ズ
で
取
り
込
む
た
め
に
は
、

多
額
の
設
備
負
担
が
生
じ
ま
す
。

従

っ
て
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
で
は
、
機
器
価
格
等

を
考
慮
し
て
図
面
サ
イ
ズ
は
、
A
4
と
し
、
そ
の
た
め
に

は
ど
の
よ
う
な
問
題
点
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

を
議
論
し
て
き
ま
し
た
。

最
終
的
に
は
、
申
請
添
付
図
書
の
基
礎
と
な
る
設
計
図

を
A
3
と
し
、
A
4
に
縮
小
し
て
ス
キ
ャ
ナ
ー
で
取
り
込

む
こ
と
、
縮
小
を
前
提
と
し
て
占
用
数
量
等
の
文
字
は
大

き
く
、
太
く
し
、
占
用
位
置
も
見
や
す
く
す
る
こ
と
で
解

決
を
図
る
こ
と
と
し
ま
し
た

(表
2
)。

表 2 設計図と電子申請に係る図面との比較

項目 設計図 (現状中読図) 電子申請に係る図面 移行における問題点 解決策

サイズ

部分的な工事の場合A 3もある
が、通常A 2あるいはA 1が多い。

スキャナー等の制約から
A4としている。

枚
で
一
ぎ

2
面
同
繋

4
図

、
、

･
の
た
合

o

3
さ
ま
場
る

A
き

o
る
あ

も
大
る
れ
が

て
の
な
さ
要

し
上
と
割
必

一
以
数
分
る

ピ
れ
枚
が
す

コ
そ
の
面
慮

ま

、り
図
考

ま
り
な
の
を

の
な
か
類
分

そ
に
は
種
部

外

oズ

以
ず
イ

の
ら
サ

も
減
の

る
を
面

竣盤
饅
衞
熟
し

せ
を
ま
い

‐
%
れ
ま

な
コ
や
嘱

的
小
し
釛

分
縮
小
A

部
は
結
ば

面
類

図
種

、合
ま
企

図
場
に
メ

面
の
枚
い

平
葉
1
多

、別
は
が

合
に
外
合

場
別
以
場
)

い
類
れ
る
る

長
種
そ
い
な

が
ど

、て
異

長
な
が
れ
り

延
図
い
ら
よ

事
面
多
め
に

工
断
が
と
業

図両種類毎に図面を取り
込む方法としている。

全てが1枚の場合
、種類毎に分けて

コピーする必要がある。

設計図を図面種類毎に分割して作成
する。

盤
図
る
面
る

、あ
図
か

は
が
は
わ

て
合
い
が

い
場
る
ぎ

つ
る
あ
繋

に
た
線
の

0

事
わ
続
後
る

工
に
接
前
い

の
枚
は
り
て

離
数
で
よ
し

距
夜
図
に
に

当
が
面
号
う

相
面
平
番
よ

スキャナーでそのまま
みとれば左と状況は同

場遼丸要榊絲
A
続糯孃腿設

合
い
線

る
続

あ
接

を
助

け
笏

Aを′んサ計
A
入

設
は
を

文字 通常の文字の大きさは10.5
ポイ

ント程度が多い。

拡大は可能である。 文hソこ
ん

小
な

続
く、./、･

が
に

る
見傍

役醸造枢癪
拡
字

を小縮は
0

婢%
る
(、

係
き轍欽緻伏

･占
し

に
慮

特
考

色
た
多

る
が

す
合蟻や兄

色
を
者

ど
で

な
･ど櫻用赤

o

占
め
い

容量を押さえるため白黒
で対応。

わて蜆癪
0

古
【る貎

銹
す
く

黒
り

日
か

をず嫌を継古【
縮尺 知れ

閖
概

し
餓

く
れ

の
顔

為
図
1
面

隊
断
を

図
く
あ

而
多
で

平
が
ど

･え
仏ン

行
わ

に
だ

由
こ

目
は

が
に鰍、め

0

大
た
い

拡
る
な

な
字魯微

っ
安

入
目

が
て

字
て

数
あ

ぱ
を

･虜増1
ル

あ
一

が
ケ

0

示
ス
る

表
も
か

縮尺
化
鰯

もてれ繊鮨雌壤靴
イ6 道々テセ 99.10



表 1 申請添付図書一覧表(1号、 2号物件)(案)

種類 添付図書等 fモ轡措置等
道路占用許可申請 届出書

電線の
添 架

横 断
電 線

電柱の 引込み
管、線

歩道開
削管路

車道開
削管路

小ロ径
推 進

中大口径推進
ン ー ル ド

共 同
収 容

出来高
変 更

工 期
延 期

権 利
譲 渡 更 新撤 去 占用物件

の 保 守
占用物件の
軽易な変更

申

請

･

届

出

申請書、届出書 O O O O O O O O O O O O O O O O
申請理由書 申請書の占用目的欄に記載
数量内訳書 申請書の占用物件欄に記載
位置図 地理院数値地図利用 O O O O O O O O O O O O 0 ※ O O O

平面図 略図で対応可○、それ以外◎ O O O O ◎ ◎ ◎ ◎ O 変更図書
のみ必要

◎※ O

横断面図 O O O O O 変更図書
のみ必要

○標準
断面※ O

縦断面図 O O O O
変更図書
のみ必要

構造図
規格を記号化し~ 一括承認する
(マンホール等) O O O O

交通規制図
パターン図可○、道路使用提出
図面と同一のもの使用◎

O O O O ◎ ◎ ◎ ◎ O O

他行政庁の許可の写し
特殊な場合、申請書備考欄に記
載(通常は不要)

掘削面積図 不要

復旧工法図 型名もしくは出張所長による指
示とし、申請書記載のみで可

現況写真 パトロール時等に確認

他の管理者との協議結果
道調会提出工事については不要
(道湖番号記載)

構造計算書 特殊な場合以外不要
承諾書、契約書等 必要な場合、申請書備考に内容記載

着
手

着手に係る内容の通知 O O O O O O O O
道路使用許可書写し 使用許可に係る番号、条件等通知 ･

施
工
計
画

土留工法図 O O O O
仮設工法図 O O O O
試掘調査図 O

交通規制図
申請時に詳細な図面が提出され
ない場合

O O O O

工事実施工程表 O O O O O
薬注計画書 地盤改良含み、施工する場合のみ O O O O

復旧面
積立会

復旧面積計算書 不要

了

完了に係る内容の通知 O O O O O O O O

写真
立坑を通路区域内に設置する場
合のみ

O O O △ △ O

縦横断測定表 O O
※別途占用位置を記載する図面を備え付け~ 毎年修正 ･補正を行う場。は不要とする



器
類
を
使
用
す
る
も
の
と
し
、
特
殊
な
装
置
は
不
要
と
し

ま
し
た

(図
5
)。

申
請
書
を
作
成
し
、
添
付
図
書
等
の
デ
ー
タ
を

申
請
受
付
サ
i
バ
に
送
付
し
ま
す
。

O
S
呉
羽
｢B
O
O
者
の読
む
鱒
Z
H
弁
o

C
P
U

…
電
の三
日
日

B
og
囚
N以
上

メ
モ
リ

…
③▲旨
び
浮
の以
上

デ
ィ
ス
ク

…
N
O
け
浮
の
以
上

四

パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
成

パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
で
は
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ビ
ュ

①

占
用
事
業
者

ー
夕
、
ス
キ
ャ
ナ
ー
、
プ
リ
ン
タ
な
ど
は
極
力
既
存
の
機

･
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

｢西自粛罐信電話--一-- - -- -- -
I W indows
:パソコン

、
r l

プリンタ ー

インターネット
撥 通信機器 イメヴスキけす

ー..-.
--...‐‘..--,
,.-
....,
.,..‘,...--
,.-
..‐‘..I...-,
.-....---

-,.-,
...-,...-
.--,
..-.
--...‐....--..--,.....,
-
l
-
-
-
-

- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l
-
-
-
l
-
-
-
l
-
-
-
-
-

｢奈良国道工事章一務所--- -" - -- - -- - -
,

l 申語データ保管サーバ
W m d黛s
NT SeN er

r近畿地藷建設局一 --- -- - -- --
W md硼 ;
NT S9N er l

-

タ

ト
-

r

ン

キ

“
舞

-

　

　
　

　

　

イ
.

/′

W

-

-

画
面
解
像
度
…
g
o
×
の
o
o
続
く
の
ど

･
ス
キ
ャ
ナ
ー

′
●

…

響

申請受付サーバ

申
請
書
に
添
付
す
る
図
面
を
イ
メ
ー
ジ
デ
ー
タ

珍
…

と
し
て
取
り
込
み
ま
戒

W
バ

-

三

インターネット

　
　

　
　
　
　

-

…近

A
4
対
応
、
モ
ノ
ク
ロ
、
8
0□
℃
[、
制
御
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
添
付

翳
…

･
フ
リ
ン
タ

プ

-

A
4
対
応
、
モ
ノ
ク
ロ
、
ド
ラ
イ
バ
添
付

r
-
I
I
I
-
-
-
I
-
-
l

建設省 u、N

-

･
通
信
機
器

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
可
能
な
環
境

･
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア

申
請
書
デ
ー
タ
の
作
成
を
支
援
す
る
た
め
の
ソ

フ
ト
ウ
エ
ア
で
す
。

パイロットシステムの構成

｢関西電-万 - - - - - - - - - - - - - -
,

イメダ驚け‐ 通信機器 ;

｢大阪葱ス
- … - - - - - - - - - - - -

　　 　
作-ッ･スキャナ‐ 通信籤器 -

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ブ
ラ
ウ
ザ

(無
償
)

-
シ

>
R
8
脾

刃
の乱
伐

(無
償
)

ソ

国
土
地
理
院
の
数
値
地
図
2
5
0
0
0
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‐
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箋
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②

道
路
管
理
者

m
ソ

-
“

･
申
請
受
付
サ
ー
バ

W
バ

-
′

ノ

タ

、
~

ヅ
-

　　

　

　

　
　

　　

　

　
　

　

　　
　

　

　
　

　
　
　

…
図

申
請
者
が
イ
ン
タ
1
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
直
接
ア

省

ク
セ
ス
す
る
"
"
"
サ
ー
バ
で
す
。



申
請
者
が
送
付
す
る
申
請
書
等
の
書
類
を
特
殊

な
形
式
に
変
換
し
、
申
請
デ
ー
タ
保
管
サ
ー
バ
へ

転
送
し
ま
す
。

ま
た
、
申
請
者
は
、
随
時
進
捗
管
理
簿
の
ペ
ー

ジ
で
審
査
状
況
を
確
認
し
、
許
可
書
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

O
S
コ
タ
コ
ロ
Q
O
J名
の
Z
弓
二
心

の
①
H
く
の
尺

C
P
U

"
℃
の三
日
日
]ロ
ム
o
o宝
壘
N
以
上

メ
モ
リ

…
に
のg
甘
言
以
上

デ
ィ
ス
ク

…
の0
げ
浮
の以
上

画
面
解
像
度
"
g
o
x
の
o
o
の
く
Q
e

･
申
請
デ
ー
タ
保
管
サ
ー
バ

申
請
受
付
サ
ー
バ
か
ら
受
け
取
っ
た
デ
ー
タ
を

道
路
管
理
者
内
の
複
数
の
担
当
者
が
ア
ク
セ
ス
す

る
サ
ー
バ
で
す
。

ス
ペ
ッ
ク
は
、
申
請
受
付
サ
ー
バ
と
ほ
ぼ
同
じ
。

但
し
、
デ
ィ
ス
ク

"
5
0
け
浮
の

･
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

申
請
デ
ー
タ
保
管
サ
ー
バ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
申

請
書
の
内
容
や
添
付
図
面
を
閲
覧
し
、
審
査
し
ま

す
。ス

ペ
ッ
ク
は
、
占
用
事
業
者
P
C
と
ほ
ぼ
同
じ
。

但
し
、
画
面
解
像
度
1
0
2
4
×
7
6
8
も
し
く

ま
ぜ
1
▲〔Z
8

0̂
〕
X
1
-̂
U
!̂
】4

･
プ
リ
ン
タ

A
4
対
応
、
モ
ノ
ク
ロ
、
ド
ラ
イ
バ
添
付

･
通
信
機
器

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
可
能
な
環
境

･
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア

申
請
デ
ー
タ
を
閲
覧
し
、
許
可
書
を
作
成
す
る

た
め
の
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
で
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ブ
ラ
ウ
ザ

(無
償
)

　
　
　　
　
　

国
土
地
理
院
の
数
値
地
図
2
5
0
0
0

五

パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
の
フ
ロ
ー

パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
の
具
体
的
処
理
の
フ
ロ
ー
は
図

6
の
と
お
り
で
す
。

①

申
請
書
作
成
･
送
信

事
前
に
ス
キ
ャ
ー
ナ
ー
等
に
よ
り
添
付
図
面
取
り

込
み
を
行
っ
た
う
え
、
申
請
書
記
載
必
要
項
目
を
入

力
し
ま
す
。

そ
の
後
、
申
請
受
付
サ
ー
バ
に
接
続
し
、
上
記
デ

ー
タ
を
送
信
し
ま
す
。

②

申
請
書
受
理

①
で
送
信
さ
れ
た
申
請
書
デ
ー
タ
は
、
申
請
受
付

サ
ー
バ
を
介
し
て
自
動
的
に
道
路
管
理
者
内
に
設
置

す
る
申
請
デ
ー
タ
保
管
サ
ー
バ
に
送
信
さ
れ
、
申
請

書
類
は
自
動
的
に
受
理
さ
れ
ま
す
。

③

審
査
、
占
用
料
計
算

申
請
デ
ー
タ
を
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ

り
ア
ク
セ
ス
し
、
占
用
物
件
内
訳
に
よ
り
占
用
料
を

　　　　　　 　進捗管理

図 6 パイロットシステムの処理フロー

出

願

取

繃
繃

了

エ

　
　

　

　
　

　

　

　
　
　

　
　

　

　

⑤

⑥

⑦

自
動
的
に
計
算
の
う
え
、
電
子
決
裁
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
補
正
の
指
示
を
申
請
者
に

行
え
ま
す
。

④

進
捗
状
況
閲
覧

申
請
者
は
、
随
時
、
道
路
管
理
者
の
処
理
状
況
に

つ
い
て
、
処
理
経
過
期
間
も
含
め
閲
覧
で
き
ま
す
。
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⑤

許
可
書
受
領

許
可
書
は
、
申
請
受
付
サ
ー
バ
か
ら
申
請
者
の
パ

ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
印

刷
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑥

工
事
着
手
届

⑦

工
事
完
了
届

工
事
の
着
手
、
完
了
時
に
必
要
と
な
る
届
出
書
は
、

申
請
書
と
同
様
申
請
受
付
サ
ー
バ
を
介
し
て
送
信
で

き
ま
す
。

⑧

集
計
･
統
計
、
進
捗
管
理

道
路
管
理
者
内
で
占
用
数
量
等
の
集
計
･
統
計
が

可
能
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
許
可
後
に
お
け
る
工
事
の
状
況
や
届
出
の

提
出
の
状
況
な
ど
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

す
。

②

シ
ス
テ
ム
の
利
便
性

従
来
の
紙
に
よ
る
申
請
と
比
較
し
、
利
点
、
欠
点

を
評
価
し
ま
す
。

③

シ
ス
テ
ム
の
安
全
性

情
報
の
漏
洩
、
シ
ス
テ
ム
へ
の
不
正
侵
入
が
防
が

れ
て
い
る
レ
ベ
ル
か
ど
う
か
検
討
し
ま
す
。

④

シ
ス
テ
ム
の
機
能
性

実
業
務
遂
行
に
必
要
な
機
能
が
満
た
さ
れ
て
い
る

か
、
操
作
が
容
易
か
検
証
し
ま
す
。

お
わ
り
に

六

パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
の
運
用
開
始

以
上
の
内
容
に
つ
い
て
、
本
年
一
〇
月
よ
り
三
ヶ
月
間
、

近
畿
地
方
建
設
局
の
奈
良
国
道
工
事
事
務
所
が
管
理
す
る

道
路
に
係
る
西
日
本
電
信
電
話
㈱
、
関
西
電
力
㈱
、
大
阪

ガ
ス
㈱
の
三
占
用
事
業
者
の
道
路
占
用
許
可
申
請
を
パ
イ

ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
運
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

パ
イ
ロ
ッ
ト
運
用
に
よ
り
検
証
す
る
項
目
は
次
の
と
お

り
で
す
。

①

シ
ス
テ
ム
の
運
用
性

実
際
本
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
占
用
許
可
申
請
を
行
っ

た
場
合
、
実
業
務
遂
行
に
支
障
は
な
い
か
検
証
し
ま

本
パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
は
、
運
用
を
通
し
て
得
ら
れ

た
問
題
点
の
検
証
結
果
に
基
づ
き
、
全
国
展
開
が
可
能
と

な
る
よ
う
、
さ
ら
に
検
討
を
進
め
汎
用
性
の
あ
る
シ
ス
テ

ム
と
す
る
予
定
で
す
。

ま
た
、
今
回
の
シ
ス
テ
ム
化
に
当
た
り
検
討
を
行
っ
た

申
請
添
付
図
書
の
簡
素
化
、
標
準
化
等
申
請
負
担
軽
減
の

考
え
方
は
、
シ
ス
テ
ム
導
入
の
有
無
に
係
わ
ら
ず
広
く
適

用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

(近
畿
地
方
建
設
局
道
路
都
路
政
課
長
)
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法
定
外
公
共
物
の
譲
与
に
係
る
地
方
公
共
団
体
か
ら
の

主
な
質
問
◎
意
見
及
び
対
処
方
針
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課

法
定
外
公
共
物
は
、
現
在
国
の
公
共
用
財
産
で
あ
る

が
、
地
域
住
民
の
生
活
に
密
接
に
関
連
し
た
公
共
物
と

し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後

市
町
村
が
自
治
事
務
と
し
て
管
理
す
る
も
の
と
し
、
そ

の
市
町
村
の
管
理
の
十
全
を
期
す
る
た
め
、
法
定
外
公

共
物
に
係
る
国
有
財
産
を
市
町
村
に
譲
与
す
る
こ
と
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

機
能
を
喪
失
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
市
町
村

に
お
い
て
公
共
の
用
に
供
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、

国
有
財
産
を
市
町
村
に
譲
与
す
る
理
由
は
な
い
こ
と
か

ら
、
譲
与
の
期
限
に
お
い
て
、
一
括
し
て
用
途
廃
止
し
、

当
該
普
通
財
産
は
、
国
が
直
接
管
理
を
行
う
こ
と
と
し

て
い
る
。

②

国
県
道
や
河
川
の
照
会
を
行
う
と
き
、
関
連
図
書

前
号
の
地
方
分
権
特
集
に
お
い
て
、
里
道
等
の
法
定
外
公
共
物
の
市
町
村
へ
の
譲
与
に
関
す
る
法
改
正

の
概
要
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
紙
面
の
制
約
も
あ
っ
て
今
後
の
実
施
方
針
等
の
詳
細
に
つ

い
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
後
、
本
件
に
つ
い
て
多
数
の
ご
質
問
を
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
回
は
、
七
月
に
大
蔵
省
、
自
治
省
及
び
建
設
省
が
都
道
府
県
等
に
対
し
て
行
っ
た

三
省
合
同
説
明
会
に
お
い
て
配
布
し
た

｢譲
与
に
係
る
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
主
な
質
問
･
意
見
及
び
対

処
方
針
に
つ
い
て
｣
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

譲
与
財
産
の
特
定
･
申
請
方
法
に
つ
い
て

答

地
方
分
権
推
進
計
画
に
お
い
て
は
、
｢
い
わ
ゆ
る
法
定

外
公
共
物
の
う
ち
、
里
道
、
水
路
と
し
て
現
に
公
共
の

用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
財
産
を

市
町
村
に
譲
与
し
、
機
能
管
理
、
財
産
管
理
と
も
自
治

事
務
と
す
る
も
の
と
し
、
機
能
を
喪
失
し
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
国
に
お
い
て
直
接
管
理
を
行
う
も
の
と

す
る
。｣
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

機
能
喪
失
財
産
に
つ
い
て
も
、
市
町
村
の
自
主
財

源
確
保
に
資
す
る
た
め
、
市
町
村
に
極
力
譲
与
す
る

方
法
を
考
慮
順
い
た
い
。
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の
提
示
と
は
ど
ん
な
も
の
か
。
公
図
や
1
/
2
5
0

0
程
度
の
図
面
が
必
要
な
の
か
。

答

市
町
村
が
土
木
事
務
所
に
提
出
す
る
関
連
図
書
は
、

譲
与
申
請
に
使
用
す
る
も
の
と
同
一
で
あ
る
と
考
え
て

お
り
、
市
町
村
の
事
務
負
担
の
軽
減
を
図
る
見
地
か
ら
、

国
と
し
て
位
置
図
の
添
付
を
求
め
る
こ
と
は
し
な
い
。

た
だ
し
、
位
置
図
を
作
成
す
る
こ
と
が
市
町
村
及
び

都
道
府
県
の
双
方
の
便
宜
に
資
す
る
と
判
断
さ
れ
る
場

合
は
、
両
者
の
合
意
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
の
土
木
事

務
所
の
管
内
図
等
を
活
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
考

･え
る
↓。

答

譲
与
を
行
う
の
は
、
法
の
施
行
日

(平
成
一
二
年
四

月
一
日
)
以
降
と
な
る
が
、
地
方
分
権
推
進
計
画
を
着

実
に
実
施
す
る
た
め
、
各
市
町
村
に
お
い
て
、
法
の
施

行
日
前
か
ら
特
定
の
た
め
の
準
備
作
業
を
始
め
て
も
問

題
は
な
い
も
の
と
思
料
す
る
。

な
お
、
市
町
村
が
行
う
特
定
作
業
の
便
宜
に
資
す
る

た
め
、
今
年
度
中
に
国
に
お
い
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作

成
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
も
参
考
に
さ
れ
た
い
。

④

公
図
と
現
地
の
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
時
の
特
定

の
方
法
は
ど
う
す
る
の
か
。
水
路
が
道
路
に
な
っ
て

い
た
り
、
里
道
が
水
路
敷
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ

る
%

答

譲
与
財
産
の
特
定
は
原
則
と
し
て
公
図
等
の
写
し
を

用
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
公
図
と
現
況
で
多
少
相

違
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
一
の
法
定
外
公
共
物
で
あ

る
こ
と
が
識
別
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
差
し
支

え
な
い
も
の
と
す
る
等
の
弾
力
的
な
運
用
を
考
え
て
い

き
た
い
。
里
道
が
水
路
に
、
ま
た
水
路
が
里
道
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
等
、
譲
与
財
産
の
種
類
は
、
基

本
的
に
現
況
に
よ
り
判
断
す
る
こ
と
が
妥
当
と
思
料
。

ま
た
、
機
能
の
有
無
の
判
断
は
、
市
町
村
の
意
思
を
尊

重
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
地
調
査
の
必
要
性
等
も
、

市
町
村
が
判
断
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
作
業
の
便

宜
に
資
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
づ
く
り
に
お
い
て

も
考
慮
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

答

譲
与
財
産
の
特
定
作
業
に
関
し
て
は
、
国
は
、
市
町

村
の
負
担
を
軽
減
す
べ
く
手
続
を
簡
素
化
し
た
う
え
で
、

最
低
限
の
ル
ー
ル
を
定
め
る
の
み
と
し
、
特
定
作
業
の

具
体
的
進
め
方
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
市
町
村
の

自
主
的
判
断
に
委
ね
た
い
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、

市
町
村
の
作
業
の
便
宜
に
資
す
る
た
め
今
年
度
中
に
国

と
し
て
特
定
作
業
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
こ
と

を
予
定
し
て
い
る
o

答
イ

基
本
的
に
は
通
行
者
の
有
無
、
流
水
の
有
無
等
で

判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
機
能
の
有
無
に

つ
い
て
は
、
公
共
の
用
に
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
判

断
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
一
連
の

里
道
の
う
ち
の
一
部
が
占
有
さ
れ
て
い
る
場
合
、
降

雨
時
に
の
み
流
水
が
あ
る
場
合
、
一
連
の
水
路
の
う

ち
の
一
部
に
流
水
が
な
い
場
合
等
で
あ
っ
て
、
市
町

村
が
里
道
、
水
路
と
し
て
公
共
の
用
に
供
す
る
意
思

が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
譲
与
対
象
と
す
る
こ
と
を
考

え
て
い
る
。

口

機
能
の
有
無
は
、
公
共
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る

③

何
年
度
か
ら
法
定
外
公
共
物
の
特
定
作
業
に
入
る

と
考
え
て
い
る
の
か
明
確
に
し
て
欲
し
い
。

⑤

特
定
作
業
に
つ
い
て
は
業
務
委
託
と
な
る
と
思
わ

れ
る
の
で
、
国
で
全
国
統
一
の
歩
掛
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
作
成
を
願
い
た
い
。

⑥
イ

機
能
の
有
無
判
断

里
道
は
、
通
行
者
で
判
断
す
べ
き
か
。

水
路
は
、
水
の
流
れ
で
判
断
す
べ
き
か
。

ま
た
、
空
間
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
判
断
す
る
の
か
。

市
街
地
や
山
林
な
ど
で
考
え
方
は
違
っ
て
く
る
の

'
o

　
　

口

誰
が
判
断
す
る
の
か
。

市
町
村
職
員
か
。
地
域
住
民

(団
体
の
役
員
)
か



市
町
村
が
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
、

地
域
住
民
等
の
意
見
を
聴
取
す
る
か
否
か
は
市
町
村

で
判
断
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

答

譲
与
財
産
の
特
定
作
業
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
事

務
負
担
の
軽
減
と
時
間
の
短
縮
の
観
点
か
ら
極
力
簡
便

化
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
り
、
で
き
る
限
り
簡
便
な
方

法
で
特
定
で
き
る
よ
う
、
公
図
等
の
写
し
を
用
い
て
特

定
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

有
地
番
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
私
人
等
に
売
却
さ
れ
て

い
る
も
の
も
相
当
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
登
記

簿
等
に
よ
る
所
有
権
の
確
認
は
不
可
欠
で
あ
る
。

答

内
務
省
等
の
名
義
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
も
、
建
設

省
所
管
の
里
道
･
水
路
と
判
断
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
譲
与
の
対
象
と
な
る
。

答

法
律
上
譲
与
で
き
る
の
は
、
法
定
外
公
共
物
の
う
ち
、

現
に
里
道
･
水
路
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
建
設
省
所
管

の
公
共
用
財
産
に
つ
い
て
、
市
町
村
が
引
続
き
里
道
･

水
路
の
用
に
供
す
る
場
合
で
あ
る
。
従
っ
て
、
機
能
の

有
無
の
判
断
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
の
で
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
た
い
。
国
と
し
て
は
極
力
市
町
村
の
判
断
を

尊
重
し
て
参
り
た
い
。

(参
考
)

用
途
廃
止
は
、
一
般
的
に
は
、
国
有
財
産
法
に
基
づ

く
国
の
内
部
手
続
で
あ
り
、
行
政
処
分
で
は
な
い
の
で
、

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
等
の
抗
告
訴
訟

(行
政
事
件
訴

訟
)
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
が
、
昭
和
六
二
年
一
一
月

二
四
日
の
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
、
｢用
途
廃
止
し
た
公

共
用
財
産
が
申
請
人
に
と
っ
て
個
別
具
体
的
な
利
益
を

も
た
ら
し
て
い
て
、
そ
の
用
途
廃
止
に
よ
り
申
請
人
の

生
活
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
い
う
特
段
の
事
情
が

あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
処
分
に
該
当
す
る
。｣と
解
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
法
定
外
公
共
物
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
存
す
る
ケ
ー
ス
は
、
通
常

で
は
考
え
難
く
、
現
在
ま
で
に
、
こ
の
よ
う
な
抗
告
訴

訟
で
の
敗
訴
の
実
績
は
な
い
状
況
で
あ
る
。

仮
に
、
今
回
の
一
括
用
途
廃
止
に
つ
い
て
、
行
政
事

件
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
被
告
は
、
市
町
村

で
は
な
く
、
当
該
用
途
廃
止
の
処
分
庁
で
あ
る
都
道
府

県
知
事
或
い
は
、
機
関
委
任
事
務
廃
止
後
に
は
当
該
処

分
に
係
る
事
務
の
帰
属
す
る
建
設
省

(或
い
は
事
務
継

承
さ
れ
た
国
土
交
通
省
)と
な
る
。
(行
政
事
件
訴
訟
法

第
一
一
条
)
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答

脱
落
地
、
二
線
引
畦
畔
は
、
原
則
大
蔵
省
の
普
通
財

産
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
般
の
譲
与
の
対
象
と
は
な
り

え
な
い
い
。

但
し
、
里
道
･
水
路
と
し
て
、
公
共
の
用
に
供
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
脱
落
財
産
で
あ
っ
て
も
譲
与

対
象
と
考
え
て
も
よ
い
が
、
公
園
等
に
な
い
場
合
は
民

有
地
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
注
意
す
る
必
要
が
あ

る
%

⑪

法
定
道
路
･
河
川
を
譲
与
財
産
か
ら
除
外
す
る
確

⑧

法
定
外
財
産
の
中
に
は
、
名
義
=
内
務
省
、
大
日

本
帝
国
、
官
有
地
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
が
、
そ

の
取
扱
い
は
如
何
に
。

⑦

地
盤
国
有
の
里
道
･
水
路
に
つ
い
て
は
、
無
地
番

の
も
の
と
有
地
番
の
も
の
が
存
在
し
て
お
り
、
有
地

番
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
登
記
簿
を
閲

覧
し
確
認
す
る
こ
と
を
簡
素
化
で
き
な
い
か
。

⑨

行
政
側
だ
け
で
、
機
能
有
無
の
判
断
は
不
可
能
で

あ
る
。
現
状
で
は
、
用
途
廃
止
申
請
に
つ
い
て
は
、

後
日
の
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
、
隣
接
地
所
有
者

や
自
治
会
長
の
同
意
書
の
添
付
を
お
願
い
し
て
い
る

現
状
で
あ
る
。
今
回
の
判
断
に
つ
い
て
そ
れ
を
省
略

す
る
こ
と
は
、
後
々
に
問
題
を
生
じ
る
虞
が
あ
る
し
、

ま
た
逆
に
そ
れ
を
徴
集
す
る
こ
と
も
極
め
て
困
難
で

あ
り
現
実
性
が
な
い
。

⑲

脱
落
財
産

(現
地
に
有
り
、
公
図
に
無
し
)
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
。



認
作
業
に
お
い
て
、
市
町
村
道
、
準
用
河
川
の
市
町

村
内
部
で
の
確
認
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
市
町
村

の
事
務
手
続
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
徹
底
す
る
必
要
が

あ
る
。

答

今
年
度
中
に
作
成
す
る
予
定
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お

い
て
は
、
市
町
村
に
お
い
て
、
市
町
村
が
管
理
す
る
法

定
公
共
物
で
あ
る
市
町
村
道
、
準
用
河
川
を
除
外
す
る

作
業
要
領
も
示
す
こ
と
と
す
る
。

答

市
町
村
の
特
定
作
業
の
便
宜
に
資
す
る
た
め
、
今
年

度
中
に
国
に
お
い
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
こ
と

を
予
定
し
て
い
る
。
な
お
、
具
体
の
特
定
作
業
に
当
た

っ
て
不
明
な
点
が
出
て
き
た
場
合
は
、
適
宜
都
道
府
県

の
国
有
財
産
部
局
と
相
談
さ
れ
た
い
。

⑭

法
定
外
公
共
物
が
行
政
界
に
あ
る
場
合
、
ど
ち
ら

の
自
治
体
に
属
す
る
か
の
処
理
法
に
つ
い
て
検
討
願

い
た

い
。

答

付
替
え
の
財
産
整
理
中
の
も
の
、
も
し
く
は
未
整
理

調
整
を
行
う
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

の
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
図
と
の
整
合
性
の
観
点
か
ら
、

た
だ
し
、
市
町
村
の
自
主
的
判
断

旧
道
水
路
部
分
を
譲
与
対
象
と
し
、
後
に
市
町
村
で
整

理
す
る
こ
と
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
な
取
扱
い

は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
示
す
こ
と
と
す
る
。

･

答

関
係
自
治
体
間
に
お
い
て
協
議
の
上
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
部
分
に
つ
い
て
譲
与
を

申
請
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。

答

今
回
の
法
定
外
公
共
物
に
係
る
国
有
財
産
の
市
町
村

へ
の
譲
与
は
、
法
定
外
公
共
物
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る

土
地
の
所
有
権
を
国
か
ら
市
町
村
に
移
転
す
る
も
の
に

過
ぎ
ず
、
そ
の
現
実
の
利
用
状
況
を
変
更
す
る
も
の
で

は
な
い
。

よ
っ
て
、
仮
に
法
定
外
公
共
物
を
土
地
改
良
区
等
が

管
理
･
利
用
を
行
っ
て
い
る
場
合
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

国
が
市
町
村
に
法
定
外
公
共
物
に
係
る
国
有
財
産
の
譲

与
を
行
う
に
当
た
り
、
国
と
し
て
は
こ
れ
ら
の
者
と
の

た
だ
し
、
市
町
村
の
自
主
的
判
断
に
お
い
て
、
将
来

の
管
理
上
の
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
す
る
等
の
観
点

か
ら
、
土
地
改
良
区
等
と
所
要
の
調
整
を
行
う
こ
と
は

有
り
得
る
も
の
と
考
え
る
と
と
も
に
、
市
町
村
に
注
意

喚
起
を
行
う
こ
と
等
の
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を

検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
o

二

用
途
廃
止
･
引
継
ぎ
方
法
に
つ
い
て

答

非
譲
与
財
産
に
つ
い
て
は
、
形
式
的
に
一
括
し
て
用

途
廃
止
･
引
継
ぎ
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
譲
与
財
産
と

は
違
っ
て
財
産
の
範
囲
を
特
定
せ
ず
に
用
途
廃
止
･
引

継
ぎ
を
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
図
面
等
の
提
出
は
必

要
な
い
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
三
一年
四
月
一
日
か
ら
五
年
間
は
、
現

行
国
有
財
産
法
第
二
八
条
関
係
等
の
譲
与
事
務
が
併
存

す
る
形
と
な
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

②

把
握
漏
れ
等
に
よ
り
、
有
機
能
財
産
が
非
譲
与
財

産
と
し
て
引
継
が
れ
た
場
合
、
事
後
の
救
済
措
置
を

⑫

法
定
外
公
共
物
と
畦
畔
並
日通
財
産
)と
の
境
界
が

不
明
瞭
、
内
務
省
名
義
の
土
地
が
法
定
外
公
共
物
で

あ
る
か
ど
う
か
不
明
確
な
ケ
ー
ス
等
が
あ
り
、
譲
与

申
請
か
ら
洩
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
こ
の
場
合

の
取
扱
い
に
つ
い
て
予
め
決
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

⑱

付
替
え
の
財
産
整
理
中
の
も
の
、
未
整
理
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
旧
道
水
路
部
分
を
譲
与
対
象
と
す
る

な
ど
、
弾
力
的
な
運
用
を
要
望
す
る
。

⑮

事
実
上
の
管
理
を
行
っ
て
い
る
土
地
改
良
区
と
の

調
整
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
。

①

現
在
用
途
廃
止
に
つ
い
て
は
写
真
で
確
認
し
財
務

局
へ
用
途
廃
止
の
通
知
を
行
っ
て
い
る
が
、
非
譲
与

財
産
に
つ
い
て
も
譲
与
財
産
と
同
程
度
の
図
面
の
み

の
提
出
で
よ
い
か
。



　

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

答

把
握
漏
れ
の
な
い
よ
う
、
譲
与
の
期
限
ま
で
に
十
分

に
特
定
作
業
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
い
。

答

知
事
か
ら
大
蔵
省
へ
の
引
総
関
係
は
、
事
務
手
続
の

流
れ
と
し
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
記
載
す
る
こ
と
と
な

る
も
の
と
思
料
。

答

内
務
省
･
建
設
省
名
義
の
土
地
で
あ
っ
て
も
、
機
能

喪
失
の
法
定
外
公
共
用
財
産
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
れ
ば
、
譲
与
期
限
後
に
大
蔵
省
に
引
き
継
が

れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
用
途
廃
止
を
行
い
、
整
理
す
る

こ
と
と
な
る
。

三

特
定
不
能
財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て

答

譲
与
期
限
ま
で
に
特
定
し
き
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て

正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
市
町
村
は
、
そ
の
旨

を
理
由
を
附
し
て
当
該
期
限
ま
で
に
建
設
省
所
管
国
有

財
産
部
局
で
あ
る
都
道
府
県
の
土
木
事
務
所
等
を
経
由

し
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る
こ
と
に
し
て
い
る
の

は
、
特
定
不
能
財
産
に
つ
い
て
は
、
譲
与
の
期
限
に
お

い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
用
途
廃
止
を
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
窓
ロ
が
都
道
府
県
に
な

っ
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
届
出
内
容
は
直
ち
に
大
蔵
省
に
通
知
す
べ
き
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
追
っ
て
決
め
る
こ
と
と
し

た
い
。

②

手
続
フ
ロ
ー
で
、
特
定
不
能
財
産
が
市
町
村
に
よ

る
譲
与
財
産
の
追
加
抽
出
･
特
定
及
び
申
請
さ
れ
た

と
き
、
道
路
部
局
･
河
川
部
局
が
行
う
チ
ェ
ッ
ク
は
、

ど
こ
が
、
ど
の
よ
う
な
権
限
で
行
う
の
か
。

都
道
府
県
と
し
た
場
合
、
一
括
用
途
廃
止
、
一
括

引
継
を
し
た
後
も
、
都
道
府
県
は
市
町
村
に
よ
る
大

蔵
省
へ
の
譲
与
申
請
に
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
つ

こ
と
に
な
る
の
か
。

答

特
定
不
能
財
産
の
一
括
用
途
廃
止
後
に
、
市
町
村
か

ら
の
追
加
抽
出
･
申
請
が
な
さ
れ
る
場
合
は
、
譲
与
期

限
前
の
特
定
･
申
請
が
な
さ
れ
る
場
合
と
同
様
に
都
道

府
県
の
道
路
部
局
･
河
川
部
局
に
お
い
て
チ
ェ
ッ
ク
す

る
必
要
が
あ
る
。
譲
与
期
限
後
は
、
市
町
村
が
直
接
、

大
蔵
省
に
譲
与
申
請
を
行
う
こ
と
と
な
る
が
、
法
定
道

路
･
河
川
の
確
認
等
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
の
協
力
を

お
願
い
し
た
い
。

滓奪う〒』一つ nn 1n こぐ

答

里
道
･
水
路
の
記
載
の
あ
る
図
面
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

に
よ
っ
て
特
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
料
。
例
え

ば
、
都
市
計
画
図
等
が
考
え
ら
れ
る
。

四

譲
与
財
産
･機
能
喪
失
財
産
の
今
後
の
管

理
に
つ
い
て

④

内
務
省
･
建
設
省
名
義
の
土
地
で
あ
っ
て
も
、
市

町
村
に
譲
与
し
な
い
非
譲
与
財
産

(機
能
喪
失
)
の

場
合
は
、
大
蔵
省
に
引
継
が
れ
た
も
の
と
し
て
整
理

の
必
要
が
あ
る
。

③

市
町
村
の
事
務
手
続
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
、
知
事
か

ら
大
蔵
省
へ
の
引
継
関
係
に
つ
い
て
も
記
載
し
て
ほ

"し
い
。

①

市
町
村
に
よ
る
届
出
が
、
都
道
府
県
だ
け
な
の
は

な
ぜ
か
。

一
括
用
途
廃
止
、
一
括
引
継
時
に
、都
道
府
県
か
ら

大
蔵
省
で
届
出
内
容
を
通
知
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

①

調
査
期
間
中
に
お
け
る
都
道
府
県
の
立
場
を
明
確

に
し
て
ほ
し
い
。
(通
常
の
用
途
廃
止
申
請
等
の
事
務

処
理
に
お
け
る
立
場
な
ど
)

③

｢
一
七
条
地
図
や
公
図
に
よ
る
方
法
以
外
の
も
の
｣

と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。



答

機
関
委
任
事
務
制
度
廃
止
後
に
お
い
て
は
、
改
正
後

た
に
混
乱
が
生
じ
る
と
は
あ
ま
り
考
え
に
く
い
。
境
界

が
主
体
的
に
そ
の
適
切
な
管
理
方
法
を
決
定
す
る
こ
と

の
国
有
財
産
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
の
規

確
定
の
必
要
が
生
じ
た
隣
接
土
地
所
有
者
と
し
て
は
、

と
な
る
。

定
に
よ
る
法
定
外
公
共
物
の
市
町
村
へ
の
譲
与
手
続
を

完
了
す
る
目
途
と
な
る
時
期
ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の

国
有
財
産
法
第
九
条
第
三
項
に
よ
り
、
法
定
受
託
事
務

と
し
て
都
道
府
県
が
法
定
外
公
共
物
に
係
る
国
有
財
産

の
管
理
事
務
を
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
。

答

地
方
分
権
一
括
法
施
行
日
か
ら
譲
与
の
期
限
ま
で
の
、

法
定
外
公
共
用
財
産
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
国

有
財
産
法
第
九
条
第
三
項
を
改
正
し
、
都
道
府
県
が
法

定
受
託
事
務
と
し
て
行
う
こ
と
と
す
る
予
定
で
あ
る
。

答

現
状
に
お
い
て
も
、
土
地
の
所
有
関
係
は
公
図
上
は

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
今
回
の
譲
与
に
伴
い
、
新

確
定
の
必
要
が
生
じ
た
隣
接
土
地
所
有
者
と
し
て
は
、

市
町
村
ま
た
は
財
務
局
に
対
し
て
所
有
権
の
所
在
を
確

認
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
(通
常
は
、
機
能
を
有
し
て
い

れ
ば
市
町
村
に
、
機
能
が
喪
失
し
て
い
れ
ば
財
務
局
に

照
会
す
る
で
あ
ろ
う
。)

答

非
譲
与
財
産
に
つ
い
て
は
、
大
蔵
省
に
お
い
て
直
接

管
理
事
務
を
執
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
境

界
立
会
等
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
に
協
力
を
頂
い
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も
必
要
な
協
力
は
お
願
い
し

た
い
。

答

譲
与
を
受
け
た
後
の
財
産
管
理
事
務
に
つ
い
て
は
、

市
町
村
の
自
治
事
務
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
各
市
町
村

⑥

占
用
料
の
徴
収
問
題
が
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

占
用
関
係
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
基
準
等
を
作

成
願
い
た
い
。

答

市
町
村
へ
財
産
を
譲
与
し
た
後
は
、
市
町
村
が
財
産

管
理
、
可
能
管
理
と
も
自
治
事
務
と
し
て
行
っ
て
い
く

も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
に
お
い
て
、
使
用
許
可
の
全
国

的
統
一
基
準
を
作
成
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
な

お
、
譲
与
の
時
点
に
お
い
て
使
用
許
可
を
し
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
事
務
手
続
が
円
滑
に
引
き
継
が
れ
る

よ
う
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
今
後
検
討
し
た
い
。

答

市
町
村
は
、
河
川
等
又
は
道
路
の
用
に
供
す
る
た
め
、

国
か
ら
譲
与
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
譲
与

を
受
け
た
財
産
は
、
地
方
自
治
法
上
の
行
政
財
産
に
な

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
将
来
的
に
当
該
財
産

の
用
途
を
廃
止
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
点
で
普
通
財
産

と
な
る
。

②

地
方
自
治
法
改
正
法
施
行
日

(機
関
委
任
事
務
制

度
廃
止
日
)
か
ら
、
譲
与
の
期
限
の
間
の
事
務
処
理

に
つ
い
て
は
、
各
部
局
長

(都
道
府
県
知
事
)
に
お

け
る
従
前
の
処
理
方
法
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。

③

引
継
が
れ
た
機
能
喪
失
財
産
と
表
示
登
記
が
な
さ

れ
て
い
な
い
市
町
村
有
財
産

(市
町
村
道
の
道
路
法

九
〇
条
譲
与
地
盤
、
官
有
地
特
別
処
分
規
則
の
譲
与

財
産
、
廃
道
敷
等
)
と
の
区
別
が
公
図
上
つ
か
な
い

た
め
、
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
。

④

非
譲
与
財
産
に
つ
い
て
は
、
大
蔵
省
の
直
接
管
理

と
な
る
が
、
大
蔵
省
に
引
き
継
い
だ
ら
市
町
村
は
一

切
関
与
し
な
く
て
い
い
と
考
え
て
よ
い
か
。

ま
た
、
用
途
廃
止
に
よ
る
払
下
げ
や
境
界
立
会
な

ど
市
町
村
へ
の
事
務
の
委
任
が
な
い
よ
う
に
考
え
て

頂
き
た
い
。

⑤

財
産
管
理
事
務
は
建
設
省
所
管
国
有
財
産
部
局
長

が
行
っ
て
い
る
事
務
が
そ
の
ま
ま
市
町
村
の
事
務
に

な
る
と
考
え
る
べ
き
か
。

⑦

市
道
認
定
基
準
と
し
て
幅
員
四
･
o
m
以
上
を
市

議
会
案
件
と
し
て
、
認
定
後
は
市
道
と
し
て
い
る
が
、

里
道
の
譲
与
財
産
の
位
置
付
け
は
普
通
財
産
な
の
か
、

行
政
財
産
と
し
て
位
置
付
け
す
る
の
か
。



答

譲
与
後
の
財
産
管
理
は
、
市
町
村
の
自
治
事
務
と
し

て
行
う
も
の
で
あ
り
、
市
町
村
道
に
認
定
す
る
か
否
か

も
含
め
て
市
町
村
が
自
主
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

答

分
割
先
行
譲
与
は
、
地
方
分
権
推
進
計
画
を
着
実
に

実
施
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
譲
与
申
請
が
最
終
期
限
間

際
に
集
中
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
数
次
に
わ
た

る
期
限
を
設
け
て
、
用
途
廃
止
･
譲
与
を
行
う
こ
と
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
非
譲
与
財
産
の
用
途
廃
止
は
、
譲
与
期
限
に

一
括
し
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

五

財
産
管
理
関
係
資
料
及
び
訴
訟
関
係
資
料

等
の
市
町
村
へ
の
引
継
ぎ
に
つ
い
て

⑨

譲
与
財
産
の
分
割
先
行
譲
与
に
合
わ
せ
て
、
非
譲

与
財
産
の
用
途
廃
止
、
大
蔵
省
へ
の
引
継
を
す
る
べ

き
で
は
な
い
か
。

⑧

現
在
の
市
道
と
の
整
合
性
上
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
っ
た
ら
よ
い
の
か
。
市
道
と
同
列
に
扱
う
の
か
。

別
個
の
性
格
と
し
て
扱
う
の
か
。

ー

ど
“
よ
う
‘
処
理
す
べ
き
“
。

-

答

今
後
の
法
定
外
公
共
物
の
市
町
村
へ
の
譲
与
に
あ
た

っ
て
は
、
通
常
の
国
有
財
産
の
処
分
に
お
い
て
必
要
と

さ
れ
る
境
界
確
定
や
測
量
図
の
作
成
等
は
不
要
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
だ
し
、
現
に
境
界
確
定
が
済
ん
で
お
り
、
ま
た
は

市
町
村
へ
の
譲
与
が
行
わ
れ
る
ま
で
に
境
界
確
定
作
業

が
完
了
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
境
界
確
定
図
等
の
書

類
を
引
継
ぐ
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

当
該
書
類
の
引
継
ぎ
は
、
譲
与
の
期
限
ま
で
に
完
了

す
る
必
要
は
な
く
、
譲
与
を
受
け
た
市
町
村
に
お
い
て
、

境
界
確
定
の
必
要
が
生
じ
た
際
に
確
認
で
き
る
よ
う
に

し
て
お
い
て
、
順
次
引
継
ぎ
を
行
う
、
等
の
方
法
も
考

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

答

法
務
省
と
問
題
の
調
整
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
秋
頃
を
目
途
に
作
成
予
定
の
譲
与
手
続
に
係
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
取
扱
方
針
を
決
め
る
こ
と
と

し
た
い
。

③

調
査
に
際
し
て
、
市
町
村
が
自
治
事
務
と
し
て
公

物
管
理
し
て
い
る
市
町
村
道
･
準
用
河
川
の
法
定
の

公
共
用
財
産
に
つ
い
て
も
、
法
定
外
公
共
物
の
財
産

整
理
と
並
行
し
て
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
(機
関

委
任
事
務
廃
止
後
に
市
町
村
道
等
の
敷
地
の
国
有
地

を
都
道
府
県
が
法
定
受
託
事
務
と
し
て
管
理
す
る
意

義
が
な
い
。
)

②

現
在
底
地
里
道
の
も
の
を
市
道
に
認
定
し
て
い
る

が
、
譲
与
を
受
け
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
の

手
続
は
従
前
の
と
お
り
か
。

①

里
道
･
水
路
が
、
道
路
法
適
用
の
道
路
又
は
河
川

法
適
用
の
河
川
等
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
場
合
、
そ

れ
ぞ
れ
の
管
理
者

(県
･
市
町
村
)
へ
の
譲
与
に
つ

い
て
も
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
。

六

そ
の
他
(法
定
道
路
等
の
取
扱
い
)

答

法
定
外
公
共
物
と
あ
わ
せ
て
、
法
定
公
共
物
に
係
る

国
有
財
産
の
譲
与
も
推
進
す
る
こ
と
と
す
る
。

①

法
定
外
公
共
物
の
譲
与
に
あ
た
っ
て
、
既
存
の
境

界
確
定
図
等
の
引
継
も
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、

②

係
争
中
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
問
題
解
決
後
に
譲

与
対
象
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
訴
訟
の

引
継
が
必
要
な
場
合
が
生
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
務

省
と
の
調
整
を
図
ら
れ
た
い
。



広
島
県
道
路
里
親
制
度

(
マ
イ

ロ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
)
に
つ
い
て

広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
維
持
課

は
じ
め
に

広
島
県
道
路
里
親
制
度
は
ア
ダ
プ
ト
シ
ス
テ
ム
を
広
島

県
管
理
の
国
道
、
県
道
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

ア
ダ
プ
ト
シ
ス
テ
ム

(P
a
o
豆

ので
終
の日
)
と
は
、
養
子

縁
組
制
度
の
意
味
で
住
民
な
ど
が
道
路
や
河
川
の
｢里
親
｣

と
な
っ
て
、
散
乱
ゴ
ミ
の
清
掃
や
植
栽
な
ど
を
行
う
方
法

で
、
税
金
を
使
わ
ず
に
き
め
細
か
い
サ
ー
ビ
ス
が
期
待
で

き
る
、
住
民
の
ま
ち
づ
く
り
参
加
を
広
げ
る
手
法
と
し
て
、

現
在
注
目
を
浴
び
つ
つ
あ
る
。
発
祥
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

テ
キ
サ
ス
州
と
い
わ
れ
、
今
で
は
全
米
四
八
州
に
広
が
り
、

対
象
も
道
路
か
ら
河
川
、
海
岸
に
拡
大
さ
れ
効
果
を
あ
げ

て
い
る
。

国
内
で
は
、
平
成
一
〇
年
に
建
設
省
松
山
工
事
事
務
所

の
呼
び
か
け
で
、
愛
媛
県
久
万
町
で

｢あ
い
ロ
ー
ド
シ
ス

テ
ム
｣
と
し
て
試
験
的
に
導
入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ

れ
と
は
別
に
徳
島
県
神
山
町
に
お
い
て
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
主
導
の
も
と
に
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
実
践
さ
れ
て

い
る
。

シ
ス
テ
ム
の
概
要

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
意
欲
を
持
つ
企
業
や
団
体
あ
る

い
は
個
人
を
、
｢里
親
｣
に
認
定
し
、
里
親
契
約
を
締
結
し

て
、
道
路
管
理
者
の
積
極
的
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
も
と
に
、

県
管
理
道
路
の
一
定
区
間
の
清
掃
、
緑
化
等
を
任
せ
、
見

返
り
に
道
路
管
理
者
は
団
体
名
、
企
業
名
等
を
記
し
た
表

示
板
を
設
置
す
る
と
い
っ
た
制
度
と
し
た
。

里
親
と
な
れ
る
資
格
は
敢
え
て
限
定
せ
ず
、
幅
広
く
応

募
で
き
る
も
の
と
し
た
。
企
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
域

に
お
い
て
一
定
の
社
会
的
貢
献
を
果
た
そ
う
と
す
る
意
欲

を
持
つ
も
の
で
あ
れ
ば
、
特
に
排
除
す
る
必
要
は
な
い
と

考
え
た
。
勿
論
、
暴
力
団
あ
る
い
は
暴
力
的
に
社
会
変
革

を
主
張
す
る
政
治
団
体
な
ど
社
会
的
に

｢里
親
｣
と
し
て

ふ
さ
わ
し
く
な
い
団
体
等
は
、
認
定
の
段
階
で
当
然
に
排

除
さ
れ
る
。

こ
の
た
め
認
定
及
び
そ
の
取
り
消
し
に
あ
た
っ
て
は
市

町
村
長
の
意
見
を
い
た
だ
く
こ
と
と
し
た
。

里
親
契
約
は
別
に
掲
げ
た
よ
う
に
市
町
村
も
加
え
、
三

者
契
約
と
し
た
。
市
町
村
と
は
こ
れ
と
は
別
に
協
力
に
関

す
る
覚
書
を
結
ぶ
こ
と
と
し
て
い
る
。
回
収
ゴ
ミ
の
処
理

　

等
に
市
町
村
の
協
力
が
不
可
欠
な
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、

“

こ
う
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
あ
る
い
は
活
動
団
体
に
関

セ行

す
る
情
報
に
も
っ
と
も
近
い
位
置
に
あ
る
の
は
市
町
村
で

道

あ
り
、
ま
ち
づ
く
り
の
主
体
と
な
る
の
も
市
町
村
だ
か
ら

8　
　

で
あ
る
。
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3
5
0
m
m

道
路
管
理
者
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
し
て
は
、
こ
の
シ
ス

テ
ム
の
根
幹
で
あ
る
表
示
板
の
設
置
の
ほ
か
に
傷
害
保
険

へ
の
加
入
を
措
置
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
、
活
動
に
あ

た
っ
て
の
安
全
管
理
は
、
基
本
的
に
は
自
己
責
任
と
考
え

て

い
る
。

里
親
契
約
の
対
象
区
間
は
一
〇
0
m
を
単
位
と
し
た
。

し
た
が
っ
て
最
低
一
〇
0
m
か
ら
、
あ
と
は

｢里
親
｣
の

希
望
、
力
量
に
応
じ
て
の
区
間
と
な
る
。
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
は
企
業
の
正
門
の
前
一
〇
0
m
を
受
け
持
つ
ケ
ー
ス
も

あ
れ
ば
自
治
会
が
集
落
区
域
内
の
区
間
二
、
0
0
o
m
を

受
け
持
つ
こ
と
も
可
能
と
し
た
。

原
則
と
し
て
改
良
済
区
間
若
し
く
は
歩
道
設
置
済
区
聞

ま
た
は
緑
地
帯
の
あ
る
区
間
を
対
象
と
し
た
。
活
動
中
の

交
通
安
全
を
配
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
場
合
に
よ
っ

て
は
必
ず
し
も
こ
だ
わ
ら
な
い
。

こ
の
制
度
の
根
幹
的
な
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
道
路
管

理
者
が
設
置
す
る
表
示
板
の
デ
ザ
イ
ン
は
図
ー
の
と
お
り

と
し
た
。
予
算
の
と
ぼ
し
い
な
か
で
の
自
前
の
作
品
で
あ

り
、
｢率
直
さ
｣
だ
け
が
取
り
柄
の
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
た

が
、
今
後
、
制
度
の
普
及
に
し
た
が
っ
て
公
募
と
い
う
こ

と
も
考
え
て
い
き
た
い
。

設
置
本
数
は
一
本
な
い
し
二
本
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ

も
現
在
行
っ
て
い
る
試
行
の
結
果
及
び

｢里
親
｣
の
皆
さ

ん
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
再
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
な
る

だ
ろ
う
。

広
島
県
道
路
里
親
制
度
の
展
望
と
可
能
性

本
制
度
は
様
々
な
可
能
性
を
持
つ
制
度
で
あ
り
、
住
民

と
行
政
双
方
の
努
力
に
よ
っ
て
発
展
進
歩
し
て
い
く
制
度

で
あ
る
と
思
う
。

た
と
え
ば
、
｢里
親
｣
を
中
心
と
し
て
、
道
路
管
理
者
、

市
町
村
が
加
わ
る
｢
マ
イ
ロ
ー
ド
協
議
会
｣
(仮
称
)
と
い

っ
た
組
織
は
、
地
域
別
か
路
線
別
に
な
る
か
は
は
っ
き
り

し
て
い
な
い
が
、
早
い
う
ち
に
立
ち
上
げ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
シ
ス
テ
ム
運
営
の
主
体
を
う
つ
す

こ
と
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
自
立
的
発
展
に
は
不
可

欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
活
動

に
関
す
る
情
報
の
交
換
、
勉
強
会
あ
る
い
は

｢里
親
｣
の

道行セ 99.10 59
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表
彰
、
ま
た
は
次
の
述
べ
る
活
動
資
金
の
補
助
と
い
っ
た

も
の
は
こ
の
組
織
で
行
う
の
が
将
来
的
に
は
適
正
だ
ろ
う
。

ま
た
同
時
に
参
加
の
多
様
性
も
図
っ
て
い
く
。
緑
化
の
た

め
の
種
苗
の
購
入
な
ど
に
必
要
な
活
動
資
金
の
提
供
を
行

う
マ
イ
ロ
ー
ド
支
援
組
織
を
、
趣
旨
に
賛
同
す
る
企
業
を

募

っ
て
組
織
す
る
こ
と
も
構
想
し
て
い
る

(図
2
)
。

制
度
の
普
及
と

｢里
親
｣
の
皆
さ
ん
の
活
動
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
行
政
の
手
の
行
き
届
か
な
か
っ
た
き
め
細
か
い

清
掃
や
緑
化
作
業
が
行
わ
れ
、
表
示
看
板
の
設
置
と
活
動

そ
れ
自
体
が
も
た
ら
す
社
会
的
教
育
効
果
に
よ
る
ポ
イ
捨

里親

県 (道路管理者)

ゴミ袋の支給
回収ゴミの受け入れ

定廼

鱒国

　　

　

里
表
保

" 理 -
提携‐協力

県 (道路管理者

活動資金の交付

マイロード協議会 (仮称) 里親

掻
導
か
　

　

　
　
　

2

"

図

て
抑
制
効
果
が
、
道
路
利
用
者
に
清
潔
で
良
好
な
道
路
環

境
を
提
供
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

可
能
性
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
も
し
、
こ
の
ア
ダ

プ
ト
シ
ス
テ
ム
の
媒
介
に
よ
っ
て
道
路
管
理
者
、
市
町
村

と

｢里
親
｣
で
あ
る
住
民
と
の
あ
い
だ
に
適
正
な
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
が
形
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
の
活
性
化
は
道
路
へ
の
愛
着
心
を
、
道
を
中
心
と
し
た

地
域
へ
の
帰
属
意
識
の
高
ま
り
に
ま
で
発
展
さ
せ
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。そ
れ
は
美
し
く
豊
か
な
｢み

ち
空
間
｣
の
創
造
で
あ
り
、
｢み
ち
｣
を
媒
介
に
し
た
新
た

　
　
　

の

ミ
け

袋

ゴ
受

ミ

収

ゴ

回

イ
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定
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認
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親
動
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里
活
表
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板

加

示
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表
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里
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写真 2 道路清掃中の高校生

道路への愛着心の高まり

帰属意識の高まり

美しく豊かな ｢みち空間｣ の創造

図 3 新たなコミュニティ社会の形成

道を中心とした地域への

育効果

市町村と里親 (住民, 団体, 企業)
プの形成 蕗

愛

育

　
　

　　
　

　

　　

　

　

清潔で良好な道路環境

　 　
　　　　

市
プ

動
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ツ
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活
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一

ィ
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と

利用者満足度の向上



な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
社
会
の
可
能
性
を
開
く
こ
と
に
も
つ
な

が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(図
3
)。

広
島
県
で
は
現
在
、
三
地
方
機
関
に
お
い
て
七
団
体
に

よ
る
道
路
里
親
制
度
の
試
行
を
行
っ
て
い
ま
す
p
試
行
の

検
証
と
制
度
の
見
直
し
を
行
っ
た
上
で
、
平
成
三
一年
度

か
ら
本
格
実
施
に
む
け
て

｢里
親
｣
の
公
募
を
開
始
す
る

準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
皆
様
の
ご
批
判
、
御
提
言
な
ど

寄
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

里親試行状況

名 称 所管事務 所在地 路線名 延 長 作業内容 参加予定人数

縊綱業赫会
農

崩友

央

聟道

中

加谷

伯

潴麦

佐
堝上

廿日市土木建築事務所

町来

市

場
肺
鰤

廿

佐 慾市廿瘡
猾

地

雑
接
離

m
m

10

50

約

し約 飜清 名

名

会

校

議

学

協

等

興

高

振

計

域

加

流

立

拗川

県

拐
丁

加計土木事務所 鴬螂
上

山

同
縣車停酬

鰐
勘
鍔

43
県

酷

道
般

道

国

一

国 纖*
掃

掃

清

清

略

解

㈱

絵

設

目

建

㈱

(

工

工
彰三

鉄

木
比下

同

岡

蒲町

長

長
鳩桜

庄原土木事務所

町鰔

市

上

部

原

婆

庄

同

比

号

号

号

183

183

艘

道

道

道

国

国

国

伽
臘
礪

40

70

20

約

約

約

掃

掃

掃

清

清

清

名

名

名

○
広
島
県
道
路
里
親
制
度
(
マ
イ
ロ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
)
に

関
す
る
契
約
書

バ

里
親
、
*
*
市

(町
･村
)
長
及
び
道
路
管
理
者
広
島
県
*
*
土
木

(建

m

集
)
事
務
所
長
は
、
道
路
の
清
掃
と
緑
化
に
関
す
る
契
約
を
次
の
と
お
り

Q

締
結
し
た
。

ヤ

(対
象
区
間
)

第
一
条

こ
の
協
定
に
基
づ
く
対
象
区
間
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

路
線
名

県
道

(
一
般
国
道
)
*
*
*
線

(号
)

区

間

か
ら

ま
で

(里
親
の
役
割
)

第
二
条

里
親
は
、
区
間
の
歩
道
及
び
緑
地
帯
等
に
つ
い
て
、
年
間
六
回

以
上
清
掃
又
は
緑
化
作
業
を
行
い
、
常
に
道
路
を
清
潔
で
良
好
な
状
態

に
し
て
お
く
よ
う
、
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(道
路
管
理
者
及
び
市
町
村
長
の
役
割
)

第
三
条

道
路
管
理
者
及
び
市
町
村
長
は
、
里
親
の
活
動
に
つ
い
て
綿
密

な
連
携
を
も
っ
て
積
極
的
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

(作
業
の
安
全
)

第
四
条

里
親
は
、
清
掃
又
は
緑
化
作
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
自
己

の
責
任
に
お
い
て
作
業
を
お
こ
な
い
、
法
令
を
守
り
、
け
が
等
を
し
な

い
よ
う
、
安
全
に
十
分
注
意
す
る
も
の
と
す
る
。

(里
親
の
ゴ
ミ
処
分
)

第
五
条

里
親
は
、
区
間
を
所
轄
す
る
市
町
村
の
分
別
方
法
に
従
っ
て
、

回
収
し
た
ゴ
ミ
等
を
適
正
に
処
分
す
る
も
の
と
す
る
。

(市
町
村
の
協
力
)



第
六
条

*
*
市

(町
･
村
)
長
は
、
里
親
の
回
収
し
た
ゴ
ミ
等
の
処
分

し
た
場
合
は
道
路
管
理
者
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

等
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

(緑
化
作
業
)

第
七
条

里
親
は
、
緑
化
作
業
等
に
伴
い
、
新
た
に
花
壇
を
作
り
、
フ
ラ

ワ
ー
ポ
ッ
ト
等
を
設
置
し
、
又
は
樹
木
を
植
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

道
路
管
理
者
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

(道
路
管
理
者
の
指
示
)

第
八
条

里
親
は
、
道
路
管
理
上
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、

里
親
が
作
っ
た
花
壇
、
設
置
し
た
フ
ラ
ワ
ー
ポ
ッ
ト
、
又
は
植
え
た
樹

木
等
を
除
去
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、
道
路
管
理
者
の
指
示
に
従

う
も
の
と
す
る
。

(表
示
板
の
設
置
)

第
九
条

道
路
管
理
者
は
、
里
親
の
希
望
に
応
じ
て
、
里
親
の
名
称
を
記

載
し
た
表
示
板
を
区
間
内
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

(活
動
実
績
の
報
告
)

第
一
○
条

里
親
は
、
毎
年
五
月
末
H
ま
で
に
、
そ
の
前
年
度
分
の
活
動

実
績
を
様
式
1
に
よ
り
、
市
町
村
長
を
通
じ
道
路
管
理
者
に
報
告
す
る

も
の
と
す
る
。

(保
険
)

第
三

条

里
親
は
、
道
路
管
理
者
の
指
定
す
る
傷
害
保
険
に
加
入
す
る

も
の
と
す
る
。
保
険
料
は
道
路
管
理
者
が
負
担
す
る
。

(事
故
等
の
報
告
)

第
三
一条

里
親
は
、
清
掃
又
は
緑
化
作
業
中
に
事
故
等
が
起
こ
っ
た
と

き
は
、
直
ち
に
道
路
管
理
者
及
び
市
町
村
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
、

様
式
2
に
よ
り
市
町
村
長
を
通
じ
道
路
管
理
者
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
･。

印

*
*
市

(町
･
村
)
長

(契
約
の
解
除
)

第
一
四
条

道
路
管
理
者
は
、
里
親
が
里
親
契
約
の
解
除
を
申
し
出
た
と

き
、
里
親
が
各
条
に
掲
げ
る
義
務
を
履
行
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る

と
き
又
は
里
親
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
里

親
の
認
定
を
取
り
消
し
、
契
約
を
解
除
し
、
第
九
条
に
基
づ
き
設
置
し

た
表
示
板
を
撤
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(疑
義
の
解
決
)

第
一
五
条

こ
の
契
約
に
つ
い
て
、
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
里
親
、
*

*
市

(町
･
村
)
長
及
び
道
路
管
理
者
が
協
議
の
う
え
解
決
す
る
も
の

と
す
る
。

平
成

年

月

日

里

親

住
所

氏
名

印

道
路
管
理
者

広
島
県
*
*
土
木

(建
築
)
事
務
所
長

印

○
広
島
県
道
路
里
親
制
度
(
マ
イ
ロ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
)
に

関
す
る
覚
書

*
*
市

(町
･
村
)
内
に
お
け
る
広
島
県
道
路
里
親
制
度

(
マ
イ
ロ
ー

ド
シ
ス
テ
ム
)
の
実
施
に
関
し
て
、
*
*
市

(町
･
村
)
長
と
広
島
県
*

*
土
木

(建
築
)
事
務
所
長
は
次
の
と
お
り
覚
書
を
締
結
し
た
。

(定
義
)

第
一
条

広
島
県
道
路
里
親
制
度

(
マ
イ
ロ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
)
と
は
地
域

住
民
、
企
業
等
が
、
道
路
の
里
親
と
な
り
、
道
路
管
理
者
と
自
治
体
の

支
援
の
も
と
に
、
清
掃
、
緑
化
活
動
等
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
じ

て
、
地
域
の
共
有
財
産
で
あ
る
道
路
へ
の
愛
着
心
を
深
め
る
と
と
も
に
、

道
路
利
用
者
の
マ
ナ
ー
向
上
を
求
め
る
活
動
を
保
障
す
る
制
度
で
あ
る
。

(市
町
村
長
の
役
割
)

第
二
条

*
*
市

(町
･
村
)
長
は
里
親
の
行
う
清
掃
、
緑
化
活
動
等
の

た
め
の
ゴ
ミ
袋
の
提
供
及
び
回
収
し
た
ゴ
ミ
等
の
処
分
に
協
力
す
る
も

の
と
す
る
。

(里
親
の
認
定
)

第
三
条

道
路
管
理
者
は
*
*
市

(町
･
村
)
長
の
意
見
を
き
い
た
う
え

で
里
親
を
認
定
す
る
。

(協
力
)

第
四
条

市
町
村
長
及
び
道
路
管
理
者
は
、
積
極
的
に
協
力
し
て
里
親
の

活
動
に
関
す
る
協
議
調
整
を
し
、
里
親
を
支
援
す
る
。

平
成

年

月

日

*
*
市

(町
･
村
)
長

印

(異
常
の
通
報
)

第
一
三
条

里
親
は
、
区
間
内
の
道
路
及
び
道
路
施
設
の
異
常
等
を
発
見

道

路

管

理

者

印



道路局路政課

は
じ
め
に

道
路
法

(以
下
｢法
｣
と
い
う
。)
の
自
動
車
専
用

道
路
の
制
度
は
、
高
度
経
済
成
長
下
に
お
い
て
急
激

に
増
大
し
た
自
動
車
の
交
通
需
要
に
比
し
て
著
し
く

立
ち
遅
れ
て
い
た
道
路
整
備
の
状
況
に
か
ん
が
み
、

道
路
の
機
能
を
自
動
車
交
通
に
専
一
化
し
た
道
路
の

整
備
に
よ
り
こ
の
増
大
し
た
自
動
車
の
交
通
需
要
に

対
処
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
三
十
四
年
、

道
路
法
四
十
八
条
の
二
(参
考
1
)を
新
た
に
追
加
す

る
こ
と
で
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
数
度

の
改
正
を
経
て
現
在
に
至

っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
で
道
路
行
政
の
様
々
な
進
展
に
よ
り
、

そ
の
指
定
に
つ
い
て
も
種
々
の
問
題
が
生
じ
て
き
て

い
る
。

そ
こ
で
、
今
回
の
事
例
紹
介
は
、
こ
う
し
た
実
状

を
踏
ま
え
、
最
近
各
道
路
管
理
者
に
お
い
て
問
題
と

な
っ
た
自
動
車
専
用
道
路
に
関
す
る
事
例
に
つ
い
て

検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

鬮蛔蛔鯛醐鬮鬮

既
に
供
用
済
み
の
道
路
を
自
動
車
専
用

道
路
に
指
定
で
き
る
か

検

討
供
用
済
み
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
八

条
の
二
第
二
項
に
基
づ
き
指
定
可
能
で
あ
る
。
た

だ
し
、
本
項
に
お
い
て

｢
･!
!
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
道
路

(ま
だ
供
用
の
開
始
が

な
い
も
の
に
限
る
。
)
又
は
道
路
の
部
分
に
つ
い

て
、
･!
!
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
｣
と
さ
れ
て

い
る
た
め
、
供
用
済
み
の
道
路
に
つ
い
て
は

｢道

路
の
部
分
｣
に
つ
い
て
の
み
指
定
す
る
こ
と
が
で

き
じ
る
↓0

こ
の
道
路
の
部
分
に
つ
い
て
の
指
定
で
一
般
的

な
も
の
は
、
既
存
の
道
路
を
改
築
し
て
設
置
さ
れ

る
バ
イ
パ
ス
に
つ
い
て
の
指
定
及
び
広
幅
員
の
道

路
の
中
央
部
分
に
つ
い
て
高
架
等
の
分
離
構
造
の

も
の
で
構
造
的
に
自
動
車
専
用
道
路
に
な
り
う
る

も
の
に
つ
い
て
の
指
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
か
ら
、

道
路
の
部
分
と
は
道
路
を
横
断
的
に
見
た
場
合
の

部
分
を
い
う
。
さ
ら
に
、
道
路
構
造
令
に
お
い
て

｢道
路
の
部
分
｣
と
い
う
用
語
の
使
い
方
を
し
て

い
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
道
路
を
横
断
的
に
見
た

場
合
の
部
分
を
指
し
て
い
る
。

ま
た
、
既
供
用
道
路
に
つ
い
て
の
指
定
が

｢道

路
の
部
分
｣
に
限
定
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
本
来
、

道
路
は
混
合
交
通
が
原
則
で
あ
り

(高
速
自
動
車

国
道
を
除
く
)、自
動
車
専
用
道
路
の
よ
う
に
通
行

方
法
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
限
定
的
に
行
わ
れ
る

べ
き
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
る
。

既
供
用
道
路
に
つ
い
て
は
、
沿
道
利
用
、
自
動

車
以
外
の
通
行
者
等
既
に
利
益
を
享
受
し
て
い
る

者
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
既
得
権
の
侵
害
を
避
け

る
た
め
に
、
自
動
車
専
用
道
路
の
指
定
を
道
路
の
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一
部
分
と
し
、
当
該
道
路
の
部
分
に
お
い
て
混
合

交
通
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
り
、
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
に

よ
り
既
供
用
の
道
路
を
自
動
車
専
用
道
路
に
指
定

す
る
場
合
は
測
道

(自
動
車
専
用
道
路
と
し
て
指

定
す
る
道
路
の
部
分
以
外
の
他
の
一
般
交
通
の
用

に
供
す
る
部
分
)
の
存
在
が
必
要
と
な
る
の
で
、

本
件
の
場
合
、
新
た
に
測
道
を
設
置
し
な
け
れ
ば

自
動
車
専
用
道
路
の
指
定
は
困
難
で
あ
り
、
他
の

方
法
に
よ
り
自
動
車
以
外
の
通
行
を
排
除
す
る
に

は
公
安
委
員
会
が
行
う
交
通
規
制
に
よ
る
し
か
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

離璃鬱冊鰤灘麟薹
既
指
定
の
自
動
車
専
用
道
路
に
新
設
さ

れ
る
駐
車
場
の
部
分
を
自
動
車
専
用
道
路

と
し
て
指
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て

検

討
今
回
自
動
車
専
用
道
路
の
指
定
を
し
よ
う
と
す

る
道
路
の
部
分
は
、
既
に
法
第
四
十
八
条
の
二
第

二
項
に
基
づ
い
て
自
動
車
専
用
道
路
に
指
定
さ
れ

て
い
る
道
路
の
附
属
物
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
部

で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
駐
車
場
は
、
法
第
四
十
八
条

の
二
第
二
項
の

｢交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ
う
し
、

又
は
ふ
く
そ
う
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
車
両
の
能
率
的
な
連
行
に
支
障
が
あ
り
、

若
し
く
は
道
路
交
通
騒
音
に
よ
り
生
ず
る
障
害
が

あ
り
、
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
あ
る
道
路
の
区

間
内
｣
に
位
置
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
当
該
駐
車
場
の
区
域
を
変
更
し
、
も
っ

ぱ
ら
既
指
定
の
自
動
車
専
用
道
路
を
通
行
す
る
自

動
車
の
利
用
に
供
さ
れ
る
区
域
と
し
て
、
当
該
区

域
に
つ
い
て
自
動
車
専
用
道
路
の
指
定
を
行
う
こ

と
は
、
当
該
既
指
定
の
自
動
車
専
用
道
路
の
交
通

の
円
滑
化
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
｢交
通
が
著
し

く
ふ
く
そ
う
し
、
又
は
ふ
く
そ
う
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
車
両
の
能
率
的
な
運
行

に
支
障
が
あ
り
、
若
し
く
は
道
路
交
通
騒
音
に
よ

り
生
ず
る
障
害
が
あ
り
、
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ

が
あ
る
道
路
の
区
間
内
｣
に
お
け
る

｢交
通
の
円

滑
を
図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
｣
と
い
え
る
。

ま
た
、
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
但
書
は
、

同
項
の
規
定
に
基
づ
く
自
動
車
専
用
道
路
の
指
定

は
、
｢通
常
他
に
道
路
の
通
行
の
方
法
が
あ
っ
て
、

自
動
車
以
外
の
方
法
に
よ
る
通
行
に
支
障
の
な
い

場
合
に
限
ら
れ
る
｣
旨
定
め
て
い
る
が
、
同
但
書

は
、
従
来
、
自
動
車
専
用
道
路
の
指
定
を
行
お
う

と
す
る
道
路
に
お
い
て
自
動
車
以
外
の
方
法
に
よ

る
通
行
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
た

も
の
を
、
他
の
道
路
に
よ
っ
て
そ
れ
が
確
保
さ
れ

る
場
合
に
お
い
て
も
指
定
で
き
る
こ
と
と
す
る
趣

旨
に
よ
る
も
の
で
あ
る

(昭
和
五
十
五
年
法
改

正
)
。
さ
ら
に
、
同
但
書
に
お
い
て
は
、
｢通
常
!
･こ

と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
従
来

(昭
和

五
十
五
年
法
改
正
前
)
(参
考
2
)、
他
の
迂
回
路

が
厳
格
に
要
求
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ト
ン

ネ
ル
、
橋
等
の
迂
回
路
が
存
せ
ず
、
か
つ
、
そ
の

こ
と
に
よ
り
特
段
の
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
な
道

路
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に
自
動
車
専
用
道
路
と

し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
圏

一
方
今
回
指
定
し
よ
う
と
す
る
道
路
の
部
分
に

つ
い
て
は
、
迂
回
路
が
存
し
な
い
が
、
当
該
道
路

の
部
分
に
は
現
在
及
び
将
来
に
わ
た
っ
て

｢自
動

車
以
外
の
方
法
に
よ
る
通
行
｣
を
確
保
す
る
必
要

が
な
く
、
迂
回
路
が
存
せ
ず
と
も
特
段
の
問
題
が

生
じ
な
い
も
の
で
あ
り
、
例
外
的
に
自
動
車
専
用

道
路
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解

さ
れ
る
。

圏
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
但
書
と
同
様
の
規
定
と
し
て
、
道

路
整
備
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号

(参
考
3
)
は
、

日
本
道
路
公
団
が
整
備
で
き
る
こ
と
が
で
き
る
有
料
の
一
般
国

道
等
の
条
件
を

｢通
常
他
に
道
路
の
通
行
又
は
利
用
の
方
法
が

あ
っ
て
、
当
該
道
路
の
通
行
又
は
利
用
が
余
儀
な
く
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
。｣と
定
め
て
い
る
が
、
同
号
の
｢通
常
･!
･し

に
つ
い
て
も
、
上
記
の
道
路
法
に
お
け
る

｢通
常
1
ー
｣
と
同

様
の
解
釈
が
と
ら
れ
て
い
る
。

鬮

鬮
鬮
自
動
車
専
用
道
路
上
の
駐
車
場
か
ら
道

路
外
の
休
憩
施
設

(道
の
駅
)
へ
の
徒
歩

に
よ
る
通
行
が
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て

検

討
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法
第
四
十
八
条
の
五
第
一
項

(参
考
4
)
で
は
、

え
ら
れ
る
の
で
、
許
可
を
与
え
る
こ
と
は
で
き

自
動
車
専
用
道
路
に
お
い
て
、
安
全
か
つ
円
滑
な

交
通
を
確
保
す
る
た
め
、
｢み
だ
り
｣な
｢立
入
り
｣

又
は

｢通
行
｣
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

自
動
車
専
用
道
路
の
附
属
物
駐
車
場
に
自
動
車

を
駐
車
し
、
徒
歩
に
よ
り
道
路
外
の
休
憩
施
設
に

出
、
再
度
駐
車
場
に
入
場
す
る
行
為
は
、
駐
車
場

を
整
備
す
る
本
来
の
目
的
と
し
て
想
定
さ
れ
る
行

為
で
あ
り
、
ま
た
、
自
動
車
専
用
道
路
に
お
け
る

自
動
車
交
通
に
及
ぼ
す
影
響
が
き
わ
め
て
小
さ
い

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
｢
み
だ
り
に
｣
性
が
認

め
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
徒
歩
に
よ
る
通
行
は
可
能

で
あ
る
。

駐
車
場
か
ら
休
憩
施
設
へ
徒
歩
に
よ
る
出
入
り

が
可
能
な
構
造
と
す
る
こ
と
が
、
法
四
十
八
条
の

四
第
一
項

(参
考
5
)
に
よ
り
道
路
管
理
者
の
許

可
が
必
要
な
施
設
の
連
結
に
当
た
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、

①
道
路
外
の
施
設
管
理
者
が
連
結
道
を
設
置
す

る
場
合

道
路
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
で
は
、
道

路
外
の
施
設
の
管
理
者
が
自
動
車
専
用
道
路
に

施
設
を
連
結
す
る
こ
と
を
、
道
路
管
理
者
の
許

可
に
係
ら
し
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
許
可

が
必
要
で
あ
る
が
、
上
記
の
理
由
に
よ
り
連
結

は
自
動
車
専
用
道
路
の
効
用
を
妨
げ
な
い
と
考

る
↓。

②
道
路
管
理
者
が
連
結
道
を
設
置
す
る
場
合

道
路
管
理
者
が
道
路
管
理
上
の
必
要
か
ら
、

自
ら
連
結
す
る
場
合
は
、
許
可
に
よ
る
規
制
の

対
象
と
は
な
ら
な
い
。

讓

醐
鬮
あ
る
-
般
国
道
に
つ
い
て
そ
の
一
部
を

自
動
車
専
用
道
路
に
指
定
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
が
、
一
方
、
歩
行
者
の
用
に
供
す

る
部
分
を
備
え
て
い
る
た
め
、
歩
行
者
の

出
入
り
が
可
能
と
な
る
と
い
う
、
自
動
車

専
用
道
路
が
本
来
想
定
し
て
い
な
い
場
合

が
生
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
う
し
た

事
例
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て

検

討
道
路
法
上
、
自
動
車
専
用
道
路
に
歩
道
を
設
置

す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
基
づ

き
、
道
路
構
造
令
上
、
歩
道
設
置
の
規
定
は
お
か

れ
て
い
な
い
。
本
件
の

一
般
国
道
は
、
そ
の
一
部

を
自
動
車
専
用
道
路
に
指
定
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
が
、
一
方
、
歩
行
者
の
用
に
供
す
る
部
分
を
備

え
て
い
る
た
め
、
当
該
歩
行
者
の
用
に
供
す
る
部

分
を
備
え
た
ま
ま
自
動
車
専
用
道
路
の
指
定
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
か
疑
義
が
生
じ
る
。

法
四
十
八
条
の
二
第
二
項
は
、
｢道
路
管
理
者

は
、
交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ
う
し
、
又
は
ふ
く
そ

う
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
車
輌

の
能
率
的
な
連
行
に
支
障
が
あ
り
、
ま
た
は
そ
れ

ら
の
お
そ
れ
の
あ
る
等
の
道
路
の
区
間
内
に
お
い

て
、
当
該
道
路

(ま
だ
供
用
の
開
始
が
な
い
も
の

に
限
る
。)又
は
道
路
の
部
分
に
つ
い
て
、
区
域
を

定
め
て
、
自
動
車
専
用
道
路
を
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
｣
旨
規
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
法
第
四
十
八
条
の
七
第
三
項
(参
考
6
)

で
は
、
｢道
路
管
理
者
は
、
交
通
の
安
全
と
円
滑
を

図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
ま

だ
供
用
の
開
始
が
な
い
道
路
又
は
道
路
の
部
分
に

つ
い
て
、
区
間
を
定
め
て
、
歩
行
者
専
用
道
路
を

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。｣
旨
規
定
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
道
路
法
上
は
、
一
の
道
路
に
つ
い

て
自
動
車
専
用
道
路
と
歩
行
者
専
用
道
路
と
の
両

方
を
同
時
に
指
定
す
る
こ
と
は
許
容
し
て
い
る
。

本
件
は
、
自
動
車
専
用
道
路
、
歩
行
者
専
用
道

路
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
道
路
法
上
一
の
道
路
の

別
々
の
部
分
を
、
区
域
を
定
め
て
指
定
を
行
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
自
動
車
専
用
道
路
、
歩
行
者
専
用
道
路
と

も
に
道
路
法
上
一
の
道
路
の
部
分
を
も
指
す
概
念

で
あ
る
か
ら
、
道
路
法
上
一
の
道
路
に
つ
い
て
自

動
車
専
用
道
路
と
歩
行
者
専
用
道
路
の
両
方
の
指

定
が
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
、
道
路
構
造
令
上
の

自
動
車
専
用
道
路
、
歩
行
者
専
用
道
路
に
係
る
規
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定
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
の
み
着
目

し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
自
動
車
専
用
道
路
に
つ
い
て
は
、

構
造
令
第
三
条
以
下
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
こ
れ
に
同
令
第
十
一
条
の
歩
道
を
設
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

一
般
国
道
の
余

の
部
分
を
歩
行
者
専
用
道
路
に
指
定
し
た
場
合
に

は
、
当
該
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
部
分
に
の
み

着
目
し
て
歩
行
者
専
用
道
路
に
係
る
同
令
第
四
十

条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
れ
ば
足
り
る
こ

と
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
自
動
車
専
用
道
路
の
傍
ら
に

歩
行
者
用
の
通
路
を
設
け
る
こ
と
は
道
路
法
上
も

道
路
構
造
令
も
可
能
な
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、

歩
行
者
の
用
に
供
す
る
部
分
を
備
え
た
道
路
の
部

分
を
自
動
車
専
用
道
路
に
指
定
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。

鬮

鬮
鬮
高
速
自
動
車
国
道
と
接
続
す
る
-
般
道

路
間
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
事
業
区
分

に
つ
い
て
は
平
成
七
年
十
二
月
十
三
日
付

け
事
務
連
絡
に
よ
り
通
知
が
な
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
同
事
務
連
絡
に
基
づ
き
料

金
所
よ
り
二
十
五
･
三
m
の
外
側
を
一
般

道
側
で
整
備
し
て
い
る
が
、
管
理
区
分
に

つ
い
て
は
協
議
を
行
い
、
こ
の
部
分
に
つ

い
て
も
自
動
車
専
用
道
路
に
指
定
で
き
な

い
か

検

討
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
自
動
車
専
用
道

路
の
指
定
要
件
と
し
て
、

D

交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ
う
し
、
又
は
ふ
く

そ
う
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

車
輌
の
能
率
的
な
連
行
に
支
障
が
あ
り
、
若

し
く
は
道
路
交
通
騒
音
よ
り
生
ず
る
障
害
が

あ
り
、
又
は
そ
れ
ら
の
虞
の
あ
る
道
路
の
区

域
内

の

交
通
の
円
滑
又
は
道
路
交
通
騒
音
に
よ
り

生
ず
る
障
害
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
が

あ
る

め

通
常
他
に
道
路
の
通
行
の
方
法
が
あ
っ
て
、

自
動
車
以
外
の
方
法
に
よ
る
通
行
の
支
障
が

な
い
場
合
に
限
る

と
以
上
三
要
件
が
条
文
上
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

指
定
区
間
内
の
国
道
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
指
定

基
準
と
し
て
内
規

(参
考
7
)
が
定
め
ら
れ
て
い

　　
　こ

れ
ら
判
断
基
準
に
照
ら
し
、
当
該
一
般
道
の

接
続
部
に
つ
い
て
自
動
車
専
用
道
路
に
指
定
で
き

る
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
ず
、
当
該
一
般
道
の
接
続
部
に
つ
い
て
、
高

速
自
動
車
国
道
と
一
体
的
に
み
て
、
上
記
要
件
を

満
た
し
、
自
動
車
専
用
道
路
と
し
て
指
定
で
き
な

い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
自
動
車

専
用
道
路
と
高
速
自
動
車
国
道
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
法
律
も
そ
の
指
定
要
件
も
異
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
一
体
と
し
て
み
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
一
体
的
に
み
て
自
動
車
専
用

道
路
に
指
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
考
え
る
。
そ

こ
で
、
当
該
一
般
道
の
接
続
部
の
み
で
自
動
車
専

用
道
路
と
し
て
指
定
が
可
能
か
を
判
断
す
る
こ
と

と
な
る
た
め
、
上
記
要
件
を
満
た
し
て
い
く
こ
と

は
な
か
な
か
困
難
と
思
わ
れ
る
。
特
に
指
定
区
間

内
の
国
道
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
内
規
を
考
慮
せ

ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
考
慮
す
る
と
ま
ず
不
可
能

な
こ
と
で
あ
り
、
現
在
指
定
区
間
内
の
国
道
で
こ

う
し
た
事
例
に
お
い
て
自
動
車
専
用
道
路
に
指
定

さ
れ
た
箇
所
は
存
在
し
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
、
最
終
的
に
公
安
委
員
会
に
よ
る
交

通
管
理
上
の
規
制
、
つ
ま
り
、
標
識
を
設
置
す
る

こ
と
で
自
動
車
以
外
の
交
通
の
進
入
を
排
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
だ
し
、
最
近
、
公
安
委
員
会
の
方
で
も
そ
の

際
に
協
議
に
お
い
て
難
色
を
示
す
こ
と
が
多
く
、

さ
ら
に
そ
の
他
に
も
い
く
つ
か
の
問
題
も
生
じ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
さ
ら
な
る
検
討
も
必
要

と
な

っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。



参
考
ー

(道
路
法
)

(自
動
車
専
用
道
路
の
指
定
)

第
四
十
八
条
の
二

道
路
管
理
者
は
、
交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ
う
し

て
道
路
に
お
け
る
車
両
の
能
率
的
な
運
行
に
支
障
の
あ
る
市
街
地

及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
、
交
通
の
円
滑
を
図
る
た
め
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
ま
だ
供
用
の
開
始

(他
の
道
路

と
交
差
す
る
部
分
に
つ
い
て
第
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
供
用
の
開
始
及
び
自
動
車
の

み
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
供
用
の
開
始
を
除
く
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。)
が
な
い
道
路

(高
速
自
動
車
国
道
を
除
く
。)
に
つ

い
て
、
自
動
車
の
み
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
を
指
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
に
二
以
上

の
道
路
管
理
者

(当
該
道
路
と
交
差
す
る
道
路
の
道
路
管
理
者
を

除
く
。)が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
道
路
管
理
者
が
共
同
し
て
当

該
指
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ
う
し
、
又
は
ふ
く
そ

う
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
車
両
の
能
率
的
な
連

行
に
支
障
が
あ
り
、
若
し
く
は
道
路
交
通
騒
音
に
よ
り
生
ず
る
障

害
が
あ
り
、
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
あ
る
道
路

(高
速
自
動
車

国
道
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
道
路
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)
の
区
間
内
に
お
い
て
、
交
通
の
円
滑
又

は
道
路
交
通
騒
音
に
よ
り
生
ず
る
障
害
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
道
路

(ま
だ
供
用
の
開
始
が

な
い
も
の
に
限
る
。)又
は
道
路
の
部
分
に
つ
い
て
、
区
域
を
定
め

て
、
自
動
車
の
み
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
又
は
道
路
の

部
分
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
通
常
他
に
道
路
の

通
行
の
方
法
が
あ
っ
て
、
自
動
車
以
外
の
方
法
に
よ
る
通
行
に
支

障
の
な
い
場
合
に
限
る
。

3

道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
般
自
動
車
道

(道
路
運
送
法

(昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
)
第
二
条
第
九
項
に
規
定

す
る
一
般
自
動
車
道
を
い
う
。
以
下
次
条
中
同
じ
。)と
の
調
整
に

つ
い
て
特
に
考
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す

る
%

参
考
2

(道
路
法
)
昭
和
五
十
五
年
法
改
正
前

(自
動
車
専
用
道
路
の
指
定
)

第
四
十
八
条
の
二

道
路
管
理
者
は
、
交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ
う
し

て
道
路
に
お
け
る
車
両
の
能
率
的
な
運
行
に
支
障
の
あ
る
市
街
地

及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
、
交
通
の
円
滑
を
図
る
た
め
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
ま
だ
供
用
の
開
始

(他
の
道
路

と
交
差
す
る
部
分
に
つ
い
て
第
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
供
用
の
開
始
及
び
自
動
車
の

み
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
供
用
の
開
始
を
除
く
。)が
な
い
道

路

(高
速
自
動
車
国
道
を
除
く
。)
に
つ
い
て
、
自
動
車
の
み
の
一

般
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
に
二
以
上
の
道
路
管
理
者

(当
該
道

路
と
交
差
す
る
道
路
の
道
路
管
理
者
を
除
く
。)
が
あ
る
と
き
は
、

そ
れ
ら
の
道
路
管
理
者
が
共
同
し
て
当
該
指
定
を
す
る
も
の
と
す

る
%

2

道
路
管
理
者
は
、
交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ
う
し
て
車
両
の
能
率

的
な
連
行
に
支
障
が
あ
る
道
路

(高
速
自
動
車
国
道
及
び
前
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
道
路
を
除
く
。)
の
区
間
内
に
お
い
て
、

交
通
の
円
滑
を
図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
区

域
を
定
め
て
、
自
動
車
の
み
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
部
分
を

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
道
路
の
区
間
に
他
の

一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
部
分
が
あ
っ
て
自
動
車
以
外
の
方
法
に

よ
る
通
行
に
支
障
の
な
い
場
合
に
限
る
。

3

道
路
管
理
者
は
、
第

一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
般
自
動
車
道

(道
路
運
送
法

(昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
)
第
二
条
第
八
項
に
規
定

す
る
一
般
自
動
車
道
を
い
う
。
以
下
次
条
中
同
じ
。)と
の
調
整
に

つ
い
て
特
に
考
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す

る
↓。

参
考
3

(道
路
整
備
特
別
措
置
法
)

(日
本
道
路
公
団
の
行
う
有
料
の
一
般
国
道
等
の
新
設
又
は
改
築
)

第
三
条

ロ
本
道
路
公
団
は
、
一
般
国
道
、
都
道
府
県
道
又
は
道
路

法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
市

(以
下
単
に

｢指
定
市
｣

と
い
う
。)
の
市
道
が
次
の
各
号
に
規
定
す
る
条
件
に
該
当
し
、
か

つ
、
当
該
道
路
が
都
道
府
県
道
又
は
指
定
市
の
市
道
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
の
新
設
又
は
改
築
が
国
の
利
害
に
特
に

関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
同
法
第

十
二
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
本
文
、

第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
八
十
八
条
第
二

項
の
規
定
又
は
同
法
第
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
成
立
し
た
協
議

(同
法
第
十
六
条
第

四
項
又
は
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
協
議
を
含
む
。)
に
か
か
わ
ら
ず
、
建
設
大
臣
の
許
可
を

受
け
て
、
当
該
道
路
を
新
設
し
、
又
は
改
築
し
て
、
料
金
を
徴
収

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
当
該
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
が
そ
の
通
行
又
は
利
用
に

よ
り
著
し
く
利
益
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

通
常
他
に
道
路
の
通
行
又
は
利
用
の
方
法
が
あ
っ
て
、
当
該

道
路
の
通
行
又
は
利
用
が
余
儀
な
く
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

参
考
4

(道
路
法
)

(出
入
の
制
限
等
)

第
四
十
八
条
の
五

何
人
も
み
だ
り
に
自
動
車
専
用
道
路
に
立
ち
入

り
、
又
は
自
動
車
専
用
道
路
を
自
動
車
に
よ
る
以
外
の
方
法
に
よ

り
通
行
し
て
は
な
ら
な
い
。

2

道
路
管
理
者
は
、
自
動
車
専
用
道
路
の
入
ロ
そ
の
他
必
要
な
場

所
に
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
を
明
ら
か
に
し
た
道
路
標
識

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

参
考
5

(道
路
法
)

(道
路
等
と
自
動
車
専
用
道
路
と
の
連
結
又
は
交
差
)

第
四
十
八
条
の
四

道
路
等

(軌
道
を
除
く
。
以
下
本
項
及
び
第
四

十
八
条
の
第
二
項
中
同
じ
。)
の
管
理
者
は
、
道
路
等
を
第
四
十
八

条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
道
路

又
は
道
路
の
部
分

(以
下
｢自
動
車
専
用
道
路
｣
と
い
う
。)
と
連

結
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
管
理
者
が
道
路
管

理
者
で
あ
る
と
き
は
当
該
自
動
車
専
用
道
路
の
道
路
管
理
者
と
協

議
し
、
そ
の
他
の
者
で
あ
る
と
き
は
当
該
自
動
車
専
用
道
路
の
道

路
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
動
車
専
用
道

路
以
外
の
道
路
等
を
自
動
車
専
用
道
路
と
立
体
交
差
以
外
の
方
式

で
交
差
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。



参
考
6

(道
路
法
)

(自
転
車
専
用
道
路
等
の
指
定
)

第
四
十
八
条
の
七

道
路
管
理
者
は
、
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る

た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
ま
だ
供
用
の
開
始
が
な

い
道
路
又
は
道
路
の
部
分

(当
該
道
路
の
他
の
部
分
と
構
造
的
に

分
離
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
本
条
中
同
じ
。)
に
つ
い

て
、
区
間
を
定
め
て
、
も
っ
ぱ
ら
自
転
車
の
一
般
交
通
の
用
に
供

す
る
道
路
又
は
道
路
の
部
分
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
た
め
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
ま
だ
供
用
の
開
始
が
な
い
道
路
又
は
道

路
の
部
分
に
つ
い
て
、
区
間
を
定
め
て
、
も
っ
ぱ
ら
自
転
車
及
び

歩
行
者
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
又
は
道
路
の
部
分
を
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

道
路
管
理
者
は
、
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
た
め
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
ま
だ
供
用
の
開
始
が
な
い
道
路
又
は
道

路
の
部
分
に
つ
い
て
、
区
間
を
定
め
て
も
っ
ぱ
ら
歩
行
者
の
一
般

交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
又
は
道
路
の
部
分
を
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

4

道
路
管
理
者

(市
町
村
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。)
は
、
前

三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
当
該
道
路
又
は
道
路
の
部
分
の
存
す
る
市
町
村
を

統
括
す
る
市
町
村
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
指
定

を
解
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

5

道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
指

定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同

様
と
す
る
。

参
考
7

自
動
車
専
用
道
路
の
指
定
基
準

五
六
･
三
･
一
二

(道
路
局
内
規
)

1

道
路
法
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
専
用

道
路

(第
一
項
自
動
車
専
用
道
路
)

①

第
一
項
自
動
車
専
用
道
路
を
指
定
で
き
る
地
域
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
地
域
で
あ
る
こ
と
。

の

東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域

⑬

お
お
む
ね
人
ロ
五
〇
万
以
上
の
市
の
市
街
地
及
び
そ
の
周

辺
の
地
域

回

二
以
上
の
都
市
を
も
っ
て
同
一
都
市
圏
が
形
成
さ
れ
て
い

る
場
合
で
、
こ
れ
ら
の
都
市
の
人
□
の
合
計
が
五
〇
万
以
上

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
都
市
圏
の
存
す
る
地
域

②

①
の
地
域
に
お
け
る
主
要
道
路
の
自
動
車
の
日
交
通
量
が
、

指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
自
動
車
の
最
大
許
容
交

通
量
の
一
･
五
倍
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
主
要
道
路
の

歩
行
者
の
数
が
著
し
く
多
い
こ
と
等
に
よ
り
交
通
が
著
し
く
ふ

く
そ
う
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で

な
いい
。

③

第
一
項
自
動
車
専
用
道
路
は
、
①
の
主
要
道
路
の
交
通
ふ
く

そ
う
状
況
を
解
消
し
、
又
は
緩
和
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

④

第
一
項
自
動
車
専
用
道
路
の
起
点
及
び
終
点
は
、
①
の
地
域

内
に
存
す
る
こ
と
o

道
路
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
専
用

道
路

①

自
動
車
専
用
道
路
と
し
て
指
定
し
よ
う
と
す
る
道
路

(以
下

｢指
定
予
定
道
路
｣
と
い
う
。)
の
区
間
に
お
い
て
、
当
該
指
定

予
定
道
路
又
は
迂
回
路

(指
定
予
定
道
路
が
自
動
車
専
用
道
路

と
し
て
指
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
他
の
一
般
交
通
の
用
に

供
す
る
道
路
又
は
道
路
の
部
分
を
い
う
。)
の
自
動
車
の
日
交
通

量
が
、
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
自
動
車
の
最
大

許
容
交
通
量
の
一
･
五
倍
以
上
で
あ
り
、
又
は
お
お
む
ね
一
〇

年
以
内
に
お
い
て
一
･
五
倍
以
上
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
指
定
予
定
道
路
又
は
迂
回
路
に

お
け
る
歩
行
者
の
数
が
著
し
く
多
い
こ
と
、
大
型
車
両
の
混
入

率
が
著
し
く
高
い
こ
と
等
に
よ
り
交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ
う
し
、

又
は
ふ
く
そ
う
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

②

第
二
項
自
動
車
専
用
道
路
の
延
長
は
、
お
お
む
ね
四
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
o

③

第
二
項
自
動
車
専
用
道
路
の
迂
回
路
が
、
次
の
各
号
に
該
当

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

の

そ
の
距
離
が
、
指
定
予
定
道
路
の
距
離
よ
り
著
し
く
長
く

な
いい
こ
と
。

回

そ
の
車
道
幅
員
が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

勾
配
、
曲
線
半
径
、
路
面
等
が
、
自
動
車
以
外

(原
動
機
付

自
転
車
、
自
転
車
等
)
の
方
法
に
よ
る
通
行
に
支
障
が
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
迂
回
路
に
残
存
自
動
車
交
通

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
車
道
幅
員
は
、
幅
二
･
五
メ
ー
ト

ル
の
自
動
車
が
車
両
制
限
令
上
支
障
な
く
通
行
で
き
る
幅
員

で
あ
っ
て
、
か
つ
、
勾
配
、
曲
線
半
径
、
路
面
等
が
自
動
車

の
通
行
に
も
支
障
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

④

下
図
の
よ
う
な
道
路
を
第
二
項
自
動
車
専
用
道
路
と
し
て
指

定
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
A
、
C
、
D
、
B
の
区
間
を
指
定

す
る
の
を
原
則
と
す
る
が
、
C
、
A
、
C
、
D
、
B
、
D
の
区

間
が
③
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
C
、
D
の
区
間
を
指

定
で
き
る
こ
と
o

//
//

//

//
ノノ

C ' D '

＼

＼＼＼＼＼

2項自動車専用道路
(例外の場合)

第2項自動車専用道路 塀裁則の場合)



地
域
満
憧
化
施
策
『歴
史
衡
遭
モ
デ
ル
事
業
』に
つ
い
て

近
畿
地
方
建
設
局
企
画
部
企
画
課

一

は
じ
め
に

関
西
は
、
日
本
の
国
宝
の
約
六
割
、
重
要
文
化
財

の
約
五
割
、
国
指
定
の
史
跡
名
勝
の
約
三
割
が
集
積

し
て
お
り
、
世
界
的
に
も

｢歴
史
文
化
の
宝
庫
｣
と

呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
地
域
で
す
。

そ
こ
で
、
官
民
な
ど
多
様
な
主
体
に
よ
り
、
こ
の

歴
史
文
化
資
源
を
活
か
し
た

『歴
史
街
道
計
画
』
が

進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

近
畿
地
方
建
設
局
に
お
い
て
も
各
地
域
特
有
の
歴

史
文
化
資
源
を
地
域
づ
く
り
に
活
か
す
こ
と
は
、
個

性
的
で
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
創
出
す
る
と
と
も

に
、
地
域
の
連
帯
感
の
醸
成
、
様
々
な
地
域
交
流
の

発
生
、
良
好
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
活
気
を
生
み
出
し
、

地
域
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
お
り
、
歴
史

文
化
資
源
を
活
か
し
た
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
『歴

史
街
道
モ
デ
ル
事
業
』
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

三

歴
史
街
道
計
画

歴
史
街
道
計
画
は
、
歴
史
文
化
な
ど
日
本
の

｢良

さ
｣
を
再
発
見
す
る
こ
と
を
通
じ
て
長
い
歴
史
に
培

わ
れ
た
美
し
い
日
本
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
｢世
界
を

考
え
る
京
都
座
会
｣
(堺
屋
太
一
氏
他
一
〇
名
…

一
九

八
八
年
三
月
)
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
、
豊
か
な
歴
史

文
化
資
源
を
わ
か
り
や
す
く
内
外
の
人
々
に
紹
介
し

て
い
く
た
め
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
で
す
。

歴
史
街
道
は
、
古
代
史
、
奈
良
時
代
、
平
安
-
室

町
時
代
、
戦
国
-
江
戸
時
代
、
近
代
の
五
つ
の
時
代

別
ゾ
ー
ン
を
日
本
史
の
流
れ
に
沿
っ
て
結
ぶ
メ
イ
ン

ル
ー
ト

(伊
勢
-
飛
鳥
-
奈
良
ー
京
都
-
大
阪
ー
神

　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　 　
　　　　　 　 　　

歴史街道計画の 3つの目標と事業項目
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戸
)
と
、
近
畿
二
府
六
県

(福
井
県
、
三
重
県
、
滋

賀
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
、
和

歌
山
県
)
の
歴
史
文
化
を
活
か
し
た
八
本
の
テ
!
マ

ル
ー
ト
を
設
定
し
、
地
域
が
広
域
的
に
連
携
す
る
こ

と
に
よ
り
、

｢日
本
文
化
の
発
信
基
地
づ
く
り
｣

｢新
し
い
余
暇
ゾ
ー
ン
づ
く
り
｣

｢歴
史
文
化
を
活
か
し
た
地
域
づ
く
り
｣

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

こ
の
歴
史
街
道
計
画
の
具
体
的
な
実
現
を
推
進
す

る
た
め
の
団
体
と
し
て
、
歴
史
街
道
推
進
協
議
会
が

一
九
九
一
年
に
発
足
さ
れ
ま
し
た
。

歴
史
街
道
推
進
協
議
会
は
、
近
畿
各
府
県
、
九
八

市
町
村
の
ほ
か
、
一
〇
省
庁
、
一
〇
経
済
･
各
種
団

体
、
六
一
民
間
企
業
の
一
八
八
団
体

(平
成
一
一
年

九
月
現
在
)
で
構
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
団
体
に
加
え
、

約
一
万
名
の
個
人
会
員

(歴
史
街
道
倶
楽
部
)
が
支

援
、
参
画
、
協
力
を
行
っ
て
い
ま
す
。

三

歴
史
街
道
モ
デ
ル
事
業

歴
史
街
道
モ
デ
ル
事
業
は
、
地
域
の
歴
史
文
化
を

活
か
し
、
来
訪
者
の
方
々
に
、
よ
り
楽
し
く
歴
史
文

化
に
接
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、地
域
住
民
の
方
々

に
も
歴
史
的
地
域
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
実
感
を
も

っ
て
い
た
だ
け
る
、
｢誰
に
で
も
親
し
め
る
地
域
づ
く

り
｣
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
、
平
成
五
年
度

か
ら
近
畿
地
方
建
設
局
と
歴
史
街
道
推
進
協
議
会
が

一
緒
に
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
で
す
。

モ
デ
ル
事
業
は
、
各
地
域
の
個
性
と
魅
力
を
創
出

す
る
た
め
に
、
各
市
町
村
の

｢歴
史
テ
ー
マ
｣
を
積

極
的
に
活
用
し
、

･
歴
史
文
化
を
活
か
し
た
道
路
･
河
川
整
備

･
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
文
化
施
設
･
公

園
な
ど
の
整
備

･
歴
史
と
自
然
に
調
和
し
た
環
境
整
備

･
モ
デ
ル
コ
ー
ス
上
及
び
周
辺
に
お
け
る
案
内

歴史街道モデル事業(京都･萬台寺前、ねねの道)
歴史的街なみの景観整備

表
示
の
整
備

･
情
報
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
と
充
実

･
歴
史
文
化
を
活
か
し
た
空
間
づ
く
り
の
演
出
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歴史街道モデル事業(枚方･淀川河川公園)
自然計画を活かした河川整備

歴史街道の
時代の流れをたどる 各々のテーマをもつ、8本の
｢メインルート｣と｢テーマルート｣



･
イ
ベ
ン
ト

･
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
の
実
施
↑

な
ど
、
ソ
フ
ト
･
ハ
ー
ド
両
面
の
事
業
を
、
従
来
の

地
域
整
備
に
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
し
た
手
法
･
工
夫
･

ア
イ
デ
ア
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
推
進
し
て
い
ま

す
′。国

と
地
方
、
行
政
と
地
域
が
そ
れ
ぞ
れ
役
割
分
担

し
、

一
体
と
な

っ
た

｢人
に
や
さ
し
い
、
ゆ
と
り
と

う
る
お
い
の
あ
る
空
間
づ
く
り
と
、
地
域
か
ら
の
文

蜷 認讓巍裂癬蟷毯ランが ＼/ ¥
　　　　　　　

◎ 平帥 1年度整備プラン策定地区

化
発
信
｣
を
目
指
し
、
保
全
す
る
箇
所
、
整
備
す
る

箇
所
な
ど
を
地
域
の
方
々
と
と
も
に
考
え
て
い
き
ま

す
。ま

た
、
歴
史
街
道
整
備
プ
ラ
ン
策
定
時
に

｢来
訪

者
｣
の
視
点
か
ら
見
た
ま
ち
づ
く
り
を
展
開
し
て
い

く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
｢旅
モ
ニ
タ
ー
｣を
実
施
し

て
い
ま
す
。

こ
の

｢旅
モ
ニ
タ
ー
｣
は
、
モ
ニ
タ
ー
の
方
々
に

旅
人
と
な
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
ま
ち
の

｢良
さ
｣
や

｢問
題
点
｣
等
、
気
づ
い
た
点
を
レ
ポ
ー
ト
に
し
て

も
ら
っ
て
、
ま
ち
づ
く
り
に
役
立
て
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、地
域
住
民
や
行
政
、旅
モ
ニ
タ
ー
の
方
々

が
集
ま
っ
て
互
い
に
意
見
交
換
を
行
う

｢地
域
交
流

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
｣
で
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
提
案

を
行
い
、
地
域
の
方
々
の
声
を
歴
史
街
道
整
備
プ
ラ

ン
に
反
映
す
る
な
ど
、
歴
史
街
道
モ
デ
ル
事
業
は
、

ま
さ
に
地
域
住
民
と
行
政
等
と
が
一
体
と
な
っ
た
ま

ち
づ
く
り
を
実
施
し
て
い
る
事
業
で
す
。

平
成
一
〇
年
度
ま
で
に
整
備
プ
ラ
ン
が
策
定
さ
れ

た
地
区
に
つ
い
て
、
表
1
の
と
お
り
紹
介
い
た
し
ま

す
。な

お
、
平
成
=

年
度
に
つ
い
て
は
、
北
丹
後
地

区

(京
都
府
網
野
町
、
丹
後
町
、
弥
栄
町
、
久
美
浜

町
)
と
柏
原
町
往
庫̂
県
)
及
び
生
野
町
住
ハ庫
県
)

の
三
地
区
が
歴
史
街
道
モ
デ
ル
地
区
に
認
定
さ
れ
、

現
在
整
備
プ
ラ
ン
を
策
定
中
で
す
。
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表 1

市町村名 主 な 事 業

室 生 村 道の駅｢宇陀路室生｣整備、室生川環境整備、県道吉野室生寺針線整備、大野寺磨崖仏間辺公園整備、
元三周辺地区整備(伊勢街道宿場町) 等

大 宇 陀 町 宇陀松山街道(国道370号)歴史的まちなみ整備、宇陀川河川環境整備、阿騎野 ･多武峯ルート整備、
万葉公園周辺道路整備、本郷川砂防公園整備 等

明 日 香 村 飛鳥駅前整備、飛鳥川環境整備、飛鳥周辺自然歩道整備、国道169号および24号誘導サイン整備、
国営飛鳥歴史公園整備、県道多武峯一見瀬線整備 等

斑 鳩 町 いかるがパークウェイ〈新たったみち〉整備、法隆寺いざない大路整備、藤ノ木古墳史跡整備、
大和川 ･富友働=親水護岸整備、県立竜田公園整備、散策ネットワーク整備 等

木 津 町 上人ケ平遺跡公園整備、緑の一里塚整備、親水公園整備、山背古道整備、京奈和自動車道｢京奈道路｣
整備 等 ,

宇 治 市 案内サイン整備、宇治橋架替事業、宇治川護岸整備、源氏物語ミュージアム建設事業、宇治公園整備、
散策道整備 等

京 都 市 五条通の景観整備と駐車対策、八坂通舗装道補修、電線類地中化(東山区下河原町~ 鷲尾町)、鴨川｢花
の回廊｣整備 等

乙訓 ･ 八幡地区 第二京阪道路｢緑立つ道｣整備、京都南道路整備、京都第二外環状道路整備、淀川河川公園整備、西国街
道整備、恵解山古墳公園整備 等

高 槻 市 ポケットパーク整備、歩行者 ･自転車道整備、うるおいのある街角整備、船着き場整備、史跡今城塚古
墳保存整備 等

枚 方 市 淀川河川公園枚方地区整備事業、スーパー堤防事業、京街道整備、枚方宿資料館建設整備、夫野川環境
整備、環状自然歩道整備 等

宝 塚 市 花の道整備、宝塚大橋整備、武庫川河川敷等親水整備、文化交流施設整備、夜間景観整備 等

金 津 町 県道トリムパークかなづ線整備、サイクリングロード整備、駅前総合案内板整備、道標整備、金津創作
の森整備 等

永 平 寺 町 一般国道158号 (中部縦貫自動車道)整備、一般国道364号京善バイパス整備、道の駅整備、九頭竜川河
川環境整備、永平寺川ダム建設、中部北陸自然歩道の整備 等

南 条 町 日野川河川整備、妙泰寺周辺整備、国道365号整備、県道柚山城祉線整備 等

今 庄 町 国道365号道路整備、今庄宿景観整備、木ノ芽城塞群周辺環境整備、湯尾峠周辺整備、孫谷川ふるさと
砂防整備、日野川河川整備 等

彦 根 市 夢京橋キャッスルロード整備、彦根シティゲート整備、佐和山ハイキングコース整備、けやきみち修
景事業 等

近 江 八 幡 市 八幡堀遊歩道整備、市道白雲宮内線道路整備、街なみ環境整備、長命寺川中小河川改修事業、市道上田
出町線道路改良事業 等

± 山 町 旧東海道街並み整備事業、歴史的文化伝承整備、峠の茶屋整備事業、斎王群行道路整備、斎王とお茶の
物産館建設事業 等

大 津 市 西大津バイパス歩道整備等、湖西道路サイン等整備、歴史のみちづくり整備、浜大津比叡辻線整備、
比叡辻日吉線整備、散策路整備 等

口 丹 後 地 区 鳥取豊岡宮津自動車道宮津網野線整備、桜づつみモデル事業、加悦町タウンセンターの整備、府道野
田川大宮線道路整備、竹野川河川整備、天女の里の整備 等

園 部 町 シンボルロード整備事業、園部公園整備事業、地域インフォメーション整備、天神川河川防災施設事
業、グリーンオアシス緊急整備事業、山陰街道回避ルートの整備 等

亀 岡 市 宇津根新国道線整備、国道372号道路整備、保津橋交流ふれあい橋梁整備、雑水川ふるさとの川モデル
事業、市道古大道線道路改良事業、コミュニティーゾーン形成事業 等

羽 曳 野 市 峰塚古墳公園整備、竹内街道整備、東高野街道整備、石川河川公園整備、南阪奈道路整備、飛鳥川ふる
さとのj--モデル事業 等

加 西 市 北条地区街なみ環境整備、小谷城跡公園整備、文化公園整備、播磨中央自転車道整備、古法華 ･一乗寺
周辺整備、案内板 ･道標等整備 等

姫 路 市 ノコギリ横丁 ･歴史的みちずじ整備、船湯川河川環境整備(姫路城濠浄化)、姫路公園整備 (櫻門橋の
木橋整備)、歩行者空間(国道 2号)整備 等

龍 野 市 童謡公園整備、姫路上郡線祇園橋架替事業、仮称龍野揖保川大橋架橋建設事業、揖龍南北幹線整備 等

出 石 町 沢庵 ･ひぼこ街道整備、一宮街道整備、谷山川河川環境整備、出石川桜づつみ環境整備、
街なみ環境整備 等

篠 山 市 国道372号整備(日置バイパス、天引トンネル)、篠山西紀線整備、八上野間線〈戦国歴史街道〉橋梁整
備、街路事業(城西線)き可原町街なみ環境整備事業、河川環境整備事業(篠山城跡、濠の浄化) 等

洲 本 市 寺町街なみ整備、旧町名標示柱整備、成ヶ島公園整備、海辺の遊歩道整備、
ウォーキングトレイル整備 等

吉 野 町 桜井吉野線道路改築事業、芭蕉ロマンの道整備、万葉の道整備、吉野山町並み整備、
吉野川河川改修事業 等

橋 本 市 旧大和街道(四つ辻~ - 里松)整備、紀伊兄峠整備、一里塚整備、紀の川緑地公園整備、
京奈和自動車道整備、橋本駅前整備、橋本川改修、道標 ･案内板整備 等

紀の川･大和街道周辺地区 背の山パーキング｢道の駅(仮称)｣整備、慈尊院門前町の整備、紀伊国分寺跡周辺整備、京奈和自動車
道整備、高野参詣道路新設事業 等

海 南 市 熊野古道鋪装修景整備、黒江地区内鋪装修景整備及び休憩スポットの整備、旧鈴木邸修景整備、熊野
街道道標説明板整備、紀州漆器伝統産業会館整備、藤白神社周辺ネットワーク拠点整備 等

口 熊 野 地 区 田辺駅周辺整備、コミュニティー道路整備、南方熊楠邸保存 ･復元整備、扇ヶ浜総合整備、朝来駅前広
場整備、富田川河川環境整備 等

新 宮 市 駅前広場修景整備、徐福公園整備、飛鳥の渡し跡整備、水辺プラザ整備、丹鶴城公園整備、大正ロマン
通り整備 等
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宇治市源氏物語ミコージアム
　　　　　　　　　

薹濃繭
四

モ
デ
ル
事
業
の
取
り
組
み

歴
史
街
道
モ
デ
ル
事
業
の
取
り
組
み
事
例
と
し
て

源氏物語のまち

世界遺産に登録された平等院、 宇

治上神社や四季折々の顔をもつ宇治

川を有する宇治は ｢源氏物語 ･宇治

十帖｣ の舞台となった場所。1991年、
ふるさと創生事業として ｢紫式部文

学賞｣ などを創設したのをきっかけ

に ｢源氏物語のまち｣ をテーマにし

たまちづくりが進められています。
平成 10年 11月 8 日には、その集

大成の施設である ｢源氏物語ミュー

ジアム｣ が開館しました。

宇
治
市
に
つ
い
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。

宇
治
市

(京
都
府
)
は
、
明
日
香
村

(奈
良
県
)

と
並
び
、
平
成
五
年
度
に
歴
史
街
道
モ
デ
ル
地
区
に

宇治橋周辺

%逆鱗擬き
鬱宇治神社

◎興型寺

　
　　　　　　 　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
き 鴇
　　　 　　　　　 　　　　

県1社 鬱 歴史文化資源

JR字泊鰍故禦摯嬢

★ 宇治十帖古跡

。 拠点整備
]$〆! 道路整備

~ ｢源氏物語散策の追｣整備

B麟軽賞河川整備

縦拶 写真紹介地

◎ 1センター(殴髄案内所)
袋"重点地区･サイン整備/地図全域)

美しい景観にマッチした零ジ合川の護岸整備 イベント〈宇治大田楽餐載舌祭D

平安時代を甥語る平等院麗鳳堂

指
定
さ
れ
た
最
初
の
地
区
で
す
。
モ
デ
ル
事
業
に
お

け
る
ハ
ー
ド
事
業
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
ソ
フ
ト
事
業

を
通
じ
て
P
R
し
て
い
く
こ
と
で
ま
ち
が
活
気
つ
い

イベントく源氏物語を歩く旅
雫宇;合十帖スタンプラリー｣〉



て
イ
メ
ー
ジ
も
向
上
し
ま
し
た
。
平
成
一
〇
年
度
ま
･

で
に
プ
ラ
ン
が
策
定
さ
れ
た
地
区

(三
五
地
区
四
九

市
町
村
)
に
お
い
て
、
現
在
事
業
を
実
施
中
で
す
。

な
お
、
現
在
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
し
て
い
る
地
区

表 2 モデル事業実施地区

策定年度 H 5 年度 H 6 年度 H 7 年度 H 8 年度 H 9 年度 H 10年度 H 11年度

福 井 県 今庄町 南条町 金津町 永平寺町

滋 賀 県 彦根市 大津市 近江八幡市 土山町

京 都 府
宇治市 京都市東山

地区
木津町
乙訓 ･ 八幡地区

亀岡市 駆後町
丹
部

口

園
北丹後地区

大 阪 府 羽曳野市 聯 市槻高

兵 庫 県
市

町

路
石

姫
出 商 市

市
野
塚

龍
宝

市

市

山

本

篠

洲

町

町

野

原
生
柏

奈 良 県 明日香村 斑鳩町 鮴 町野吉 町靴大

和歌山県 橋本市 街ぜ川辺翳 彌 雌4｣≠JヒヒW
ム目"

口
“ 鰤

(注) 1 乙訓 ･八幡地区 (向日市 ･長岡京市 ･大山崎町 ･八幡市)
紀の川大和街道周辺地区 (岩出町 ･打田町 ･粉河町 ･かつらぎ町 ･那賀町 ･高野口町 ･九度山町)

は
表
2
の
と
お
り
で
す
。

五

今
後
の
モ
デ
ル
事
業
の
展
開
に
つ
い
て

昨
年
発
表
さ
れ
た
新
し
い
全
国
総
合
開
発
計
画
に

叩

･
･

田

町

町

富
悦
後

上

加

丹

市

町

町

辺
江
野

　
　
　

区
区
区

地
地
地

野
後
後

熊

丹

丹

ロ

ロ

北

口丹後地区 (大江町 ･加悦町 ･野田川町 ･大宮町 ･峰山町)
北丹後地区 (網野町 ･丹後町 ･弥栄町 ･久美浜町)

2 平成11年度地区については、 現在整備プラン策定中。

お
い
て
、
｢参
加
と
連
携
｣
に
よ
る
国
土
づ
く
り
、
地

域
づ
く
り
の
推
進
が
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
7

個
性
的
な
地
域
づ
く
り
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
地

域
住
民
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
民
間
企
業
な
ど
の

多
様
な
主
体
の
積
極
的
な

｢参
加
｣
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
、
ま
た
、
地
域
に
共
通
す
る
広
域
的
な
課
題
を

解
決
す
る
に
は
、
既
存
の
行
政
単
位
の
枠
を
越
え
た

広
域
的
な

｢連
携
｣
が
重
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

『歴
史
街
道
計
画
』、
『歴
史
街
道
モ
デ
ル
事
業
』

は
今
回
紹
介
し
た
と
お
り
、
地
域
住
民
も
含
め
た
多

く
の
主
体
が
参
加
し
て
進
め
て
お
り
、
ハ
ー
ド
･
ソ

フ
ト
施
策
の
推
進
を
通
じ
て
地
域
交
流
･
連
携
も
生

ま
れ
て
お
り
、
ま
さ
に

｢参
加
と
連
携
｣
を
実
践
す

る
も
の
と
い
え
、
魅
力
と
活
力
あ
る
地
域
社
会
を
築

く
も
の
と
考
え
て
お
り
、
引
き
続
き
本
施
策
を
推
進

し
て
ま
い
り
ま
す
。
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徳
川
幕
府
二
六
〇
年
余
の
鎖
国
政
策
の
結
果
、

人
々
の
関
心
は
内
に
向
い
、
高
踏
と
思
わ
れ
て
い
た

古
い
文
物
を
見
直
し
、
庶
民
大
衆
が
親
し
め
る
日
本

調
に
仕
立
て
直
す
こ
と
に
な
る
。
歌
舞
伎
、
和
歌
、

俳
諾
な
ど
江
戸
文
化
の
創
造
は
国
際
的
な
無
菌
状
態

の
中
で
醸
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
易
経
も
例

外
で
は
な
い
。
易
占
い
が
庶
民
の
う
せ
も
の
バ
遺
失

た
いよ
う

＼
、

物
)
占
い
や
、
胎
孕

(出
産
)
占
い
に
ま
で
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
著
名
な
易
者
達
は
六
四
卦
を
、

大
衆
に
理
解
で
き
る
よ
う
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
普

及
に
努
め
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
易
六
四
卦
の
一

つ
天
火
同
人
と
い
う
卦
を
和
歌
や
短
文
調
で
表
現
す

る
と
ど
う
な
る
か
、
当
時
の
も
の
を
引
用
し
て
み
た

い
。
そ
の
前
に
八
卦
の
薹
と
薑
の
組
み
合
わ
せ
が
な

ぜ
天
火
同
人
と
い
う
卦
名
に
な
る
の
か
説
明
し
た
い
。

先
ず
、
抜
け
る
よ
う
な
青
空
と
、
き
ら
/
＼
と
輝

く
太
陽
を
想
像
し
て
も
ら
い
た
い
。
青
空
と
太
陽
は

そ
の
存
在
の
度
合
い
に
お
い
て
差
は
つ
け
難
い
。
ど

ち
ら
も
大
切
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
同
人
の
卦
は
こ

の
感
覚
で
民
族
や
門
閥
に
差
別
さ
れ
な
い
社
会
や
人

間
関
係
を
築
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
同
人
思

想
を
持
つ
こ
と
は
、
誠
に
結
構
な
こ
と
だ
と
易
は
い

ど
う
じ
ん
のにむ
いてす
とおる

た
いせ
んをわた
るによ
ろし
く
んし
た
しゞき

う

(同
人
干
し野
。
亨
。
利
し渉
二大
川
一。
利
二君
子

によ
ろし

貞
し
。
だ
が
、
同
等
と
か
平
等
を
現
実
の
社
会
に
当

て
は
め
る
と
無
理
が
生
ず
る
と
い
う
。
物
に
は
そ
れ

ハ
＼
の
特
長
が
あ
る
か
ら
他
の
物
と
区
別
で
き
る
。

人
間
社
会
も
総
て
を
同
等
に
扱
う
こ
と
は
不
平
等
に

な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い

しょうにいわく
てんひとともにあるはどうじん
く
んしも
ってぞくをるいしものをべんず

か
。
象
日
。
天
興
し火
同
人
。
君
子
以
類
し族
瓣
し物
。

質
や
能
力
に
応
じ
差
を
つ
け
る
の
が
、
真
の
同
等
、

平
等
だ
と
い
う
。
か
く
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
建
前
と

し
て
の
同
人
と
い
る
/
＼
な
人
と
日
々
を
共
に
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
本
音
と
し
て
の
同
人
を
説
い
て
い
る
の
が

こ
の
卦
な
の
で
あ
る
。

お
ざ
わ
ろ
あ
ん

どう
じ
ん

天
保
年
間
の
漢
学
者
小
澤
盧
庵
は
、
同
人
の
卦
を

和
歌
で
表
現
し
て
い
る
o

み
な
人
の
願
い
を
み
つ
の
道
な
ら
ば

何
か
な
に
は
の
さ
わ
り
あ
る
べ
き

さまた

さ
わ
り
は
陣
げ
だ
ろ
う
。
簡
単
に
言
え
ば
み
ん
な

の
勝
手
な
願
い
を
き
い
て
い
て
は
、
物
事
は
ま
と
ま

ら
な
い
よ
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
短
文
調

やみよにと落しびをあげるのかたち

かんほうかねをわかつ

･

で
い
う
と
闇
夜
揚
し灯
之
象
。
菅
鮑
分
し金
之
意
で
あ

る
と
い
う
。

天
火
【

闇
夜
場
し灯
之
象
と
は
豊
晝
間
同
人
の
卦
の
下
三
本

　　

(内
卦
)
霊
を
ロ
ー
ソ
ク
の
灯
と
み
、
卦
の
全
体
を

ちよらち
ん

足
も
と
を
照
す
提
灯
の
形
に
見
立
て
る
。
同
人
の
卦

が
持
つ
人
は
同
じ
に
扱
う
と
い
う
普
遍
の
理
想
の
光

を
暗
夜
に
か
か
げ
た
提
灯
の
と
も
し
び
に
た
と
え
た

の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
本
音
は
菅
鮑
分
し金
之
意
で
あ

か
ん

か
んちゅう

る
。
菅
は
中
国
斉
の
国
の
宰
相
管
仲
、
鮑
は
そ
の
友

技どうしゆく

人
鮑
叔
で
あ
る
。
菅
仲
は
若
い
時
、
友
人
鮑
叔
と
共

同
で
事
業
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
利
益
配
分
の

と
き
、
鮑
叔
は
本
来
同
等
に
分
け
る
べ
き
を
、
菅
仲

の
貧
し
さ
に
同
情
し
て
余
分
に
与
え
た
。
菅
仲
は
宰

相
に
な
っ
た
後
も
、
若
い
と
き
の
鮑
叔
の
こ
の
は
か

ら
い
を
感
謝
し
生
涯
の
友
に
し
た
と
い
う
。
理
想
と

し
て
の
同
人
の
卦
の
本
音
は
扱
い
と
し
て
差
を
つ
け

る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
ら
いぜ
いど
う

火
雷
嶬
嘘
と
い
う
卦
は
、
上
下
の
歯
が
か
み
合
わ

　
　

な
い
意
味
で
あ
る
。
窪
田
唾
瞳
の
下
か
ら
四
番
目
の

日
が
邪
魔
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
短
文
調
に
す
る

と
頤
中
有
し物
之
象
と
い
う
。頤
と
は
口
の
中
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
眞
中
に
あ
る
凹
が
取
れ
る
、
即

ち

明
に
な
る
と
離
間
頤

(さ
ん
ら
い
い
)
に
な
る
。

歯
に
引
っ
か
か
る
邪
魔
物
が
取
れ
て
、
う
れ
し
く
大

き
な
ロ
を
開
け
て
笑
っ
て
い
る
象
と
な
る
。
別
の
見

ふう
ふ
ね
やに
いか
る
の
い

方
を
す
る
と
、
夫
婦
怒
し閨
之
意
と
な
る
。
夫
婦
生
活

が
し
っ
く
り
と
か
み
合
わ
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
も
妻

の
浮
気

(頤
の
眞
中
の
=
即
ち
外
に
男
が
い
る
)
が

原
因
の
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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